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総括研究報告書 

 

危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する研究 

研究代表者  井村伸正  （公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター） 

 

【研究要旨】 

 我が国における 2018 年での薬物事犯の検挙人数はその約 70％を占める覚醒剤事犯に次

いで大麻事犯が約 26％と過去最多を記録ししかも若年層の増加傾向が続いており、対応の

強化が求められている。当研究班で 29 年度に始まった大麻濫用防止の啓発を目的とした調

査研究事業の 3 年目として、大麻（植物）成分の分析手法の最近の進歩および欧州における

医療向け大麻製品の利用状況に関する文献調査、更に、合法化が進む米国における大麻規制

の現状と大麻合法化の社会的影響について公表された最近の資料に基づく調査を行った。

一方、大麻成分の薬理学的活性についてはこれまでに調査研究を継続してきたが、今年度は

その有害性と医薬品としての応用の可能性について主として 2017 年以降の総説の内容を

精査しその薬理作用の二面性について考察した結果をまとめた。 

 各分担研究課題の目的と今年度の研究成果を以下に要約する。文中の図、表（Fig. Table）

の表記は各分担研究報告書のものを用いた。 

 

研究 II－１  欧州における医療向け大麻製品の現状と品質規格について 

研究分担者  花尻（木倉）瑠理（国立医薬品食品衛生研究所 生薬第 3 室） 

 【目的】 前年度、国の政策として医療用大麻を認めていたオランダの現状を調査したが、

今年度はオランダ以外の欧州での大麻製品（大麻由来医薬品を含む）の現状を調べた。また、

医師の処方箋により薬局で医療向け大麻を受領できる国が増加しているので、各国の薬局

方等で定められている医療向け大麻の品質規格を調査した。 

 【成果】 医療に使用されている大麻製品には大麻由来医薬品（大麻成分含有製剤もしく

は合成カンナビノイド含有製剤）と医療向けの大麻（乾燥大麻植物花穂部分もしくはその抽

出物）があり、大麻由来医薬品は国の医薬品審査機関より効能効果が認められ、医薬品とし

ての製造販売が承認されている製剤であり、医療向けの大麻は医薬品としては承認されて

いないが医師の処方箋のもとに使用が認められている大麻製品である（図１）。大麻由来医

薬品のうち欧州で最も広く承認されているのはΔ９-THC と CBD を含む nabiximols で

Sativex○R（口腔内スプレー剤）が 2010 年に英国医薬品医療製品規制庁（MHRA）より多発

性硬化症に伴う神経因性疼痛の治療薬として製造販売の承認を得てから 2019 年 5 月の時
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点で EU21 か国で承認されている。合成Δ９-THC の dronabinol は Marinol○R（カプセル

剤）または Syndros○R（液剤）が他の制吐剤が無効な化学療法に伴う悪心・嘔吐の治療薬や

HIV/AIDS 患者の食欲増進剤として承認されている。2018 年までに dronabinol,nabiximols 

およびΔ９-THC 誘導体の合成カンナビノールである nabilone(カプセル剤 Cesamet○R)の 3

医薬品の使用が認められたのは EU28 か国中、デンマーク、スペイン、アイルランド、クロ

アチア、ポーランド、並びにスロべニアの 6 か国である。 

 他方、EU において医療向け大麻として医師の処方による大麻製品の使用がみとめられて

いる国は 10 か国以上あり、中でもオランダは古くから医療向け大麻の生産と使用が認めら

れてきた。ドイツでも法改正が行われ、2017 年から医師の処方箋により薬局で医療向けの

大麻を受け取ることが出来るようになった。また、英国では 2018 年 11 月以降条件付きで

処方が認められている。このように医療向けの大麻の利用が可能となる国が多くなる中で、

当然のことながら、次々にこれら製品の品質規格を定めた薬局方等モノグラフが公表され

ている。オランダでは 2000 年に Office of Medical Cannabis(OMC)が設立された。OMC

は大麻の栽培、品質保証（分析），包装及び流通について第 3 機関に委託する。品質試験は

欧州薬局方の一般試験法に準拠して OMC が定めた分析法に従い行われる。現在では、

Analytical Monograph Cannabis Flos,Farmalyse BV Version7.1 に従い品質管理がおこな

われている。Farmalyse BV 7.1 では 11 項目の試験が設定されている。 

 ドイツでは医師の処方箋により薬局で医療向け大麻が受け取れることになった 2017 年 3

月の法改正に先立ち 2015 年 5 月に German Drugs Codex(DAC)に大麻の花に関するモノ

グラフが公開され、2017 年 5 月にはドイツ薬局方に掲載され、ドイツ薬局方モノグラフの

改訂版が国家品質基準として 2018 年４月から施行された。 

 欧州では国によって大麻の法的位置づけが異なっていて、前述のようにオランダやドイ

ツのように、乾燥大麻植物の医療向け使用を認めている国がある一方、ブルガリヤ、ルーマ

ニア、ハンガリーでは医療向け大麻のみならず大麻由来医薬品の使用も許可されていない。 

 

研究 II－２  大麻の識別のための分析手法（文献情報） 

研究分担者  花尻（木倉）瑠理 （国立医薬品食品衛生研究所 生薬第３室） 

研究協力者  田中 理恵 （国立医薬品食品衛生研究所 生薬第３室） 

【目的】  大麻草（Cannabis sativa L.）及びそれに由来する製品が大麻である。大麻

草にはカンナビノイドと総称される固有の化合物群が含まれている（Fig.1）。これまでの報

告では大麻草中には 565 種の化合物が含まれており、そのうち 120 種がカンナビノイドと

されている。大麻草の chemotype は THCA とΔ９-THC を主体とする drug- type と主カ

ンナビノイドが CBDA と CBD である fiber-type 及び中間型の intermediate-type に分け

られる。これらカンナビノイドの分析手法について文献調査を行った。 

 

【成果】  情報検索手法としては主に SciFinder を用い、PubMed と Google Scholar
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も併用し、検索語として Cannabis sativa, component, constituent 等を用いて検索し

た。その結果得られた 641 件について”cannabinoid”で「and 検索」をかけ、さらに

REFERENCES のカテゴリー「Analytical Chemistry」中の“Analysis”で検索した結果、

189 件の index terms がヒットし（3 件以上のものを Table1 に示す）、これに基づきカン

ナビノイドの分析手法をまとめてみた。その結果、カンナビノイドの分析法として使用頻度

が高いのは GC-FID,GC-MS,HPLC,UPLC,LC-MS であった。この他、TLC や NMR 等も

含め各手法の特長等についての考察を加えた。今後も新しい分析機器が考案され、それらを

用いた大麻草の分類・鑑定のためのより優れた成分分析手法が開発されることが予測され

る。 

 

研究 II－３  大麻の分子生物学的手法を用いた近年の解析手法や分析事例 

研究分担者  花尻（木倉）瑠理 （国立医薬品食品衛生研究所 生薬第 3 室） 

研究協力者  緒方 潤 （国立医薬品食品衛生研究所 生薬第 3 室） 

 【目的】 次世代シークエンサーの開発により大麻の分子生物学的研究は著しい進展を見

せている。2019 年には遺伝子を導入された酵母株がガラクトース添加培養で大麻が産生す

る主要カンナビノイドを合成することや生物工学的技術による無細胞系でのカンナビノイ

ド合成が報告された。分子生物学的分析技術やマーカーの開発は植物材料としての大麻の

潜在的な機能を明らかにしてきた。そこで、近年の分子生物学的解析手法を用いた大麻の研

究事例や分析技術の動向を調査し情報収集を図ることとした。情報検索手段としては 

PubMed を用い、検索語として Cannnabis sativa,,genome,DNA,marker 等を使用した。 

 【成果】 Hillig はカンナビノイドについて 157 の大麻サンプルのアロザイム変異分析

を行い、17 遺伝子座の多型を評価して 52 の対立遺伝子頻度に関して主成分分析（principal 

component analysis:PCA）を行った結果、drug type と fiber type は別々のクラスターに

分かれたことを報告した(2005) 。Gilmore 等は葉緑体ミトコンドリア DNA の多型遺伝

子座について 76の大麻グループを系統樹解析にかけたところ得られた３つのクレードのう

ちクレード A は大部分の fiber type からなっており、クレード B にはアフガニスタン在来

種とほとんどの drug type が含まれていた。クレード C は古典的な”Sativa”で、インド、

ネパール、タイ、ジャマイカ、メキシコ、アフリカの１２の在来種であった(2007)。Piluzza 

等は６つの Random Amprified polymorphic DNA (RAPD)プライマーを用い１９系統の大

麻について DNA 多型を検出し系統解析をおこなったところ、アフガニスタンとインド伝統

系統は別々のクラスターに分かれ、アフガニスタンは fiber type と同じクラスターであり、

インド伝統系統には Skunk(drug type strain)が含まれていた（2013）。 

次世代シーケンサーが開発されると whole genome shotgun (WGS) method を使用する

ことにより多くの品種の大麻の遺伝子の配列等多くの遺伝情報が報告されるようになった。  

Tejkalova は対立遺伝子頻度に基づき集団を分割する最適なクラスター数（K）を特定する

ソフトウエア―である STRUCTURE を用いて Sativa の 44 サンプルと Indica の 77 サン
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プルの 57 SNP 位置に基づくハロタイプ分析し、K=2 の値を得たが”Sativa”と”Indica”と

いう識別とは一致しなかった(2015)。Sawler 等は SNP の検出と fiber type と drug type

の Genotyping by sequencing(GBS)解析を行い、特定した SNPs の PCA 解析で 81 の drug 

type サンプルと 43 の fiber type サンプルのクラスターを分離したが”Sativa”と”Indica”の

クラスターは部分的に重なった。大量 SNP データ解析用ソフト、STRUCTURE を使って

も同様な結果が得られ、124 個すべてのサンプルデータが K=2 で最もよく適合した（2015）。 

 大麻の drug type ,fiber type の区別、取締り対象としての大麻の流通・拡散経路の追跡等

法科学的識別手段の必要性が大麻の DNA マーカーの開発を後押しした。葉緑体 DNA のｔ

RNA 遺伝子は大麻 DNA を識別するためのマーカーとして利用されたし、大麻葉緑体の全

ゲノム配列の決定は今後も系統発生研究のためのマーカー源として広く用いられるであろ

う。マイクロサテライト遺伝子座のデーターの AMOVA（Analysis of Molecular Variance） 

解析によると遺伝的分散の割合は個体間では 73％、集団内では 21％、drug type と fiber 

type の集団間では 6％であった。この結果はこれら二つの集団の境界が人工的であること

を示しており、大麻草が単一種の変化に富む属であることを示唆している。これらのデータ

ーから drug type と fiber type は遺伝的変異の共通プールを大部分共有している。また、

drug type は fiber type に比べてヘテロ接合度が低く、それは人工的な選抜と近親交配によ

ると考えられている。 

 大麻の性決定にかかわる遺伝子の解析も進んでおり、雌雄同株に関する細胞遺伝学的研

究では Y 染色体が存在せず X 染色体の二つのコピーが存在し、フローサイトメトリーで雌

雄同株の fiber type は雌雄異株の雌株と同じ核型であった。このことは大麻の性決定が X,Y

性染色体による単純な性決定ではないことを示唆している。一方、大麻の二つの主要な合成

酵素をコードする二つの遺伝子の配列も決定されている。THCAS（Tetrahydro-

cannabinolic acid synthase ） は イ ン ト ロ ン を 含 ま な い 1635bp で あ り 、

CHDAS(Cannabidiolic acid synthase)と 84％の配列類似性を有していた。高上馬等は

CBDA/THCA 比が異なる 13 種類の大麻の THCAS 遺伝子の塩基配列を決定し、配列の違

いから drug type を特徴づける「drug type THCAS」を特定した（2006）。異なる chemotype

の 18 系統の大麻から 9 種の THCAS と 12 種の CBDAS が得られ、花序で発現するこれら

の合成酵素は植物体によって異なることが明らかとなった。これら合成酵素は多型性が認

められその結果が各植物体のカンナビノイド生産を左右すると考えられる。 

 このように大麻の遺伝子配列情報は順調に蓄積され多くの分析用マーカーの開発につな

がっている。しかし、雌雄同株のような特性については植物生理学的遺伝学的基礎がまだ十

分に明らかになっていない。さらに、光周期への応答、毛状突起に関する研究や繊維品質等、

産業用または医療用大麻の重要な特性に関しての研究の進展が期待される。 
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II―４  米国における大麻規制の現状：カリフォルニア州とコロラド州における大麻合

法化の社会的影響について 

研究分担者 舩田正彦（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部） 

研究協力者 富山健一、阿久根陽子（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物

依存研究部） 

【目的】 世界的に大麻規制を緩和する流れが生じている。大麻の使用を連邦法である 

物質規制法により最も厳しいカテゴリーの Schedule I として規制している米国でも州に 

よっては医療目的または嗜好品目的の大麻使用を合法化する動きが活発化している。そ 

こで、米国における医療用大麻法及びレクリェーション用大麻法について調査し各州の 

医療用大麻及び嗜好品としての大麻の規制の現状を比較した。さらに、大麻をはじめと 

する薬物の濫用防止を目的とする薬物濫用防止教育の実態を調べた。 

【方法】 （1）2019 年 11 月 29 日時点での、33 州及びコロンビア特区（D.C.）におけ 

る医療用大麻法（Medical marijuana laws;MMLs）運用を担当する州保健省内の専門管 

轄担当局が公開している規定を調べ、州ごとの共通点と相違点を比較した。調査した項 

目は、年齢、患者登録の要・不要、登録の有効期限、対象となる適応症、所持量、使用 

方法としての喫煙の可否とした（Table.1）。また、大麻に含まれる成分のうち、カンナ 

ビジオール(Cannabidiol;CBD)のみ医療目的での所持、使用を認めている 13 州について 

も担当局が公開している規定を調べ MMLｓと同様,州ごとの共通点と相違点を比較した

（Table2）。 

（２）同じく、2019 年 11 月 29 日時点での、11 州及び D.C.におけるレクリエーショ

ン大麻法（Recreational marijuana laws;RMLs）の運用の担当局の規定を調べ、年齢、

所持量、大麻及び大麻製品の購入にかかる税金、使用制限について調査し、州ごとに

MMLs との比較を行った。 

（３）Impacts of Marijuana Legalization in Colorado, A Report Pursuant to Senate 

Bill 13 -283, October 2018(2)によってコロラド州での大麻の違法な使用状況について調

査した。 

 （４）薬物濫用防止教育について、カリフォルニア州で使われている指導用テキスト

をプログラムを開発した南カルフォルニア大学の Project towords no drug abuse のホ

ームページから入手した。 

 【成果】 1996 年にカルフォルニア州で初めて MMLｓが可決されて以来、2019 年

11 月 29 日までに 33 州と D.C.において医療目的の大麻の個人的な所持や使用を非罰則

化した MMLs 法が運用されている（Table.1）。MMLs 成立順に整理した Table.1 で各州

を比べると、いずれも対象年齢は 18 歳以上となっているが、どの州でも親の同意があれ

ば 18 歳未満でも患者登録は可能である。州の担当局ホームページから州が定める手続

きを経て登録して得られる医療用大麻購入のライセンスの有効期限は州によって異なっ

ている。治療目的で使用が認められる適応症の数は各州が独自に定めており、2019 年 11
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月の時点ではオレゴン州とメリーゴーランド州が 10 疾患と最も少なく、イリノイ州で

は 40 疾患とかなり差がある。2018 年には 9 疾患であったコロラド州、アリゾナ州が

2019 年にそれぞれ 11 及び 13 疾患と増加したように適応症は定期的に見直されること

になっている。また、オクラホマ州や D.C.では医師が適応症を判断できる。所持量は大

麻草の量であり、州によってかなり違いがある。喫煙とは大麻草の過熱吸引の意味で、

喫煙が許されている州でも使用可能な場所は自宅のみである。合法化されていても、大

麻摂取の影響がある間の自動車運転は禁止されている。 

 MMLs が導入されていない 17 の州のうち 13 州では 2014 年から大麻成分であるが

中枢作用を示さないカンナビジオール（DBC）に限って医療目的使用をみとめている

（Table.2.）。13 州のうち患者登録が不要な州も４州あり、年齢も 18 歳以上と規定して

いる州は二つで他は 18 歳未満でも CBD の使用は許可されている。すべての州で痙攣発

作抑制が適用とされている。大麻草の使用は禁止されており、CBD 製品中の THC 及び

CBD の含有量もそれぞれ「0.5％未満」及び「少なくとも 5％以上」と制限がある。CBD

の入手には大学や FDA が実施する臨床試験に参加することで処方されることが多い。 

   このように大麻は米国全体で医療目的での使用が認められているわけではなく、約 3 

  割の州では「禁止薬物」である。その医療用途としては、がんや HIV/AIDS の治療にお

ける副作用の軽減が適応とされているが、有効性についてはさらなる検討が必要と考え

られる。医療用大麻の利用拡大は大麻による健康被害の増加に繫がる可能性があり、処

方の実態と濫用や健康被害との関連性を注視する必要があろう。 

   米国では大麻を嗜好品として使用することを認めるレクリエーション用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs）が 2012 年にコロラド州、ワシントン州で、

2014 年にアラスカ州、オレゴン州、及び D.C.で、2016 年にカリフォルニア州、ネバダ

州、メイン州、マサチューセッツ州、そして 2018 年にバーモント州、ミシガン州、2019

年 6 月にイリノイ州で可決されている。RMLs が運用されている州では定められた規則

を逸脱しない限り、大麻の所持、栽培、または使用で処罰されることはない。RMLｓを

持つ 11 州および DC での MMLｓと RMLｓの比較を Table.3 に示す。嗜好品としての

大麻を購入できるのは 21 歳以上で、2019 年 11 月 29 日の時点でバーモント州、イリノ

イ州と D.C.以外では大麻の商業流通が認められていて、州のライセンスを有する店での

み購入できる。ただし、個人間の売買は禁止されている。認められる大麻の購入量は法

で決められた所持量の範囲内で、その所持量は医療用大麻より少なく制限されている州

が多い。 

   RMLs でも MMLｓでも大麻を購入すると大麻税や消費税が課税される。医療用大麻よ

り嗜好品大麻の税率は高い。コロラド州では大麻売買による税収が 2014 年の約 6,700

万ドルであったものが 2018 年に 26,600 万ドル、2019 年には約 27,700 万ドルと増えて

いる。嗜好用大麻の合法化はまた多くの雇用を生み出しており、医療用大麻のみを合法

化している州でも 2018 年から 2019 年の州別就業人数が増加している。アカデミアの
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分野でもこのような産業界への影響を反映してか大麻を専門とする学部やコースが設

置される例が見られる。しかし、大麻産業が活性化すると大麻入手も容易になることが

当然予想されることから、今後の法的整備及び若年層に対する薬物濫用防止教育の普及

が必要となるであろう。 

  大麻の違法な取り扱いの状況についてコロラド州の大麻事犯の逮捕者数の推移を例と

して Table.4 に示す。2012 年に個人の大麻所持・栽培が合法化されたために 2012 年か

ら 2013 年にかけて 21 歳以上の逮捕者数は 82.5％減少したが、2013 年以降の違法行為

による逮捕者数に減少は認められず、2013 年から 2017 年にかけての 10 歳～20 歳の逮

捕者数はほぼ横ばいであり、20 歳以下の割合は 70％以上であった。違法行為では所持

違反が最多でその 80％が未成年者であった。2013 年以降違法販売は 11％、違法栽培は

244％も増加している。違法行為での逮捕場所は大学が多く仕事場での違反も増加して

いることから日本からの留学や出張で訪れる学生、社会人が大麻使用に誘導される恐れ

も考えなければなるまい。さらに大麻の違法な販売や栽培を行う組織犯罪の摘発件数が

2014 年の 1 件から 17 年には 119 件と著しく増加しているし、違法栽培で押収された大

麻草の量も 2013 年の 4980 株から 2017 年の 80,826 株と 16 倍にもなっていることな

どからも大麻の合法化が社会へ負の効果を及ぼしていることを示唆しているように思

われる(Table.5)。一方、大麻成分含有食品が流通している州では小児の健康被害を防ぐ

ために含有 THC 量、容器、包装等に厳しい規制が設定されているが規制にはばらつき

がある（Table,6）。コロラド州では大麻摂取による救急搬送の件数が増加しており、2018

年での全搬送数の 34％は 0 歳～8 歳が占めていて、その原因は大麻食品の摂取割合が最

も多かった（Fig.1A-B）.これらの事実は大麻製品に関する正確な知識、更には家庭内で

の管理の徹底を啓発する必要があることを示している。 

    米国では日本の高校生に該当する 14～18 歳での大麻経験者は 2017 年に 36％に上り

2019 年の全米薬物管理戦略の目標として 13 歳～19 歳の若年層に対する啓発を行うこ

とで、5 年以内にこの年代の薬物濫用を 15％削減することが挙げられている。そのため

に重要視されている方策が薬物濫用防止教育で、Table.7 に示す多くのプログラムが開

発されている。これらのプログラムには”motivation” , “skills”, “dicision making” の三

つの要素のいずれかが組み込まれているが、3 要素のすべてが組み込まれている Project 

Toward No Drug Abuse(TND:Fig.2)を例にとり、このプログラムで使われているテキス

トの内容について調査した。このプログラムは 14 歳～19 歳の高校生を対象とした全 12

回の主として PBL （Problem Based Learning ）形式の授業からなっている

(Table.8;Fig.2）。薬物使用への誤解に基づく動機を正しい情報をあたえて変えたり、対

話やセルフコントロールのスキルを磨いて、正しい意思決定の能力を身に着けることを

目指している。TDM プログラムはこれまでに七つの実験的テストにより効果が検証さ

れていて、Table.7 に示すように薬物乱用件数の減少や暴力行為や武器の所持などの件

数の減少等の効果が確認されている。 
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   以上の調査結果から大麻規制の緩和は必ずしも大麻の安全性や有用性を背景にした

ものではなく、地域の大麻流通量、あるいは社会・経済情勢が関わっていると考えられ

る。 

 

研究 II－５ 大麻/フィトカンナビノイドの有害性と医薬品としての応用に関する調査研究 

研究分担者 山本経之（長崎国際大学大学院薬学研究科 薬理学研究室） 

研究協力者 山口 拓、福森 良 （長崎国際大学大学院薬学研究科 薬物治療学研究室） 

【目的】 国外での大麻合法化の流れの影響を受けてか、国内で大麻に関する誤った情報 

が流布されていることから、大麻と大麻由来の生理活性を有する植物成分（フィトカンナ 

ビノイド）の有害性と医薬品としての開発の可能性を最近（2016 年～2019 年）の報告を中 

心に調査し問題点を考察した。 

【方法】 検索には PubMed を用い、大麻、マリファナ、THC、CBD をキーワードとし 

て実験動物での薬理学研究論文及び臨床研究論文から大麻の依存性並びに胎生期間～幼児 

期における有害性と大麻の医薬品としての可能性に関する最新の 5 編の総説論文と 2 編の 

原著論文を選んで精査し、5 項目のカテゴリーに分けて総括することとした。 

【成果】  

1． 大麻喫煙の薬理 

 大麻の煙に曝露して血清中の THC 濃度が大麻喫煙後のヒトと同程度となったラットを

使った実験では曝露しなかった対照群のラットと比べてカンナビノイド受容体（CH１）拮

抗薬のリモナバン投与による禁断症状と考えられる行動が多く観察された。曝露直後は短

時間自発運動量の増加が誘発されたがその後、自発運動量が長期間にわたり減少するとい

う二相性の作用が認められた（図１）。この大麻煙曝露による自発運動量の減少はリモナバ

ンの前処置により抑制された（図１A）。しかし、内因性カンナビノイドであるアナンダミド

腹腔内投与で生じた自発運動量の減少はリモナバン前処置では抑制されなかった（図１B）。

つまり、外因性カンナビノイドの THC と内因性カンナビノイドのアナンダミドは必ずしも

同じ作用を示すわけではないことが示された。 

2．精神疾患に対する大麻の作用 

統合失調症：THC は用量依存的に精神病発症リスクを増加させる。精神病が発症する可能

性は大麻の常用者で 2 倍、大量使用者で 4 倍高い。さらに 18 歳までに大麻を使用した者は

非使用者に比べ統合失調症と診断されるリスクが 2 倍、また、慢性的使用者は 6 倍も高い。

大麻使用は精神病の早期発症、重症化、再発率の上昇等と相関している。 

大うつ病性障害（MDD）：大麻の使用は MDD の診断を下されるリスクを増加させる。使用

開始が早いと発症までの期間がより短くなる。 

不安障害：不安に対する大麻の効果についての最近の報告のほとんどは大麻が不安障害や

不安症状の誘発に関わっている等有害性を指摘している。大麻使用が社会不安障害、全般性

不安障害、広場恐怖症等との関連が示唆されているが有意な関連はないという報告もある。
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大麻使用者では非使用者に比して不安症状が増強されるという知見もある。思春期、幼児期

と大麻使用の開始が早い程不安症状及び不安障害の発症リスクが高くなる。一方で、小児期

喫煙などの有意な交絡因子を調整した後では大麻使用と不安障害発症との間に有意な相関

はないとする報告もあり、大麻の不安に関する影響については統一された見解はない。 

外傷後ストレス障害（PTSD）：PTSD 患者の大麻使用は増えているが、患者は主として不

眠症を伴う症状を軽減する手段として大麻を使用している。不眠の改善に大麻は有益であ

るもののストレス障害の治療効果には懐疑的な報告がある。PTSD に対する大麻の潜在的

な有害性と治療上の有用性については統一した見解が得られていない。表１に精神疾患に

おける大麻の治療上の有用性と有害性に関するエビデンスの評価をまとめた。 

3. 大麻の短期・長期使用による有害作用 

短期使用の有害性：大麻の急性毒性としては認知機能の障害が挙げられる。これには短期記

憶、運動協調と制御、実行機能の障害や判断力の変化等がある。THC の含有量の多い大麻

を多量に使用した場合には、妄想症または精神病を引き起こす可能性が指摘されている。 

長期使用による有害性（依存症）：大麻の長期使用に伴う主要なリスクは依存症である。 

大麻の急性作用は神経薬理学的には「報酬の伝達系」を活性化し、ポジティブな気分を生じ

させる。その長期・頻繁な使用は報酬回路の機能低下・退薬による感情の悪化につながる。

さらに視床下部・下垂体―副腎皮質系、およびコルチコトロピン放出因子（CRF）を刺激し、

ストレス反応を活性化させる。大麻喫煙の長期的有害作用は慢性気管支炎発症のリスクで

ある。 

４. 胎生期/幼児期における大麻喫煙の影響 

胎生期における大麻の影響：大麻の適応症として悪心・嘔吐が認められている国もあり、特

に“悪阻”等妊娠に関連した症状の治療薬として妊婦に推奨され、警告なしに誤った情報の

もとに使われる状況がある。しかし、出生前（胎生期）の大麻曝露はこれまでの臨床的知見

として、出生し成長してから運動亢進、衝動性の亢進、注意持続の欠如、依存性薬物に対す

る感受性の亢進、あるいは精神病発症の脆弱性を含む多くの行動異常及び認知障害の素因

となることが報告されている。妊娠ラットに THC を暴露した実験では、出生仔の腹側被蓋

野においてドパミン作動性神経系の抑制制御力の低下が生じ、ドパミン作動性神経が異常

に興奮していた。このような動物実験で見られた異常性は、臨床上、胎生期に大麻曝露の経

歴がある出生児が成長後に THC 誘発性の精神病を発症しやすい大麻使用者となる可能性

が高いという研究結果と相関する。このように胎生期の大麻曝露は出生後の成長過程に著

しい影響を及ぼし、精神神経系の異常をもたらすことから、妊娠期の大麻関連製品の摂取や

受動喫煙などは厳しく回避すべきと考えられる。 

出生後（乳幼児期）の大麻曝露の影響：大麻関連製品の使用が認められている国などではカ

ンナビノイドを含むヘンプ製品や食用マリファナ製品は子供の健康補助食品として人気が

高い。これらカンナビノイド製品中の THC 濃度は厳格に規制されてはいるが、法的限度以

上に含まれている可能性もあるので十分な注意が必要である。吸入摂取された大麻の作用
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は成人では摂取後数分以内に発現し、15～30 分で頂点に達し 4 時間持続する。しかし、幼

児の大麻摂取では少量摂取でも血中の THC 濃度は高くなる。幼児・小児における大麻中毒

では眠気、運動失調、異常な精神・神経状態、呼吸障害、深刻なケースでは脳症、昏睡に至

る可能性が考えられている。 

5. 大麻の医薬品としての有用性 

 エンドカンナビノイドシステムはカンナビノイド CB2 受容体を介する免疫抑制作用に関

わる為、自己免疫疾患である多発性硬化症(MS)の治療薬としての開発が期待された。現在

では、大麻製剤である Nabiximols(Sativex®)が、MS に伴う痙縮への適応を有する治療薬

として米国をはじめとした 30 ヵ国で承認されている。カナダではMSに伴う中枢性神経因

性疼痛のみならずオピオイド抵抗性の癌性疼痛に対する適応も承認されている。 

 フィトカンナビノイドの抗けいれん作用は以前より明らかにされており、現在では、THC

を除去した CBD 抽出物(Epidiolex®)が、乳幼児期に発症する難治てんかんである Dravet 症

候群及び小児期に発症する難治性のてんかん Lennox-Gastaut 症候群(LGS)の治療薬とし

て、米国食品医薬品局の承認を取得している。 

 エンドカンナビノイドは、タンパク質ミスフォールディング、神経炎症、興奮毒性、ミト

コンドリア機能障害及び酸化ストレスなどアルツハイマー病(AD)による疾患の発症に関与

する可能性が示唆されている。THC は、神経保護性抗酸化作用に加えて、アミロイドβ（A

β）の凝集を抑制する。CBD もまた、神経保護性抗酸化物質であり、その作用はアスコル

ビン酸やトコフェロールよりも強力である。また、CBD は Aβの凝集を抑制し、また Aβ

を曝露した細胞では、活性酸素種（ROS）産生及び脂質過酸化を防ぎ、カスパーゼ 3 を減

少させることで神経細胞のアポトーシスを抑制した。 

 黒質の神経細胞の脱落により発症すると考えられていて、AD と同様、タウタンパク質の

蓄積が神経原繊維変化を生じさせるパーキンソン病に関するパーキン欠損ヒトタウタンパ

ク質発現マウスを使った動物実験でも、Nabiximols は神経原繊維変化を抑制し、ドパミン

代謝、グリア機能及び酸化ストレスを改善するとともに不安様行動や自傷行為を減少させ

た。（表 2 に大麻・カンナビノイド類の医薬品開発状況が示されている。） 

 この他、フィトカンナビノイドは CB2..受容体を介して免疫機能に深くかかわることが知

られており、病的免疫反応の予防効果、宿主対移植片反応治療の標的としての利用が示唆さ

れている。また、CB1.受容体も臓器移植時の拒絶反応抑制効果の可能性が指摘されている。

一方、CBD も最近、第 II 相臨床試験で経口投与により臓器拒絶反応を安全かつ有効に改善

する等、関節リュウマチ、潰瘍性大腸炎、クローン病、I 型糖尿病などの自己免疫疾患でエ

ンドカンナビノイドシステムを活性化する薬物、またはフィトカンナビノイドの治療への

応用が検討されている。 

【これまでの研究の経緯と研究成果】 

 今年度の分担研究報告書の末尾に平成 28 年度の「特別研究」とそれに続く 3 年間の「指

定研究」で、この長崎国際大学のグループが行ってきた大麻の薬理学的研究の経緯と研究成
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果が纏められている。 

最後の結論として：以上に述べたように、THC については精神疾患を発症させる有害性が

指摘されるが、THC と CBD の合剤や THC を含まない CBD の疾患治療でのかなり確度の

高い有用性も報告されている。また、THC は記憶については障害と改善という相反する効

果が報告されるなど、大麻の薬理作用についての二面性を認識する必要があり、今後の多様

な条件下での詳細な調査研究が求められている。 

 

研究 II－６ 危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発の方法に関する調査研究 

分担研究者：鈴木順子（北里大学 名誉教授） 

研究協力者：大室弘美（武蔵野大学 客員教授）、漆畑 稔（ 公社）日本薬剤師会 顧問）、

徳永恵子（宮城大学 名誉教授）、今津嘉宏（芝大門いまづクリニック）、 

藤田幸恵・大島紀美子・高橋千佳子・唐澤淳子（ 一社）地域医療薬学研究会）、

大島耐之（名城大学薬学部 教授）、村田正弘（NPO 法人 セルフメディケー

ション推進協議会会長） 

調査研究１：２０１９年現在の薬物情勢の分析と第五次薬物乱用防止五カ年戦略における 

     広報・啓発・教育の方向性 

【目的】 ２０１９年現在の薬物情勢についての分析・検討を行うとともに、第五次薬物濫

用防止五か年戦略の目標と想定される対策等との整合性を検証する。 

【成果】 薬物事犯検挙人数の総数及び薬物別の検挙人数の年次推移（2014 年以降） 

表.1 は薬物事犯（検挙人員）数、及び薬物別の検挙人数の年次推移並びに検挙者の内訳

（組織暴力団、外国人）を示している。覚醒剤事犯の検挙人数は平成２６年以降ほぼ横ばい

ではあるが相変わらず最も多数で、暴力団関係者の割合も約半数と最大である。外国人の割

合が今年度上半期に急増しているのは注目すべきである。大麻については検挙数が年々増

加傾向にあり、検挙事由が主に「所持」であることは大麻が個人の生活レベルで蔓延しつつ

ある可能性を示している。麻薬・向精神薬事犯では覚醒剤、大麻に比べ検挙人数はすくない

が、外国人の比率が増えて 30％を超えており、特にコカインに関する検挙人数が平成 26 年

の 61 名から 30 年で 3 倍以上になっている。 

薬物事犯の年齢層別構成 

令和元年上半期の総検挙人数では平成 30 年上半期に比べると 665 名の減少であった。20

歳代以上のすべての年齢層で減少しているのに対して、20 歳未満の層では減少が認められ

ないこと、大学生（20 歳以上も含む）が 3 名から 12 名へと増加し、平成 30 年全体の人数

に迫る数となっていて、大学生の薬物に対する禁制意識の低下が懸念される。また、再犯率

が非常に高くなっている。大麻事犯については平成 30 年では全年齢層で検挙人数が増え、

最多年齢層は 20 歳代である。20 歳未満の人数は平成 26 年の 5 倍、20 歳代でも 2 倍を超

えた（図.1）。このうち生徒、学生の検挙人数は 48 名から 191 名と激増した。平成 21 年以

降初犯率は順調に低下しつつあり、このことは総検挙人数の増加と比較して再犯率が高く
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なっていることを示している。 

我が国への違法薬物の供給 

2020 年は東京オリンピック・パラリンピック開催の年であり、これを契機にして外国人

の訪日が増大する可能性が大である。既に現政権が推進する「観光立国」の方針を受けて外

国人の日本訪問が急激に増加しつつあるので、外国からの薬物の違法輸入の状況を分析し

た。 

我が国における覚醒剤の供給源は密輸入で、平成 30 年の覚醒剤関連検挙人数 9,868 のう

ち密輸入に関わる検挙人数は 157 名（1.6％）、そのうち約 90％が暴力団構成員と外国人で

ある。覚醒剤は国内での密造が困難であることから、約 2％の検挙者が持ち込んだものをの

こりの約 90％のものが流通、所持、使用に関わっているとも言え、密輸ルートや販売、使

用への誘導といった道筋が確立されていることを想定させる。大麻の密輸入は覚醒剤に比

して低率である。平成 30 年の大麻事犯検挙人数 3578 名、うち密輸入犯は 63 名（1.8％）

であった。密輸入犯の中には覚醒剤の場合と異なり、国内の第三勢力としての暴力団関係者

とは確認されない者または邦人個人による持ち込みの可能性等が推測されている。また、大

麻製品の形態が、大麻ワックスや大麻クッキー等と多様化していることも注目に値する。さ

らに暴力団等が関わった大麻の国内での違法栽培からの供給も懸念される。一方、麻薬・向

精神薬の密輸入では外国人の関与している割合は組織暴力団のそれの 5～10 倍で持ち込み

の主役は外国人であることが推察される。しかし、総検挙人数の約半数は外国人でも暴力団

関係者でもない点に留意する必要がある。 

図.2 に令和元年上半期での外国国籍の薬物事犯検挙者の薬物別の数値を示した。特徴と

しては覚醒剤事犯では東アジア地域出身者の事犯が多く、また、米国出身者の事犯では突出

して大麻事犯が多く、また、麻薬・向精神薬事犯の占める割合も高い。図.2 には取り上げな

かった欧州からの持ち込みは覚醒剤の例は少ないが他の薬物は同程度発生している。この

ような結果から欧米先進国での大麻や麻薬の使用についての規範意識の低下傾向がわが国

へ持ち込まれる恐れが想定されるので、今後の水際での警戒・取締りの強化と効果的な広

報・啓発活動が求められよう。 

 

第五次薬物乱用防止五か年戦略における広報・啓発・教育の方向性 

上述した 2019 年現在の薬物事犯の状況・流れを分析し、その結果を 2018 年から実施さ

れている第五次薬物乱用防止五か年戦略での具体的な取り組みに反映させることを考えた。 

第五次薬物乱用防止五か年戦略の概要を図.4 に纏めた。戦略の 5 つの目標のうち「目標１」

につき第四次の五か年戦略と比べて強化あるいは新設した事項を表.３に記した。目標 1 の

変化として、第五次では標的を「青少年を中心とした国民全体」としており、規範意識向上

への方策として「啓発」に加えて新たに「広報」を明記している。さらに海外渡航者に対す

る広報・啓発活動の推進をかかげているように、国際的な薬物濫用の状況を考慮した具体的

なプランを示している。また、広報・啓発活動の効果検証と意識調査の実施も求めている。
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正しい科学的知見に基づく情報を各年齢層に適した広報・啓発の手段を用いて普及するこ

とが必要とされる。これら新しい五か年戦略の内容について評価を行った。 

調査研究 2：共助体系による薬物濫用防止を軸とした地域の生活衛生安全向上活動推進を

目的とした広報・啓発の取り組み 

【目的】 昨年度の報告書にその創立を公表した一般社団法人 地域医療薬学研究会は地 

域の医療・保健に関わる社会的資源としての期待できる薬局を「健康サポート薬局」とし 

て活用し他の医療、介護、福祉職との多職種連携による地域の安全安心かつ公衆衛生向上 

に貢献できる「包括的ケア体系」を実現すべくボトムアップ型の活動展開を目指している。 

 今年度は昨年のキックオフセミナーに引き続き、東京でのセミナーを 2 回、地方でのセ

ミナー・ワークショップを 2 回実施した。5 回を予定した地方セミナーは予定地域の災害な

どのため 3 回が中止となった。東京でのセミナーは主に薬剤師を中心とした共助職を対象

とした行政の施策と連携を目指した医、薬、看護、介護の地域における取組の紹介が主で、

地方のセミナー・ワークショップは薬剤師、共助職に地域住民を混ぜた構成で、地域住民の

健康と健全な暮らしに関わる課題にお互いにどのような共助が可能かを認識することを目

標にした。この取り組みの中で薬物乱用問題が日常の生活において重要な課題であるとは

考えられてはいないことが判ってきた。中心となることが期待される薬局・薬剤師が地域の

薬事・公衆衛生に関与することは日常の責務であり、その課題の一つが薬物濫用防止である

こと等について啓発を進めていく必要が感じられた。薬物濫用防止教育に携わっている学

校薬剤師や地域の薬物乱用防止指導員の育成を図ること、あるいは多くの開発された教育

資材等を利用した薬剤師やその他の共助職の薬物濫用防止に向けた人材開発が今後必要と

されよう、と結論している。 

 

研究 II－７   大麻乱用防止を目的とした啓発資料の作成 

研究分担者  鈴木 勉（星薬科大学薬学部） 

【目的】 我が国における薬物乱用事犯検挙者数では覚醒剤に次いで多い大麻は特に最近

若年層の乱用が問題となっている。覚醒剤に比べ大麻に対する禁制意識が低いこともその

一因であると思われ、大麻についての正しい情報を普及することが喫緊の課題となってい

る。1976 年に当時の厚生省薬務局麻薬課が大麻に関する情報を小冊子「大麻」に纏めて発

行したが、その後世界の大麻事情は大きく変化してきた。そこで、氾濫する大麻に関する誤

った情報を正して乱用の拡大を阻止するために大麻乱用防止教育の啓発・広報の資料とし

て小冊子（大麻問題の現状）を作成することになった。 

【成果】 平成 28年から 4年間続いた「危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓

発に関する研究」研究班の研究成果を中心に、下記のような目次と執筆者を決定した。 

 

目次及び執筆者 

発行に際して（厚生労働省医薬・生活衛生局） 
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I  大麻とは (花尻(木倉)瑠理，緒方 潤，田中理恵)  

1.植物学からみた大麻 

2.大麻の成分について 

3.国際条約での規制 

4.大麻に関する国内の法律 

II 大麻・フィトカンナビノイドの有害性と医薬品としての応用：基礎と臨床（山本経之，

山口 拓，福森 良） 

1. はじめに 

2. 大麻/THCの作用 

3. カンナビジオール(CBD)の作用 

4. 大麻の依存性とその特性 

5. フィトカンナビノイドの医薬品としての有用性 

6. おわりに 

III 大麻による有害作用：臨床的特徴 （舩田正彦，松本俊彦） 

1. はじめに 

2. 検索方法 

3. 大麻成分とその急性作用 

4. 大麻の慢性使用による影響 

5. 大麻使用と精神病の関連 

6. 心臓血管系と自律神経系への影響 

7. 呼吸器への影響 

8. 大麻使用と他の薬物乱用 

9. 青少年の大麻使用 

10. おわりに 

IV 大麻草由来成分やその類似成分を用いた医薬品（鈴木 勉） 

1. はじめに 

2. ナビキシモルズ（サティベックス®）の臨床 

3. ドロナビノール（マリノール®）の臨床 

4. ナビロン（セサメット®）の臨床 

5. おわりに 

V 大麻と危険ドラッグ（舩田正彦） 

1.  はじめに 

2.  危険ドラッグとは 

3.  危険ドラッグの種類とその健康被害 

4.  危険ドラッグの包括指定 

5.  危険ドラッグと大麻 
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6.  おわりに 

VI 世界の大麻事情 

1. 米 国（冨山健一，舩田正彦） 

1. はじめに 

2. 米国の州における嗜好用の大麻使用の規制 

3. 大麻に関する気鋭と違反時の罰則 

4. コロラド州に見る大麻合法化の社会的状況 

5. まとめ 

2. カナダ（鈴木勉） 

1. はじめに 

2. カナダの「改正大麻法」 

3. 今後の課題 

4. おわりに 

3. 欧州 

1. はじめに 

2. 産業用途の大麻について 

3. 嗜用途の大麻について 

4. まとめ 

Ⅶ 大麻草およびその成分の医療での活用 

 1. 米国（舩田正彦、富山健一） 

1.はじめに 

2.医療用大麻 (medical marijuana) 

3.まとめ 

1. カナダ（鈴木 勉） 

1.はじめに 

2.カナダの医療用大麻 

3.おわりに 

 3.  欧 州（花尻(木倉)瑠理） 

1.はじめに 

2.欧州における医療向けの大麻関連製品  

3.まとめ  

Ⅷ 大麻問題に関する施策と教育啓発の現状（鈴木順子） 

1. はじめに 

2. 本邦における大麻問題の現状 

3. 政府の薬物乱用防止５カ年戦略 

4.  国および地方自治体の薬物乱用防止に係る啓発・教育施策 
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5.  代表的な関係団体等の取り組み 

あとがき（井村伸正） 

 

本冊子の体裁は A5判、130頁以内、並装、カバーなしとした。本冊子を 2020年 3月末

までに作成して、厚生労働省、各自治体の薬事担当部門及び学校教育機関等に配布して大

麻の乱用防止教育に広く活用することを目指している。 

 本冊子は作成に要した時間が限られており、内容の検討が十分ではなかったため、研究

者以外の読者には多少理解が困難であろうと思われる部分がある。出来ればより多くの職

種の関係者が読みやすいように内容を整理した改訂版の作成を期待したい。 

 なお、本冊子（「大麻問題の現状」）を分担研究報告書（研究 II－１０）の別冊とする。 

 

【令和元年度総括研究報告書の結論】 

 

 平成 28年の特別研究に始まり今年度で全 4年間の指定研究を終了したが、この調査研

究は主に大麻を取り扱うことになった。それは我が国における薬物乱用事犯の検挙者の数

では覚醒剤事犯検挙者数が最も多いが平成 26年以降ほぼ横ばいか漸減状態であるのに対

して大麻事犯検挙者数が著しい伸びを示し、平成 30年には 26年の 2倍となり、しかも若

年層において急激な増加が見られるという危機的状態であること、さらに、大麻の有害性

に関して誤った情報が氾濫していて一般市民の禁制意識が低下する恐れがあること等の状

況に厚労省が危惧の念を強めたからと言ってよいであろう。 

 調査研究はまず、大麻（大麻草）に関する基礎的な情報として、大麻の植物学的分類と

薬理活性成分の分析法の進歩、進歩の著しい分子生物学的手法による大麻草の遺伝子の解

析や生物工学的手法の導入による形質変換の可能性等が確認された。次いで、国外での大

麻規制の急激な緩和化の流れに注目して、欧州と北米大陸での現地調査が行われ、詳細な

資料収集とその解析の結果、大麻合法化が進む欧米諸国での合法化の経緯と規制緩和の程

度の比較及び合法化に伴って生じる課題とそれへの対応策の一部を調べた成果は今後、我

が国の薬物乱用対策を考える上で有用な情報となるであろう。一方、大麻（大麻草）とそ

の薬理活性成分であるカンナビノイドの有害性と有用性について本研究班の複数のグルー

プが、それぞれ最近発表された文献を選択・精査した報告内容に著しい差異は無く、大麻

の依存性や精神障害を発症する有害作用及び曝露条件の作用への影響等については、かな

り確度の高い知見が得られている。他方、医療への応用については大麻と大麻から医薬品

として開発された製品がいくつかの疾患に用いられているが、多発性硬化症に対する

nabiximols(THCと CBDの合剤)と小児、乳幼児のてんかんに対する epidiolex（CBD）の効

果が確認されている他、慢性疼痛に用いられる THCと nabiximolsと統合失調症に対する

（CBD）の効果についてはかなり高いエビデンスが示されている。これ以外の適応症に対

する効果については今後、更なる詳細な臨床試験が必要であると評価されている。 
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 本研究班に与えられた課題名に沿った調査研究として、我が国の薬物濫用防止の施策と

薬物濫用防止教育の現状について分析し、多数のセミナーやワークショップ等のイベント

を多くの協力者と開催するなど精力的に活動してきたグループが地方の医療・福祉関連職

種の共助組織が薬物濫用防止活動に必要であると考え、効果的な活動単位としての機関、

「一般社団法人 地域医療薬学研究会」を立ち上げて活動を開始した。差当り、地域の薬

剤師・薬局を中心とした組織で、まずは、薬物濫用乱用防止活動の担い手となる人材の養

成を進め、ボトムアップ方式で成果を積み上げることで自治体や行政を巻き込む行動様式

を目指している。直近の情報によれば、厚生労働省が我々が続けてきた薬物濫用防止に向

けての調査研究事業に今後も支援を惜しまないとのこと、無駄を省いた調査研究により効

果的な薬物濫用防止の方策をスピード感を持って生み出すことを願っている。 
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令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業：H-29-医薬-指定-009） 

分 担 研 究 報 告 書 

 

分担研究課題：大麻草の成分分析，海外の規制情報の把握 

研究分担者: 花尻（木倉）瑠理 国立医薬品食品衛生研究所生薬部 室長 

 

－欧州における医療向け大麻製品の現状と品質規格について－ 

 

研究要旨： 一般的に，医療用として使用されている大麻には，大麻由来医薬品（大麻成分含有製剤もし

くは合成カンナビノイド含有製剤）と医療向けの大麻（乾燥大麻植物花穂部分もしくはその抽出物）があ

る．欧州では国によって大麻に対する法的位置づけが異なっており，オランダやドイツのように，

乾燥大麻植物の医療向けを認めている国もあれば，ブルガリアやルーマニア，ハンガリーのよう

に医療向けの大麻だけではなく，大麻由来医薬品も許可していない国もある．前年度は，当初より

国の政策として医療向け大麻を認めていたオランダの現状について調査し，その問題点を論じた．今年

度は，オランダ以外の欧州における医療向け大麻製品（大麻由来医薬品を含む）の現状を取りまとめた．

また，欧州において，医師の処方箋により薬局で医療向けの大麻を受け取ることが可能な国が増加する

中，各国の薬局方等において医療向けの大麻の品質規格を定めたモノグラフが相次いで発出されてい

る現状を鑑み，各国薬局方等の品質規格について取りまとめた．  

 

A. 研究目的 

大麻の取り扱いに関し，この数年間に世界的に

大きな動きがあった．WHO は，第 41 回 Expert 

Committee on Drug Dependence（ECDD）の審議

結果を受け，2019 年 1 月に国連に対し，1961 年

及び 1971 年条約上の大麻の規制変更に関する

勧告を発出している 1．欧州においても，2017 年

以降，ドイツにおける医療用大麻の合法化など，

大麻をめぐり様々な動きが出ている．医療用途の

大麻生産及び大麻関連製品の輸出量が，国際麻

薬統制委員会 INCBに報告されている量としては

世界の 2/3 を占める英国では 2，許可を得た医者

が医療用大麻を処方することを 2018 年 11 月より

認めるようになっている 3, 4． 

本分担研究において，前年度は，当初より国の

政策として医療用途の大麻を認めていたオランダ

の現状について調査し，その問題点を論じた．今

年度は，オランダ以外の欧州における医療向け

大麻製品（大麻由来医薬品を含む）の現状をとり

まとめた．また，欧州において，医師の処方箋に

より薬局において医療向けの大麻を受け取ること

が可能な国が増加する中，各国の薬局方等にお

いて医療向けの大麻の品質規格を定めたモノグ

ラフが相次いで発出されている現状を鑑み，各国

薬局方等の品質規格について取りまとめた． 

 

B. 研究方法 

 情報検索ツールとして，主に PubMed を用い，

検索語として，medical cannabis，Europe, legal sta-

tus 等を用いた．また，インターネット上の欧州の

公的ホームページの記載内容も調査対象とした． 

 

C. 研究結果・考察 

1. 欧州における医療向け大麻製品の現状 5-8 

一般的に，医療用として使用されている大麻に

は，大麻由来医薬品（大麻成分含有製剤もしくは
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合成カンナビノイド含有製剤）と医療向けの大麻

（乾燥大麻植物花穂部分もしくはその抽出物）が

ある．前者は，国の医薬品審査機関より効能効果

が認められ，医薬品としての製造販売が承認され

ている製剤であり，後者は医薬品として承認され

ていないが，医師の処方箋のもとに医療目的で使

用されることが国より認められている大麻製品を示

す．医療向けの大麻には，raw cannabis（原料大

麻植物），magistral preparation（処方大麻，患者

に合わせて医師が処方箋を出し薬局で処方，抽

出物などを含む）もしくは standardized cannabis 

preparation（医療用に標準化された大麻製品） 

がある．図 1に医療向けで利用される主な大麻関

連製品をまとめた 6．  

欧州で最も広く医薬品として承認されている大

麻由来医薬品はnabiximolsである．大麻成分Δ9-

THC と CBD を等量含む口腔内スプレー剤 Sa-

tivex® （GW Pharmaceuticals，英国）が，2010 年

に初めて英国医薬品医療製品規制庁（Medicines 

and Healthcare Products Regulatory Agency, 

MHRA）より多発性硬化症に伴う神経因性の疼痛

治療として製造販売の承認を得た．2019 年 5 月

時点で，Sativex®は EU 21カ国で承認を得ている．

Dronabinol は合成 Δ9-THC であり，Marinol®カプ

セル剤（AbbVie Inc., 米国）は，従来の制吐薬に

反応しなかった化学療法を受けた患者の吐き気

および嘔吐の治療薬，もしくは HIV/AIDS 患者の

食欲増進剤と して承認 されている ． ま た

dronabinol は液剤 Syndros®（Insys Development 

Company，米国）としても承認を得ている．Na-

biloneは Δ9-THC類似の合成カンナビノイドで，カ

プセル剤 Cesamet®（Bausch Health, カナダ）は，

従来の制吐薬に反応しなかった化学療法を受け

た患者の吐き気や嘔吐を治療するために使用さ

れる．Epidiolex®は，GW Pharmaceuticals（英国）

が開発した大麻成分 CBD 100 mg/ mLを含むオ

イル状の経口医薬品で，2018 年 6 月に米国食品

医薬品局（FDA）により，まれで重篤な小児てんか

ん症候群（ドラベおよびレノックス・ガストー症候群）

に罹患している患者の治療薬として承認された．

欧州では 2019 年 9 月に，欧州委員会 European 

Commission が Epidiolex® の製造販売を認めて

いる 8．2018年時点で，nabilone, dronabinol およ

び nabiximols の 3 医薬品のいずれも使用が認め

られているのは，EU 28カ国の中で，デンマーク，

スペイン，アイルランド，クロアチア，ポーランド，ス

ロベニアである． 

一方，EU内のいくつかの国では，医薬品として

は正式に承認されていない（効能効果が明確に

定められていない）が，医師が様々な条件の下で

患者に医療向けの大麻を処方することが認められ

ている．EU 内で最も一般的に使用される医療用

に標準化された大麻製品は，オランダの

Bedrocan社の製品である．Bedrocan社ではGMP

基準に準拠し，複数種類の標準化された大麻製

品を生産している．また，カナダの Tilray 社も，標

準化した医療向けの大麻と ，様々な Δ9-

THC/CBD 含有比を有する大麻抽出物を供給し

ている．2018 年時点で，EU において，医療向け

の大麻の使用が認められている国は（限定的に

認められている国も含めて）10 カ国以上ある．そ

の中でも，オランダは，最も古くから医療向けの大

麻を生産および使用してきた．また，ドイツは法改

正により 2017 年 3 月から医師の処方箋により薬

局において医療向けの大麻を受け取ることが可

能となった．さらに，英国においては，2018 年 11

月より，厳しい条件付きで処方が認められるように

なった 3, 4． 

 

2. 欧州における医療向け大麻製品の品質規格 

医師の処方箋により薬局において医療向けの

大麻を受け取ることが可能な国が増加する中，各

国の薬局方等において医療向けの大麻の品質規

格を定めたモノグラフが相次いで発出されている．

以下に，各国薬局方等のモノグラフの例を示す． 
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①オランダにおける医療向け大麻の品質規格 

オランダでは，医療向けの大麻について，医薬

品としての品質を確保する，医療向けの大麻の

効率的な流通を確立し入手しやすい環境を整

える，また違法な流通を防止する等を目的とし

て 2000年に Office of Medical Cannabis（OMC）

が設立された．大麻の栽培，品質保証（分析），

包装および流通は，それぞれ OMC から第 3機

関に委託される．生産された医療向けの大麻の

品質試験は，欧州薬局方の一般試験法に準拠し

て OMC が発出した分析法に従い行われる 9．

現在では，主にオランダ Bedrocan 社の栽培品

種 Bedrocan, Bedrobinol, Bedica, Bediol, Bedrolite

及び Bedropuur の花 /粒状に整えられた製品を

対象とした Analytical Monograph Cannabis Flos 

(flowers / granulated), Farmalyse BV Version 7.1

（November 28, 2014）10に従い品質管理が行わ

れている．  

Farmalyse BV Version 7.1では，1. 外観，2. 異

物，3. 繊度，4. 純度試験（鏡検）, 5. 純度試験

（薄相クロマトグラフィー；TLC），6. 微生物試験，

7. アフラトキシン試験，8. 残留農薬試験，9. 

重金属試験，10. 乾燥減量，11.定量試験・類縁

物質試験が設定されている．1, 2, 3, 6, 7の試験

では粒状にしていない製品を対象としており，

それ以外の試験では予めブレンダーで約 5 mm

程度となるように細片化して，均一にしてから

行う．確認試験において，鏡検では主に剛毛の

確認を行い，TLC では，THCA, THC, CBDA, 

CBD のスポットの確認を行う．呈色試薬に Fast 

Blue B/ 50%エタノール溶液を用いることにより，

THCAは赤色，THCは赤紫色，CBDA及びCBD

はオレンジ色を示す．定量試験は，エタノール抽

出物について，Δ9-THC もしくは CBD（Δ9-

THCA もしくは CBDA の脱炭酸体としての総

量）の含有量を液体クロマトグラフィー（HPLC）

により，ODSカラムを用いて，0.1%ギ酸/アセ

トニトリル溶液と 0.1%ギ酸水のグラジエント

条件で行う．類縁物質総量としては，CBDA, 

CBD,  CBN, THC, CBNA, THCAのクロマトグラ

ム上のピークについて，レスポンスファクターを乗

じて算出する．モノグラフが主に対象としている 5

種類の栽培品種製品においては，確認試験，純

度試験・定量試験において，規格が異なっている．

それぞれの製品の含量規格としては，Bedrocan 

社では，Bedrocan（22% Δ9-THC, <1%CBD ），

Bedrobinol（13.5% Δ9-THC, <1% CBD），Bedica

（14% Δ9-THC, <1% CBD），Bediol（6.3% Δ9-THC, 

8% CBD），および Bedrolite（<1% Δ9-THC, 8% 

CBD）と規定している． 

 

②ドイツにおける医療向け大麻の品質規格 

ドイツでは，法改正により2017年3月から医師の

処方箋により薬局において医療向けの大麻を受

け取ることが可能となったが，それに先立ち，大麻

の花（cannabis flowers）及び抽出物（cannabis ex-

tracts）に関する国家品質基準の検討が行われ

た．まず，2015年5月にGerman Drugs Codex

（DAC）に大麻の花に関するモノグラフが公開さ

れ，2017年5月にはドイツ薬局方（German Phar-

macopoeia, DAB; Deutsches Arzneibuch）に掲載

された．そして，ドイツ薬局方モノグラフの改訂版

が，国家品質基準として2018年4月から施行され

た．さらに，2019年5月には大麻抽出物のドイツ薬

局方モノグラフ草案が公開され，パブリックコメント

が募集された11．  

 2018 年から施行された大麻の花（Cannabis 

Flowers）の改訂版では，下記の通り品質が規定さ

れている 12． 

大麻の花（cannabis flowers）は，アサ科 Canna-

bis sativa L.の雌株の花をつけたシユート頂を乾

燥させたもの，もしくは乾燥物を粉砕したものであ

る．Δ9-THC や CBD，カルボン酸体 Δ9-THCA や

CBDA などのカンナビノイドについて，Δ9-THC

（C21H30O2; Mr 314.5）もしくは CBD（C21H30O2; Mr 

314.5）として計算するとき，乾燥物換算で表示量



22 

 

の 90.0～110.0%含有する． 

確認試験： 

A 性状（外観） 

 局方記載の外観について確認を行う．雌花の花

序（密集した苞葉と花）の形態について局方に詳

細な記載がある． 

B 検鏡 

 抱水クロラール液を用いて，粉末状試料につい

て，顕微鏡下で行う．局方に図示されている A～J

の特徴的な 10部位の確認を行う． 

C 薄層クロマトグラフィー（TLC） 

 本品の粉末 0.1 gをメタノール 5 mLで超音波下

10 分間抽出する．抽出液をろ過した後，ろ液を膜

ろ過（regenerated cellulose, 0.45 μm）し，試験溶液

とする．別に，CBD及び Δ9-THCAの標準品 5 mg

をそれぞれメタノール 5 mLに溶解し，標準溶液と

する．これらの溶液につき，TLC により試験を行う．

試験溶液及び標準溶液 5 μL ずつを，ODS gel 

F254（2～10 μm）を用いて調製した薄層板にスポ

ットする．次に，メタノール：水：99%酢酸混液

（70:15:15）を展開溶媒として約 6 cm展開した後，

薄層板を風乾する．これにバニリン試液を噴霧し

て，100～105℃で 15 分間加熱するとき，試料溶

液から得たスポットのうち2個のスポットが，標準溶

液から得た CBD（紫色）と Δ9-THCA（紫色）のスポ

ットと色調及び Rf値が等しい． 

純度試験： 

・異物 2%以下． 

・乾燥減量 粉末化した本品 1,000 mg を 40℃，

1.5から.5 kPaの減圧下でモレキュラーシーブ R

を用いて 24 時間乾燥させた時の乾燥減量は

1.0%以下． 

・CBN 定量法の分析条件で測定するとき乾燥物

換算で CBN含量が 1%以下． 

定量： 

 0.500 g の粉末状試験試料について，96%エタ

ノール 20 mLで 15分間振盪して抽出を行い，遠

心分離後，上清を 96%エタノールで 50.0 mLにメ

スアップする．溶液を膜ろ過（regenerated cellulose, 

0.45 μm）して，その 1.0 mLを 96%エタノールで 10 

mL にメスアップしたものを試験溶液とする．一方

Δ9-THC, CBD, CBDA, Δ8-THCについて，濃度の

異なる 6 種類の溶液を調製して，標準溶液とする．

試験溶液及び標準溶液について，移動相に 85%

リン酸水溶液及びアセトニトリルを用いたグラジエ

ント条件の HPLC で ODS カラムを用いて測定を

行う．検出は，Δ9-THC 及び CBD は UV 225 nm

で，Δ9-THCA 及び CBDA は 306 nm で行う．Δ9-

THC の保持時間は 8.3 分程度で，それぞれのカ

ンナビノイドの相対保持時間は，CBDA 0.48, 

CBD 0.57, CBN 0.83, Δ8-THC 1.04，Δ9-THCA 

1.24である．システム適合性試験では，Δ8-THC と

Δ9-THC のピークの分離度が 1.2 以上であり，標

準溶液 II について試験を 6 回繰り返すとき，Δ9-

THCAのピーク面積の相対標準偏差が 1.0%以下

となることを確認する．試験溶液及び標準溶液を

試験して得られる各カンナビノイドのピーク面積か

ら，局方記載の計算式を用いて，試験試料中の

Δ9-THC，Δ9-THCA，CBD 及び CBDA の含有量

（%）を算出する．そして，それぞれ Δ9-THC+Δ9-

THCA を Δ9-THC，CBD+CBDA を CBD の総量

（%）とする．  

なお，大麻の花（cannabis flowers）のモノグラフ

では，試薬試液として，Δ8-THC，Δ9-THC，Δ9-

THCA，CBD，CBDA，cannnabinol（CBN）の各標

準品を規定している． 

 

③その他の国の医療向け大麻の品質規格 

スイスでは，2019 年 7 月に施行されたスイス薬

局方（Ph. Helv.）第 11 局第 3 追補（Supplement 

11.3）に大麻の花のモノグラフが収載された 13．一

方，英国では 2018年 11月から厳しい条件付きで

医療向け大麻の処方が認められるようになってい

るが，2019 年 3 月に開催された英国薬局方委員

会では，医療向け大麻のモノグラフを早急に検討

する必要性は現時点ではないとしている 14． 
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各国の法的背景が異なることもあり，現時点で

は欧州各国で発出されている大麻の国家品質基

準は調和されていない部分もあるが， 今後，大

麻の花（cannabis flowers）の欧州薬局方（EP）モノ

グラフ草案が発出されることが想定されている． 

 

D. 結論 

 一般的に，医療用として使用されている大麻に

は，大麻由来医薬品（大麻成分含有製剤もしくは

合成カンナビノイド含有製剤）と医療向けの大麻

（乾燥大麻植物花穂部分もしくはその抽出物）が

ある．欧州では国によって大麻に対する法的位

置づけが異なっており，オランダやドイツのよ

うに，乾燥大麻植物の医療向けを認めている国

もあれば，ブルガリアやルーマニア，ハンガリ

ーのように医療向けの大麻だけではなく，大麻

由来医薬品も許可していない国もある．

Epidiolex®のような CBD 含有医薬品がある一

方で，CBD オイルと称して，食品としての分

類で一般に販売されている製品もある．今後も，

欧州における大麻をめぐる規制の変化を注視

していく必要がある． 

 

E. 参考文献  

1. WHO, The letter to Secretary-General of the 

United Nations (2019).  

https://www.who.int/medicines/access/ con-

trolled-substances/UNSG_letter_ECDD41_ rec-

ommendations_cannabis_24Jan19.pdf?ua=1 (Oct 

2019, cited). 

2. International Narcotics Control Board, United 

Nations, Narcotic Drugs 2018, Estimated World 

Requirements for 2019 (2019).  

https://www.incb.org/documents/Narcotic-

Drugs/Technical-Publications/2018/INCB-Narcot-

ics_Drugs_Technical_Publication_2018.pdf (Oct. 

2019, cited). 

3. The Misuse of Drugs (Amendments) (Cannabis 

and Licence Fees) (England, Wales and Scotland) 

Regulations 2018 (2018). 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/1055/ 

made (Oct. 2019, cited). 

4. Home Office Circular 2018: Rescheduling of 

cannabis-based products for medicinal use in hu-

mans (2018). 

https://assets.publishing.service.gov.uk/govern-

ment/uploads/system/uploads/attach-

ment_data/file/753366/Medicinal_Cannabis_-

_Home_Office_Circular_2018_FINAL.pdf 

(Oct. 2019, cited).   

5. European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction, Cannabis legislation in Europe: an 

overview, Publications Office of the European Un-

ion, Luxembourg (2018). 

6. European monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction, Medical use of cannabis and canna-

binoids. Questions and answers for policymak-

ing. Publications Office of the European Union, 

Luxembourg (2018).  

7. European monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction, Developments in the European canna-

bis market, EMCDDA Papers, Publications Of-

fice of the European Union, Luxembourg (2019). 

8. GW Pharmaceuticals press release, GW Phar-

maceuticals receives European Commission ap-

proval for EPIDIOLEX® (cannabidiol) for the 

treatment of seizures in patients with two rare, se-

vere forms of childhood-onset epilepsy (2019).  

http://ir.gwpharm.com/news-releases/news-re-

lease-details/gw-pharmaceuticals-receives-euro-

pean-commission-approval (Oct. 2019, cited). 

9. 花尻（木倉）瑠理，厚生労働行政推進調査

事業補助金，医薬品・医療機器等レギュラ

トリーサイエンス政策研究事業「危険ドラ

ッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発

に関する研究」研究分担報告書「大麻草の



24 

 

成分分析，海外の規制情報の把握－欧州に

おける医療用大麻の現状（オランダ）」

（2019年 3月）． 

10. Office of Medical Cannabis, Farmalyse BV Ver-

sion 7.1, Analvtical Monograph Cannabis Flos 

(flowers / granulated) (2014). 

https://www.cannabisbureau.nl/binaries/cannabis-

bureau/documenten/richtlijnen/2017/12/01/mon-

ograph-cannabis-flos/Monograph+Canna-

bis+Flos+Version+7.1+%28Novem-

ber+28%2C+2014%29.pdf (Dec 2019, cited) 

11. D. Manns, J. Norwig, K. Reh, Cannabis for 

medicinal use: development of pharmacopoeia 

monographs as a quality standard. Bun-

desgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Ge-

sundheitsschutz, 62(7), 806-810 (2019). 

12. German pharmacopoeia, Revised Monograph, 

Cannabis flowers (2018). 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/ 

el/index.cfm/search/?trisaction=search.de-

tail&year=2018&num= 2&dLang=EN (Dec 2019, 

cited). 

13. The ECA Academy, Cannabis Monograph in the 

Swiss Pharmacopoeia (2019). 

https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/can-

nabis-monograph-in-the-swiss-pharmacopoeia 

(Dec 2019, cited) 

14. Summary Minutes of the British Pharmaco-

poeia Commission (2019). 

https://www.pharmacopoeia.com/file/BPC---

March-2019.pdf (Dec 2019, cited). 

 

F. 研究発表 

1. 論文発表 

 なし 

2. 学会発表 

 なし 

 

G. 知的所有権の取得状況 

 なし 

 

  



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 医療向けで使用されている大麻およびカンナビノイド（参考文献 6より抜粋） 
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令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業：H-29-医薬-指定-009） 

分 担 研 究 報 告 書 

 

分担研究課題：危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する研究 

大麻草の成分分析，海外の規制情報の把握 

研究分担者: 花尻（木倉）瑠理 国立医薬品食品衛生研究所生薬部 室長 

 

－大麻の識別のための分析手法（文献情報）－ 

 

研究協力者：田中理恵 国立医薬品食品衛生研究所生薬部 主任研究官 

 

A. 研究目的 

大麻は大麻草（Cannabis sativa L.）及びその製

品のことをいう．大麻草はアサ科（Cannabaceae）

の雌雄異株の一年生草本であり，西アジア～エジ

プト原産と言われている．紀元前より人類に利用

されており，大麻草の茎よりとれる繊維は衣服など

に，種子は麻の実，ヘンプシードオイルとして食

用に，また生薬の麻子仁としても利用される．また

大麻草は繁殖力が非常に強いという特徴もある

[1-8]． 

大麻草にはカンナビノイドと総称される炭素，水

素，酸素のみからなる固有の化合物群が含まれ

ている（Fig.1）．Turner らは 1980 年に大麻草に

423 種の化合物が含まれ，そのうち 61 種がカン

ナビノイドであると報告している[9]．Elsohly らは

2005 年に 493 種の化合物，うち 70 種がカンナビ

ノイドであると報告し，さらに 2017 年に Elsohly ら

は 565 種の化合物，うち 120 種がカンナビノイドと

報告している[10-11]．カンナビノイドの中には幻

覚作用などの中枢作用を持つ化合物があり，その

ため大麻草は古くから乱用されてきた．カンナビノ

イドのうち9-Tetrahydrocannabinol(9-THC）が最

も中枢作用が強く大麻草の活性本体である．9-

THC は生の植物体中ではフェノールカルボン酸

体である Tetrahydrocannabinolic acid (THCA)の

状態で存在する．THCA 自体は活性を持たない

研究要旨:大麻草（Cannabis sativa L.）の成分について文献調査を行なった．情報検索ツールとして

SciFinder を主に用い，PubMed および Google Scholar も併用して検索を行なった．検索語として，

Cannabis sativa，component，constituent 等を用いた．また必要に応じ化合物検索も行った．SciFinder

による検索の結果，「Cannabis sativa」で 9722件がヒットした．このうちカテゴリー「Analytical chemistry」

で 7490 件，このうち「Analysis」で 189 件がヒットした．その結果をもとに大麻の化学分析による識別法

ついて文献調査を行なった．その結果大麻の分析には GC-FID および GC-MS，HPLC，UPLC，LC-

MS がよく使われていることがわかった．また大麻草は混合物なので，質量分析や PDA などの検出器

と組み合わされた GC や LC などのクロマトグラフィー分離法が多く用いられていると考えられる．大麻

草について最近でも様々な研究がされており，また新たな分析法も開発され大麻草の分析に適用さ

れている．よって今後も引き続き調査していく必要があると考えられる． 
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が，収穫後や保存中の乾燥や，光や熱にさらされ

ることによって脱炭酸がおこり活性体である9-

THC へと変化する （ Fig.1 ） [1] ．大麻草は

chemotype として主カンナビノイドが THCA，9-

THC である drug-type，主カンナビノイドが

Cannabidiolic acid (CBDA) ，Cannabidiol (CBD)

である fiber-type，中間型 intermediate-type に分

けられる．また，大麻草にはカンナビノイド以外の

成分として，二次代謝物ではテルぺノイド，フラボ

ノイド，リグナン，アルカロイド等が，一次代謝物で

はアミノ酸，脂肪酸，糖，炭化水素等が含まれて

いる． 

我が国における大麻の鑑定において，植物体

の顕微鏡試験いわゆる検鏡が行われる．これは

生薬学的  手法であり，顕微鏡を用いて大麻草

の植物形態上の特徴を観察し，葉や苞葉に存在

する剛毛の有無を確認する．その他に大麻草に

含有される成分を分析する化学反応として呈色試

験がある．その他に大麻に含有されるカンナビノ

イドの含量を調べることが重要となる．このカンナ

ビノイドの定量には主に機器分析が用いられる．

カンナビノイの分析手法について，これまでにいく

つかの総説中で報告されている [12-13]．また

UNODC も  Recommended methods for the 

identification and analysis of cannabis and cannabis 

products. (2009)でまとめている[8]．それらによると，

大麻草及び大麻草由来製品のカンナビノイドの

成 分 に つ い て ， gas chromatography flame 

ionization detection (GC-FID) ， gas 

chromatography mass spectrometry (GC-MS) ，

high performance liquid chromatography (HPLC)，

liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS)，

ultra pressure liquid chromatography (UPLC)，thin 

layer chromatography (TLC)， high performance 

thin layer chromatography (HPTLC) ， nuclear 

magnetic resonance (NMR) ， fourier-transform 

infrared spectroscopy (FTIR) ， near infrared 

spectroscopy (NIR)，coherent anti-Stokes Raman 

scattering spectroscopy (CARS)，などによって分

析されている．また大麻草中に含まれるカンナビ

ノイドのうち drug-type の主カンナビノイドである

THCA，9-THC，fiber-type の主カンナビノイドで

ある CBDA，CBD の他に，Cannabinol (CBN)，

Cannabigerolic acid (CBGA)，Cannabigerol (CBG)，

Cannabichromene (CBC) ， 8-

Tetrahydrocannabidiol(8-THC) ， Cannabidivarin 

(CBDV) ， Tetrahydrocannabivarin (THCV) ，

Cannabigerolic acid monomethyl ether (CBGAM)

（Fig.1）の分析についてこれまでによく報告されて

いる． 

今回，文献検索を行ない大麻草および大麻草

由来製品に含有されるカンナビノイドの分析手法

について調べたので以下に述べる． 

 

B. 研究方法 

大麻草（Cannabis sativa L.）の成分について文

献調査を行なった．情報検索ツールとして

SciFinder を主に用い，PubMed および Google 

Scholar も併用して検索を行なった．検索語として，

Cannabis sativa，component，constituent等を用い

た．  

 

C. 研究結果 

SciFinderによる検索の結果，「Cannabis sativa」

で 9722 件がヒットした．このうち「component」で

and 検索をかけた結果 1008 件，「constituent」で

and 検索をかけた結果 641 件がヒットし，さらに

「cannabinoid」で and検索をかけるとそれぞれ 367

件，388 件がヒットした．このうち文献検索におい

て， REFERENCES のカテゴ リー 「 Analytical 

Chemistry」のうち「Analysis」で検索した結果 189

件の index terms がヒットした．このうち 3 件以上ヒ

ットした index terms について Table 1 にまとめた

（2019年 10月時点）．これらの検索結果をもとに，

大麻草および大麻草由来製品に含有されるカン

ナビノイドの分析手法について，以下に述べる． 
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1. GC-FID，GC-MS 

GC-FID と GC-MS は大麻草およびその製品の

分析において最も一般的で最も確立されている

手法である．Table 1では”Gas chromatography”で

120 件，”Gas chromatography-mass spectrometry”

で 26 件と多くの報告がされている．GC は移動相

に気体を使用する．気体は液体よりも分子密度が

はるかに低く，試料物質のカラム内での拡散速度

が速くて試料物質の分配平衡が速やかに達成さ

れるので流速を大きく設定できるとともに高いカラ

ム効率を得ることができる．試料中の各成分が気

化する必要があり試料注入部およびカラムは高温

となっている．GCによる分析では迅速かつ感度よ

く総カンナビノイド量を求めることができる．総カン

ナビノイド含量を測定する場合は GC での誘導体

化は必要ではない．しかしカンナビノイドのフェノ

ールカルボン酸体の分析にはトリメチルシリルエ

ーテルなどによる誘導体化が必要である． GC-

MS は大麻草のプロファイルや特徴，いわゆる“化

学フィンガープリント”を作るのによく用いられる．

Bertol は 114 サンプルの大麻草を drug-type と

fiber-type それぞれの adult と young で分類し，

GC-FIDによって茎を除いた部位のCBD, 9-THC, 

CBNの含量を調べた結果を報告している[14]． 

 

2. HPLC，UPLC，LC-MS 

HPLC は医薬品や食品，生体成分などの分析

等に広く用いられている分析手法である．Table 1

より index terms が”Liquid chromatography”で 46

件，”HPLC”で 83件，”Reversed-phase HPLC”で

12 件 ， ”Liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry” で 11 件 ， ”HPLC-tandem mass 

spectrometry”で 6 件， “Ultra-performance liquid 

chromatography” で 5 件 ， ”High-performance 

liquid chromatography-mass spectrometry”で 3件

報告されている．HPLC の移動相は液体のため，

移動相の溶媒に溶解する物質であれば GC のよ

うに試料を気化させる必要はない．よって GC 分

析では熱で変性する化合物もそのままの形で検

出することができる．つまり HPLC は誘導体化なし

でフェノールカルボン酸体と脱炭酸体したカンナ

ビノイドの中性物質を同時に定量することができる．  

UPLC は法中毒分野で広く使われている．

UPLCは充填剤の球径が 2μ以下のカラムを用い

ることで感度と分解能が向上し，分析時間が短縮

できる．UPLCによるカンナビノイドの定量と，血液，

尿，唾液などの生体試料中のカンナビノイド代謝

物の定量が報告されている．HPLC，UPLC，LC-

MS による分析のデメリットして，一回の分析で大

麻草に含まれるすべてのカンナビノイドを分けて

検出するのは難しいことが挙げられる．Aizpurua-

Olaizola らは drug-type，fiber-type，intermediate-

type の葉と花について，7 種のカンナビノイド，

CBD，CBDA，9-THC，THCA，CBC，CBGA，

CBN の含量を HPLC によって調べた結果を報告

している[15]． 

 

3. TLC, HPTLC 

Table 1 より“TLC (thin layer chromatography)” 

で 33件報告されている．TLCはガラス板等にシリ

カゲル，アルミナ，ポリアミド樹脂などを薄く張った

ものを用いて，混合物を分離する方法である．こ

の方法は古くから行われている手法で，視覚的に

分離を確認することが可能である．よって，天然物

や未知の物質の分離，多種類の物質の同時分析，

また有機合成において反応の進行状況の確認や

カラムの分離条件の検討に用いられる． 

大麻草中のカンナビノイドのプロファイルには

順相，逆相の TLC プレートが使われ，一次元及

び二次元の TLC 分析が行われる．発色試薬とし

て Fast blue salt B等が用いられている．我が国の

大麻の鑑定における TLC分析では，メタノール抽

出物について，シリカゲルプレートを用いて行わ

れている．TLC はシンプルでコストが安い分析手

法であるが，外的要因を受けやすいため再現性
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が取りにくく定量分析には向かないとされることが

多い．そこで粒径の小さく，粒度分布の狭い高分

解能のプレートである HPTLC（高性能薄層クロマ

トグラフィー）が用いられる．HPTLC プレートは，

従来の TLC プレートと比較して 5-10 倍の高感

度で高い分離力と再現性を有し，シャープなバン

ドが得られるため定量分析が可能である．

Fischedick らは大麻中の THC の定量に HPTLC

が再現性があり正確であると報告している[16]． 

 

4. NMR 

Table 1 より”NMR spectroscopy”で 12件報告さ

れている．NMR はこれまで主にカンナビノイドを

はじめとする大麻草中に含まれる化合物の構造

決定に使われている．最近でも NMR により新規

カンナビノイドの構造決定が報告されている[17-

18]．近年それに加えて Hazekamp らにより 1H-

NMR を用いた大麻草中のカンナビノイドの定量

法が報告されている[19]．GC や LC はクロロフィ

ルや脂質などの不純物にも敏感であり，LC-PDA

では UV 吸収がないものは検出できないというデ

メリットがある．さらにこれらのクロマト法では検量

線作成のため対象とする化合物の標準品が必要

である．1H-NMR では，シグナル強度比は分子中

の個々のプロトン数に比例するとともに，一プロト

ン当たりのシグナル強度は，同じモル濃度であれ

ば化合物の種類によらず一定であることが知られ

ている．従って濃度が既知の物質と濃度未知の

試料の 1H-NMRを同時に測定することによってそ

のシグナル強度比から未知試料の定量が可能に

なる．標準品が入手困難な場合，もしくは標準品

自体がその時点で存在しない場合に標準品なし

で正確な定量が可能である qNMR 法は，大麻中

の成分の分析においても非常に有効な手法だと

いえる．しかしながら他の分析機器と比較すると装

置自体が非常に高価であり，MSなどと比較すると

感度が高くないというデメリットもある． 

 

5. その他 

Table 1 より，“Raman spectroscopy“が 3件，“IR 

spectroscopy” が 9 件， “Fourier-transform IR 

spectroscopy” が 8件，“UV-visible spectroscopy”

が 8 件，“Near-IR spectroscopy”が 6 件，“DART 

mass spectrometry” が 2 件， “Size exclusion 

chromatography”が 3 件など報告されている．この

うち Ebersbach らは顕微分光法であるコヒーレント

反ストークスラマン散乱（CARS：Coherent anti-

Stokes Raman scattering）による大麻草の毛状突

起（腺毛）中の THCA，CBDA の分析を報告して

いる [20]．また，リアルタイム質量分析（DART 

mass spectrometry: Direct Analysis in Real Time 

mass spectrometry）は大気圧下で非接触に試料

をイオン化できる方法のためサンプル調製やクロ

マトグラフィー分離なしで大麻の直接分析が可能

である．Dong らは大麻草の品種の分類のスクリー

ニングツールとして DART を用いて検討した結果

を報告している[21]． 

 

D. 考察 

大麻草および大麻草由来製品に含有されるカ

ンナビノイドの分析手法について文献調査した結

果， GC-FIDおよびGC-MS，HPLC，UPLC，LC-

MS がよく使われていることがわかった．大麻草は

混合物なので，質量分析や PDA などの検出器と

組み合わされた GC や LC などのクロマトグラフィ

ー分離法が多く用いられていると考えられる．また

近年でも大麻中の成分の分析において，様々な

分析手法が報告されている[11-13，19-21]． 

 

E. 結論 

以上，大麻草の成分について文献調査を行な

い，大麻草および大麻草由来製品に含有される

カンナビノイドの分析手法ついてまとめた．大麻

草について最近でも様々な研究がなされている．

また今後の科学技術の進歩や研究の進展により，

新規の分析機器や分析手法が開発されることが
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予測される．よって，今後も引き続き調査していく

必要があると考えられる． 
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Fig. 1  Biosynthesis of cannabinoids 
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Table 1  The result of reference search by SciFinder 

  

  

Ranking index terms No. Rank index terms No.

1  Forensic analysis 176 23  Sample preparation 6

2  Urine analysis 134 23  Spectroscopy 6

3  Gas chromatography 120 23  Statistical analysis  6

4  Mass spectrometry 98 24  Analysis 5

5  HPLC 83 24  Bioassay 5

6  Immunoassay 59 24  Bioinformatics 5

7  Blood analysis 53 24  Chemical ionization mass spectrometry 5

8  Pharmaceutical analysis 52 24  DNA sequence analysis  5

9  Liquid chromatography 46 24  Environmental analysis 5

10  Food analysis 42 24  Liquid chromatography-mass spectrometry  5

11  Forensic pharmaceutical analysis 39 24  Next-generation DNA sequence analysis 5

12  Biomarkers 34 24  RNA sequence analysis 5

12  Plant analysis 34 24  Two-dimensional gel electrophoresis 5

13  TLC (thin layer chromatography) 33 24  Ultra-performance liquid chromatography 5

14  Gas chromatography-mass spectrometry 26 25  Electrophoresis 4

15  Chromatography 21 25  Electrospray ionization mass spectrometry 4

16  Principal component analysis 16 25  Electrospray ionization tandem mass spectrometry 4

17  NMR spectroscopy 12 25  High-resolution mass spectrometry  4

17  Radioimmunoassay 12 25  Liquid partition chromatography  4

17  Reversed-phase HPLC 12 25  Spectrophotometry 4

18  Liquid chromatography-tandem mass spectrometry 11 25  Supercritical fluid chromatography 4

19  Metabolomics 10 25  Thermogravimetric analysis 4

19  Proteomics 10 26  Atomic absorption spectroscopy 3

20  Enzyme immunoassay  9 26  Capillary gas chromatography 3

20  Enzyme-multiplied immunoassay technique 9 26  Clinical analysis  3

20  IR spectroscopy 9 26  Diagnostic biomarkers 3

20  Tandem mass spectrometry  9 26  Discriminant analysis 3

21  Capillary electrophoresis 8 26  Electron ionization mass spectrometry 3

21  Enzyme-linked immunosorbent assay 8 26  Environmental pollution monitoring 3

21  Fourier-transform IR spectroscopy 8 26  Feed analysis 3

21  UV-visible spectroscopy 8 26  Flame atomic absorption spectroscopy 3

22  Fluorescence immunoassay 7 26  Fluorescence-polarization immunoassay 3

22  Therapy monitoring 7 26  High-performance liquid chromatography-mass spectrometry 3

23  Air analysis 6 26  Immunohistochemistry 3

23  Centrifugal countercurrent chromatography 6 26  Ion trap mass spectrometry 3

23  Cluster analysis  6 26  Molecular sequence annotation 3

23  Colorimetry  6 26  Named reagents and solutions 3

23  Fluorescence spectroscopy 6 26  Preparative chromatography 3

23  HPLC-tandem mass spectrometry 6 26  Protein sequence analysis 3

23  Ion mobility spectrometry 6 26  Raman spectroscopy 3

23  Multivariate analysis 6 26  Reagents 3

23  Near-IR spectroscopy 6 26  Reversed phase chromatography 3

23  Radiochemical analysis 6 26  Size exclusion chromatography 3

23  Response surface methodology  6 26  Transcriptomics  3
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分 担 研 究 報 告 書 

 

分担研究課題：危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する研究 

大麻草の成分分析，海外の規制情報の把握 

研究分担者: 花尻（木倉）瑠理 国立医薬品食品衛生研究所生薬部 室長 

 

－大麻の分子生物学的手法を用いた近年の解析手法や分析事例－ 

 

研究協力者：緒方 潤 国立医薬品食品衛生研究所生薬部 主任研究官 

  

 

 

A. 研究目的 

大麻（アサ）の次世代シークエンサーを用い

た全ゲノムの概要であるドラフトゲノム（534 Mb）

解析，30,000 遺伝子におよぶトランスクリプトー

ム解析に関する報告が 2011 年になされた 1)．

2019 年，遺伝子操作された酵母株が単糖であ

るガラクトースを添加し培養することで，アサの

生産する主要カンナビノイドを合成することが報

告された 2)．同年，生物工学を用いた無細胞系

でのカンナビノイド合成についても報告されてい

る 3)．世界的に大麻を取り巻く環境が大きく変化

する中で，大麻のゲノム編集技術や上記のカン

ナビノイド合成など生物工学的技術による生産

を目指す企業が海外に存在している 4)．分子生

物学を用いた分析技術やマーカーの開発は，

農学的，薬学的に利用される植物材料としての

大麻の機能的・潜在的能力を明らかにし，法科

学における流通実態，異同識別などを明確にす

ることができる．本研究では近年の分子生物学

的分析手法を用いた大麻の分析事例や分析技

術の動向を調査し，大麻分析に関する情報収

集を行う． 

 

B. 研究方法 

研究要旨: 世界的に大麻を取り巻く環境はここ数年で大きく様変わりした．これまでの大麻研

究は限られた分析・研究機関でのみ行われていたが，現在は，海外に多数の大麻を扱う会社が

設立され，さまざまな大麻に関する研究・開発が行われている．そこで本研究では，これまで

の大麻の分子生物学的手法を用いた近年の解析手法や分析事例について調査を行い，今後の大

麻の研究開発に関する動向を理解するための情報収集をおこなった．DNA を用いた大麻の初

期の分析研究は法科学分野による流通実態や異同識別法に関するマーカーの開発と，分類学分

野の大麻分類に関する調査であった．次世代シークエンサーの出現により，現在は多数のマイ

クロサテライト，SNP マーカーが作成され，分析精度の向上がみられている．今後も多数のマ

ーカーが作成され，より精度の高い分析手法の開発が見込まれている．また，未解明な部分の

多い，大麻の雌雄性やカンナビノイドの生産・蓄積の場である毛状突起の細胞生物学的研究が

進むことが期待されている． 
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情報検索ツールとして，PubMedを用い，検索

語として，Cannabis sativa， genome, DNA，

marker等を用いた．  

 

C. 研究結果・考察 

Hillig（2005）は，カンナビノイドについて調査

した 157 の大麻サンプルのアロザイム変異分析

を行った 5)．サンプルの 17遺伝子座の多型を評

価し，52 の対立遺伝子頻度に関して主成分分

析（PCA）を行った．PCA散布図は，drug type と

fiber type を別々のクラスターに分離したが，

WLD（wide-leaflet drug）と NLD（narrow-leaflet 

drug）は重なり合った． 

Gilmore et al.（2007）は，葉緑体，ミトコンドリア

DNA の多型遺伝子座について 76 の大麻集団

を調べた 6). 系統樹解析（最節約法）において 3

つのクレードが得られた．クレード A は，大部分

の fiber type で構成された．クレード B は，アフ

ガニスタン在来種とほとんどの drug type（交雑種

と警察押収品）が含まれた．クレード Cは古典的

な“Sativa”で，インド，ネパール，タイ，ジャマイ

カ，メキシコ，アフリカの 12の在来種であった．  

Piluzza et al.（2013）は 19 系統の大麻を比較

した．6 つの Random Amplified Polymorphic 

DNA （RAPD）プライマーがDNA多型を検出し，

系統解析を行った 7). アフガニスタンとインド伝

統系統は，別々のクラスターに別れ，アフガニス

タンは fiber type と同一クラスターであった．イン

ド伝統系統のクラスターには Skunk（drug type 

strain）が含まれた． 

Onofri et al.（2015）は THCAS配列内の一塩

基多型（SNP）を検索した 8). 彼らは fiber type，

drug type 18 銘柄の中から，9 種のユニークな

THCAS 配列を検出した． 1 つの配列はインド

伝統系統によって共有され，2 つの配列はアフ

ガニスタン産に固有であった． 

次世代シーケンサーの登場により，大量の遺

伝情報が報告されている．Van Bakel et al. 

（2011）は，全ゲノムショットガン（WGS）メソッドを

使用し，Purple Kush（drug type Strain）と 2つの

fiber type 品種 Finola と USO-31 をシーケンス

した 1). 同年，他の 2つの大麻ゲノムChemdawg

と LA Confidential （drug type strains）の配列決

定もWGS メソッドで行われた 9).  

Tejkalová（2015）は，大麻ゲノムを使用して，

SNP-calling とジェノタイピングを行った 4)．

“Sativa”の 44サンプルと“Indica”の 77サンプル

の 57 SNP 位置に基づくハプロタイプを

STRUCTURE（多座位の遺伝子型データを用い

て集団の遺伝構造を調べるためのソフトウェア）

で分析した．このソフトウェアは、対立遺伝子頻

度に基づき，集団を分割する最適なクラスター

数（K）を特定する．1〜9 の K 値をテストし，K = 

2（2 つの母集団）が最もよく適合したが，“Sativa” 

と “Indica”という識別とは一致しなかった． 

Sawler et al.（2015）は，SNP の検出と fiber 

type と drug type のサンプルのジェノタイピング

を行った．Genotyping by sequencing（GBS）解

析は，14,031 個の SNP を特定した． SNPs バリ

エーションの PCA解析では，81の drug typeサ

ンプルと 43の fiber typeサンプルを明確に分離

した.“Sativa”と“Indica”のクラスターは部分的に

重なり合った．fastSTRUCTURE（大量 SNP デ

ータ解析用STRUCTURE）でも同様の結果が得

られ，124個すべてのサンプルデータがK＝2で

最もよく適合した． 

大麻の DNA マーカーの開発における大きな

推進力は，法科学者らによる，いわゆる drug 

type, fiber type を区別するためのツールの必要

性によってもたらされた．さらに，違法薬物として

の大麻の流通・拡散経路を追跡することも法執

行機関にとって重要な問題となる．初期の研究

では，ゲノムＤＮＡは，さまざまな植物材料の法

科学的識別に役立つ配列のソースとして使用さ

れた．実際，葉緑体 DNA の tRNA 遺伝子は，

大麻 DNA を識別するためのマーカーとして利
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用された 11,12)．大麻葉緑体全ゲノム配列の決定

13,14) は，今後も系統発生研究のためのマーカ

ー源として葉緑体ゲノムのより広範な活用への

道を開くと考えられる．他の植物種からの大麻の

識別に役立つマーカーとして，核 rDNAの ITS2

に焦点があてられた．これらの研究は，

Restriction Fragment Length Polymorphism 

（RFLP）解析法 15)および PCR ベースでの解析

法が開発された 16)． 

マイクロサテライト（ゲノム DNA 上に存在する

反復配列で，特に数塩基の単位配列の繰り返し

からなるもの）研究では，Hsieh et al. （2003）が，

3~40の反復単位のバリエーションを有する 6 bp

の単純反復配列モチーフ（CACCAT）を分離し

た 17)．分析された遺伝子型は，1〜4 個の対立

遺伝子を含んでいた．2003 年 Gilmore and 

Peakall は，5 つのマイクロサテライト遺伝子座を

使用し，異なる起源の 9 種の drug type，6 種の

fiber type を含む 93 種の大麻のプロファイルを

作成した 18)．79 の対立遺伝子が検出され，89

種に固有の多型が見られ，drug type由来の4種

は，5つの遺伝子座で同一のホモ接合多型を共

有した．マイクロサテライトデータに基づいた

AMOVA（Analysis of Molecular Variance; 集団

間の分化の大きさを分析）解析による遺伝的分

散の割合は，個体間では 73％で，集団内では

21％，集団間（drug type ：fiber type）ではわず

か 6％であった．この結果は，drug type と fiber 

type の境界が人工的であることを改めて示唆し

ており，大麻が単一種の非常に変化に富む属と

して説明する意見を強化している 4)．  

広範な GBS 解析に基づいて，14,031 の SNP

が特定され，124 の大麻サンプル（drug / fiber 

types）を比較するために使用された 10)．結果は，

カンナビノイドの種類と量の合成に直接関与す

る遺伝子だけではなく，大麻に 2 つの主要な遺

伝子プールの存在，すなわち drug type と fiber 

type の間に，ゲノム全体の違いがあることを示し

た．しかし，著者は「drug type と fiber type は依

然として遺伝的変異の共通プールを大部分共

有している」と結論付け，さらに，drug type は，

fiber typeに比べヘテロ接合度が低く，それは人

工的な選抜と近親交配によるものと示唆されると

述べている． 

大麻における雌雄同株に関する細胞遺伝学

的研究では，典型的な二倍体染色体数（2n = 

20）を示すが，Y染色体が存在せずX染色体の

2 つのコピーが存在し 19)，フローサイトメトリーに

よる研究では，雌雄同株の fiber type は雌雄異

株の雌株と同じ核型であった 20)．RAPD や

AFLP などの多遺伝子座マーカーが解析される

なかで，雄株には常に見られるが，雌株や雌雄

同株には存在しない多くの DNA 断片が報告さ

れた．RAPD 分析により得られた 729 bpの断片

である MADC1 （C. sativa ，Male-Associated 

DNA Sequence）とその隣接配列は，さまざまな

植物や他の生物の LINE （long interspersed 

element）様レトロトランスポゾンの逆転写酵素と

相同な逆転写酵素をコードし， in situ 蛍光ハイ

ブリダイゼーションにより，Y 染色体のテロメア領

域への局在が確認された 21). 

さらに RAPD 分析で同定された 390 bp の断

片は，雌雄異株の雄株に関連する配列

（MADC2）の存在を示した．マーカーは，他の

植物に見られる反復配列，レトロトランスポゾン

様配列との類似性は低く（50〜60％），Y染色体

の非コーディング領域に属していると考えられて

いる．  

ただし，大麻の雌雄異株の雌株と，雌雄同株

が同じ核型を示すことは，大麻における性決定

が性染色体 X, Y による単純な性決定ではない

ことを示しており，QTL（Quantitative trait locus；

量的形質遺伝子座）解析が進められている 22)．

2 つの雌雄異株の F1 と，雌雄同株の集団の

QTL 解析により，雌雄同株の子孫の性発現に

関連する 5 つの QTL が特定された．これらの



38 

 

QTL のうち 2 つが性別遺伝子座領域に相同な

領域にマッピングされるとし，X 性染色体上に雌

雄同株を決定する形質の存在を示唆した．また，

同定された QTL の一つは植物ホルモンの調節

を決定する遺伝因子にリンクする可能性が示唆

されている 22)． 

大麻の 2 つの主要な合成酵素をコードする 2

つの遺伝子は，2000 年代に田浦のグループに

よ っ て 決 定 さ れ た ． THCAS （ Tetrahydro-

cannabinolic acid synthase）はイントロンを含まな

い 1635 bpの長さであり，CBDAS（Cannabidiolic 

acid synthase）と 84％の配列類似性を有してい

た 23,24)．THCAS および CBDAS の配列データ

に基づいた PCRマーカー（B1080 / B1192）が開

発された 25)．高上馬ら 26)は，CBDA / THCA 比

が異なる 13 種類の大麻から THCAS 遺伝子の

塩基配列を決定し，その塩基配列の違いから

drug typeを特徴付ける「drug type THCAS」を特

定した. 「Fiber type THCAS」は 1635 bpの長さ

の配列を有し，完全に翻訳可能で drug type 

THCAS と比較して膨大な数の SNP と，アミノ酸

置換を特徴とする THCAS であるとした．Van 

Bakel et al.（2011）は，drug type から 3 つの異

なる CBDAS 偽遺伝子を特定した． Fiber type

の栽培品種 Finola から THCAS を検出したが，

これは機能的に不完全であった 1)．  

Weiblen et al. （2015）は 9つの THCAS およ

び CBDAS シーケンスを報告し，4 種のホモログ

が同時に存在することを明らかにし，THCAS と

CBDAS が異なる遺伝子座でヘテロ接合性を示

した証拠とした 27).  

異なる化学型の 18 系統の大麻から 9 種の

THCAS と 12種の CBDASが得られ，花序で発

現するこれら合成酵素は 1〜5種と植物体によっ

て異なることが明らかとなった 8)．これら合成酵

素は多型性（SNPs）が見られ，その結果が，各

植物体のカンナビノイドの生産量（効率）を左右

すると示唆されるが，複数の配列の存在と発現

の違いは化学型特異的マーカーの開発がます

ます困難になることを示唆している． 

 

D. 結論 

農学や法科学に役立つ信頼性の高い DNA

マーカーの開発は，遺伝子とその作用の基礎と

なる分子メカニズムの知識に基づく必要がある．

大麻の遺伝子配列情報は順調に蓄積されてお

り，多くの分析マーカーの開発につながってい

る．ただし，雌雄同株のような重要な特性は，生

理学的，遺伝学的基礎がまだ十分に調査され

ていない．同様に，光周期条件への応答，毛状

突起に関する研究および繊維品質など，産業

用または医療用大麻にとって重要な特性は分

子レベルではまだ十分に理解されていない．今

後は，上記部分の研究の進展が期待される． 
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米国における大麻規制の現状： 
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 研究協力者：阿久根陽子（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部） 

 

【研究要旨】 

本研究では、米国の各州における医療用大麻法（Medical marijuana laws, MMLs）およびレクリ

エーション用大麻法（Recreational marijuana laws, RMLs）について調査し、米国における大麻規制

手法の概要についてまとめた。 

医療用大麻法を運用する州の数は、昨年度の調査では 33 州+コロンビア特別区(D.C.)であった

が本年度の調査では増減はなかった。規制の状況は、一部の州において、大麻の適応症数は更新

されていたが、大麻の所持量、大麻摂取法など州間で統一されていない状況のままであった。医

療用大麻法が導入されていない 17州のうち 13州では、大麻に含まれる化学物質であるカンナビ

ジオール(Cannabidiol, CBD)のみ、医療目的による所持・使用を認めていた。レクリエーション用

大麻法が導入された州の数も、昨年度の調査では 9 州+D.C.であったが本年度の調査では 11 州

+D.C.へと増加した。嗜好品としての大麻使用規制については、年齢制限、所持量、使用できる場

所（学校、職場、公共施設では禁止）など従来のままであった。本年度は、新たに米国における

薬物乱用防止教育について、カリフォルニア州で実施されているプログラムの調査を行った。プ

ログラムでは、若者が動機や対話などのスキル、意思決定について学ぶことに重点が置かれ、プ

ログラム受講により薬物使用が抑制される効果が得られるということがわかった。 

大麻合法化後の影響については、コロラド州の場合、違法行為での逮捕者数の減少は認められ

ず、無許可で大麻販売を行う組織的活動や大麻影響下での交通事故の増加など社会的環境の悪化

が懸念される。大学や仕事場で大麻が蔓延している可能性が認められたことから、渡米する邦人

が安易に大麻に手を出さないよう注意喚起が必要である。また、大麻成分を含有する食品の摂取

による健康被害が発生しており、コロラド州では子どもの大麻食品の摂取による救急搬送数が激

増している。コロラド州やカリフォルニア州では、子どもが容易に大麻製品を摂取できないよう

製品パッケージに厳しい規制をかけているが、健康被害の抑制には至っていなかった。米国にお

ける医療用大麻法およびレクリエーション用大麻法は、厳格な規則のもと運用されている。しか

しながら、大麻の使用実態については、必ずしも規則が守られているとは限らない状況であるこ

とが明らかになった。 

世界的な大麻規制の変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する健康被害および社会生活に対

する影響などを含む総合的な検証が必要であろう。 
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A. 目 的 

 

 世界的に大麻規制システムの変革が進んで

おり、大麻規制を緩和する流れが起きている。

米国では、大麻を連邦法である物質規制法によ

って最も厳しい規制のカテゴリーである

Schedule I と定めているが(1)、州単位では医療

目的または嗜好品目的による大麻の使用を合

法化する動きが活発化している。今後、我が国

における大麻の規制に大きな影響を与える可

能性がある。 

 本研究では、米国における医療用大麻法およ

びレクリエーション用大麻法について調査し、

各州の医療用大麻および嗜好品としての大麻

の規制の現状についてまとめた。 

 

B. 方 法 

 

(1)米国における医療用大麻法（Medical 

marijuana laws, MMLs）：2019年 11月 29日時点

での、33 州およびコロンビア特別区(D.C.)にお

ける医療用大麻法（Medical marijuana laws, 

MMLs）の運用を担当する州保健省内の専門管

轄担当局の公開している規定を調べ、州ごとの

共通点と相違点の比較整理を行った。管轄とな

る州保健省の一覧は、Table.1に記載した。調査

項目は、年齢、患者登録の有無、患者登録の有

効期限、対象となる適用症、所持量、使用方法

として喫煙の可否とした。次に、州法で大麻に

含まれる化学物質のうち、カンナビジオール

(Cannabidiol, CBD)についてのみ医療目的での

所持・使用を認めている 13 州について担当局

の公開している規定を調べ、MMLsと同様に州

ごとの共通点と相違点の比較整理を行った。管

轄の一覧は、Table.2に記載した。 

 

(2) 米国におけるレクリエーション用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs）： 2019年

11月 29日時点での、11州および D.C.における

レクリエーション用大麻法（ Recreational 

marijuana laws, RMLs）の運用を担当する州の担

当局の公開している規定を調べ、年齢、所持量、

大麻および大麻製品の購入にかかる税金、使用

制限について調査し、MMLsの規定との比較を

行った。 

 

(3) 大麻の違法な使用の状況について：コロラ

ド州が発表している Impacts of Marijuana 

Legalization in Colorado, A Report Pursuant to 

Senate Bill 13‐283, October 2018 (2)より大麻関

連犯罪の推移を調査した。 

 

(4) 薬物乱用防止教育について：カリフォルニ

ア州で使用されている薬物乱用防止教育の指

導用テキストを、プログラムの開発元である南

カリフォルニア大学の Project towards no drug 

abuseのホームページより入手した。 

 

C. 結 果 

 

（1）医療用大麻法（Medical marijuana laws, 

MMLs） 

米国では、連邦法である規制物質法に従って、

大麻をヘロイン、LSD または MDMA 等と同等

の Schedule Iと定めその使用を禁止している(1)。

一方、1996年にカリフォルニア州で初めて医療

用大麻法（Medical marijuana laws, MMLs）が可

決されて以来、2019 年 11 月 29 日までに 33 州

とコロンビア特別区(D.C.)において医療目的に

よる大麻の個人的な所持や使用を非罰則化し

たMMLsが州単位で運用されている(Table.1)。 

医療目的で大麻を購入するためには、一般的

には州の定めた手続きに従って患者の認定登

録を受け、大麻を購入するためのライセンスを

発行してもらわなければならい。患者登録の手

続きは、担当局のホームページより個人情報の

登録と申請書の作成、州の住民であることの証

明さらには認定医の許諾が書面で必要となる。

18歳未満の場合、親の同意も必要となる。これ

らの情報をもとに担当局が審査を行い、申請者

の患者登録の可否が決まる。患者登録を受けた

申請者は、州の認定した大麻の販売店で医療用

大麻を購入可能となるライセンスの発行手続

きを行う。また、患者の登録後に発行される大
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麻購入用ライセンスは、更新が必須となってお

り基本的に 1 年以内だが、2 年または 3 年間と

なっている州もあった。 

次に、申請者が大麻を医療目的で使用する場

合、どのような疾患に対して大麻の適応が許可

されているのか、33州および D.C.について調査

した。治療目的で大麻使用が認められる適応症

の数は、各州で独自に定めており、少ないとこ

ろではオレゴン州とメリーランド州が 10 の疾

患を対象としていたが、イリノイ州では 40 の

疾患で適応を認めていた。また、2018年ではコ

ロラド州とアリゾナ州が 9の疾患を対象として

おり、33州の中で最も少ない数であったが 2019

年にはそれぞれ 11および 13疾患と対象範囲が

増えていた。その他にも適応症の範囲を変更し

ている州もあることから、MMLsの対象となる

適応症は、定期的に見直され、必要に応じて追

加や削除が行われる状況となっている。オクラ

ホマ州やD.C.では、医師の判断で患者の大麻使

用を決定できる制度を取っていた(2019年 11月

時点)。 

医療用大麻の購入が許可された申請者(患者)

は、医療用大麻の販売を許可された店舗で大麻

を購入することができる。大麻の購入可能量は、

州ごとに定められた所持量の範囲内であり、規

定量を超えて所持または購入すると違法行為

となる。アラスカ州やワシントン州では、最大

で 1 oz (約 28.35 g)までと制限されていたがオレ

ゴン州では 24 oz までとなっていた。ミネソタ

州やニューヨーク州など 7つの州では、医療目

的での大麻草の喫煙を禁止しており、大麻加工

製品のみ使用を認めている。医療用大麻の個人

間での売買は 33 州および D.C.のすべてで禁止

されている。 

2019 年 11 月 29 日時点で MMLs が導入され

ていない 17州のうち 13州では、2014年より大

麻成分の一つであるが、向精神作用を示さない

カンナビジオール(Cannabidiol, CBD)に限って

医療目的使用を認めている(Table.2)。医療目的

で CBD の使用を認めている州では、MMLs を

運用している州と同様にミシシッピ州など 9州

では患者登録が必要となっていたが、アラバマ

州など患者の登録を必要としない州も存在し

た。また、ほとんどの州では 18歳未満であって

もCBDを使用することが許可されていた。CBD

はけいれん発作の抑制作用が報告されており

(3)、13州においては共通してその使用が認めら

れている。その他、アラバマ州、ジョージア州、

テキサス州そしてアイオワ州では複数の疾患

について CBDの使用を認めていた。また、大麻

草の使用は禁止されており、CBD製品に含まれ

る テ ト ラ ヒ ド ロ カ ン ナ ビ ノ ー ル

(Tetrahydrocannabinol, THC)および CBD の含有

量も一定の制限がある。THC については 0-5%

未満、CBD ではインディアナ州の最小でも 5%

以上と定められている。CBDの入手方法は州ご

とに異なっており、合法的な入手方法としては

指定の大学または米国食品医薬局(FDA)が実施

許可をしている臨床治験に参加する、あるいは、

州が許可した販売店で購入することとなって

いる。例えば、ミシシッピ州では、小児のてん

かん発作の治験としてミシシッピ大学で実施

しているプログラムに参加することで米国薬

物乱用研究所(National Institute on Drug Abuse, 

NIDA)によって標準化された CBD の提供を受

けることができる(4)。一方で、CBD製品の販売

に関してバージニア州などの 4州では州が関与

しておらず、CBD製品の品質については州間で

著しく異なっている可能性がある。アイダホ州、

サウスダコタ州、ネブラスカ州およびカンザス

州においては大麻の使用を全面的に禁止して

いる。 

したがって、大麻は、全米で医療目的による

使用が認められているわけではなく、約 3割の

州は依然として禁止薬物のままである。大麻の

医療用途としては、がん治療や HIV/AIDS 治療

の副作用緩和には適応されているが、臨床上の

有効性はさらなる検討が必要であると考えら

れる。また、医療用大麻の利用拡大は、大麻関

連の健康被害の増加を招く恐れがあり、処方実

態と健康被害との関連性を調査していく必要

があると考えられる。 

 

（2）レクリエーション用大麻法（Recreational 
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marijuana laws, RMLs） 

米国では、大麻を嗜好品として使用すること

を 認めた レクリ エー ション 用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs）が、2012年

にコロラド州とワシントン州で、2014年にアラ

スカ州、オレゴン州および D.C.で、2016年にカ

リフォルニア州、ネバダ州、メイン州そしてマ

サチューセッツ州そして 2018 年にバーモント

州、ミシガン州、2019年 6月にイリノイ州で可

決されている。RMLs が運用されている州内で

は、規則を守っている限り大麻を所持、栽培ま

たは使用することによって州法で処罰される

ことはない。 

MMLs および RMLs の比較一覧を Table.3 に

示す。嗜好品としての大麻は、21歳以上になる

と購入が可能となる。2019 年 11 月 29 日時点

で、バーモント州、イリノイ州と D.C.を除いて

大麻の商業流通が認められており、州がライセ

ンスを付与した店舗のみで購入が可能となっ

ている。個人間の売買は 11 州および D.C.のす

べてで禁止されている。入店の際、セキュリテ

ィーに ID を見せ、年齢チェックを行うことを

義務付けている。 

嗜好品用大麻の販売を許可された店舗で大

麻を購入する場合、大麻の購入可能量は、州ご

とに定められた所持量の範囲内であり、規定量

を超えて所持または購入すると医療用大麻と

同様に違法行為となる。また医療用大麻と比べ

ると嗜好品用大麻の所持量は少なく制限され

ている場合が多い。 

医療用または嗜好品用として大麻を購入す

る場合、一般的には州の定めた大麻税や消費税

などがかかる。医療用大麻と比較して嗜好品大

麻は税率が高く設定されている。コロラド州で

は大麻販売による税収が 2014年の約 6,700万ド

ルから 2018年に約 26,600万ドル、2019年には

約 27,700 万ドル (1-11 月まで)と増加している

(5)。コロラド州、オレゴン州またはカリフォル

ニア州など大麻の販売で得られた税収は、州の

事業のほか、公立学校の資金援助や薬物乱用の

規制等のプログラムに用いられている(6-8)。 

大麻が使用できる場所は、医療および嗜好品

問わず基本的に自宅のみと制限されている。ま

た、大麻を使用しながら自動車の運転操作も禁

止されている。 

 嗜好用途の大麻使用の合法化は、多くの雇用

を産出している。2017年初めに合法大麻産業に

従事していたのは 12万人だったが、2年後には

21万人以上となった(9)。これは、米国の遊園地・

ゲームセンター産業（21万人従事）や飲料製造

産業（26万人従事）、カジノホテル産業（27万

人従事）に匹敵する(2018 年時点)(10)。2018 年

から 2019 年の州別の就業人数は、医療用途の

大麻使用のみを合法としている州でも増加が

見られ、大麻の合法化が産業に大きな影響を及

ぼしている。このような急激な産業界の変化に

より、生化学、農芸、経営、金融、法律といっ

た幅広い分野で大麻に関して正確な情報と高

い専門性を有する人材が求められるようにな

った。学術界ではこれに呼応するように、大麻

を専門とする学部やコースが設置され始めて

いる (11)。ミシガン州では州立大学である

Northern Michigan University に Medicinal Plant 

Chemistry学部が 2017年に設置され、大麻の栽

培などについての化学、園芸学、生物学、経営、

金融などの観点から学ぶことができる 4年制の

専攻が開講された(12)。この他にも、カリフォル

ニア州の州立大学であるUniversity of California, 

Davis が大学の予算や大麻販売で得られた税収

を利用して大麻に関する様々な分野の研究を

包括的に行える体制を整えている(13)。特に、医

療面での研究が進むことで新しい疾患に対す

る大麻成分の有効性や処方方法の確立が期待

される。 

しかしながら、大麻産業が成長するにつれ容

易に大麻の入手可能な環境も広がることから、

今後も法的整備と未成年に対する薬物乱用防

止教育を進めていく必要がある。 

 

(3) 大麻の違法な使用の状況について 

 コロラド州における大麻犯罪（個人）の逮捕

者数の推移を Table.4 に示す。21 歳以上の逮捕

者数は、2012 年から 2013 年にかけて 82.5%減

少した。これは、2012年に個人の大麻所持・栽
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培が合法化されたためと考えられる。一方で、

2013年以降、違法行為での逮捕者数に減少は認

められず、必ずしも規則が守られているとは限

らない状況であった。さらに、10 歳から 20 歳

までの状況は深刻で、2013 年から 2017 年まで

の間で、逮捕者数はほぼ同様の水準で推移して

いる。21歳以下の占める割合は、逮捕者数全体

の実に 70%以上であった。逮捕者の性別で比較

すると、70%以上が男性であった。違法行為を

分類すると、所持の違反が最も多かった。所持

違反全体のおよそ80%が未成年で占められてい

ると考えられる。大麻の違法な販売は 2013 年

以降 11%増加しており、違法な栽培については

244%も増加している。その他の内訳は、詳細が

未発表であるため不明である。違法行為によっ

て逮捕される場所で最も憂慮されるのは大学

であり、2013 年の 488 人から 2017 年では 809

人と著しく増加している。大学での大麻の蔓延

は、我が国のように大麻を違法とする国の留学

生が大麻使用を誘われる危険性に直面するこ

とから、非常に注意を要する状況である。同様

に仕事場での違反も増加していることから、学

生のみならず日本から出張または転勤する社

会人も周囲の環境に大麻が存在する可能性を

認識しなくてはならい。また、高速道路、路上、

公園や飲食店など公共の場での大麻使用者数

も増加傾向にあり、社会的環境への影響が懸念

される。 

 大麻の違法市場の状況については、大麻の店

舗販売が始まった 2014 年以降、正規のライセ

ンスを持たない大麻の違法な販売や栽培を行

う組織犯罪の摘発件数が 1件から 119件と著し

く増加している(Table.5)。正規店で売られてい

る大麻は、高額な税金がかかるため(Table.3)、一

部の消費者にとっては安価に購入できる違法

販売店の需要が考えられる。また、違法に栽培

され押収された大麻草の量も 2013年の 4,980株

から 2017 年は 80,826 株と 16 倍も増加してい

る。正規店で販売されている大麻は、土壌、農

薬、水質など厳格な栽培基準が定められている

(14)。しかし、違法に販売されている大麻は、品

質の基準が守られているか不明であり、違法な

大麻の使用による健康被害の発生が懸念され

る。 

 大麻影響下における自動車の運転と事故の

関連性は、多くの研究から報告されている(15)。

2012 年から 2016 年までの交通事故全体の発生

率は、コロラド州のほか、嗜好品大麻を認めて

いるワシントン州およびオレゴン州において、

嗜好品大麻を認めていない州と比較して 5.2%

高いと報告されている(16)。さらに、コロラド州

では、2013年の交通事故の死亡者で大麻成分が

陽性を示した人数は 55 人であったが、2017 年

には 139人と 2.5倍も増加している(2)。大麻成

分が陽性を示した死亡者のうち、およそ 44%が

大麻とアルコールの併用だった。大麻とアルコ

ールの併用は、自動車運転能力の低下を引き起

こす(15)。しかしながら、コロラド州の状況は、

大麻とアルコール併用の危険性について、認識

不足の可能性がある。以上のことから、アルコ

ールと同様に大麻影響下における自動車運転

のリスクについて徹底した教育・啓発が必要で

あると考えられる。 

 大麻成分を含有する食品が流通している州

内では、子どもによる意図しない飲食を防ぎ、

その影響を最小化することを目的として、大麻

を含有した食品・飲料には、様々な規制が設け

られている。大麻を含有した食品・飲料は、製

品に含有できる THC 量に上限が設定され、不

透明で再密封可能（resealable）な容器に製品を

保管し、子どもが開封しにくい仕様（child-

resistant）で包装されている必要がある。一方で、

一つの製品に含有可能な THC 量の上限値は州

によって統一されておらず、さらに、大麻含有

食品・飲料であることがわかるように、シンボ

ルマークを包装に表示することを必要としな

い州もあるなど、規制にはばらつきがある

(Table.6)。以上のように、大麻食品の流通には厳

しい規制が定められているが、コロラド州内で

は大麻摂取による救急搬送の件数が増加して

いる。大麻合法化後の 2012 年では 110 件であ

ったが、2018年には 265件まで増加した。2018

年に救急搬送された全年齢層のうち 0-8 歳は全

体の 34%を占めており、その原因は大麻食品の
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摂取割合が最も多かった(Fig. 1A-B)。また、食

品の場合、消化吸収されて効果が出るまでに数

時間かかる場合もある。成人であっても、即時

に効果が出ないことから過量摂取してしまい

救急搬送される事例も報告されている。多くの

患者は、即日退院していたと報告されているが、

摂取量や健康状態によっては症状が重篤化す

る恐れもある。大麻製品に関する正確な知識、

さらには家庭内における大麻製品の管理の徹

底を啓発していくことが大きな課題であると

考えられる。 

 

(4) 米国の薬物乱用防止教育について 

未成年の薬物乱用では、過剰投与や事故など

の危険の他に、中退などによる低学歴化や犯罪

を起こす傾向、若年での結婚・出産の傾向が高

まることが知られている(17)。日本の高校に該

当する米国の Grade 9-12 (14-18 歳)における

2017年の大麻経験者は 36%と高く(18)、2019年

の全米薬物管理戦略では国民（特に 13-19 歳）

に啓蒙することで 5年以内に若者の薬物使用を

15％削減する目標を掲げている(19)。目標達成

のために重要視されているのが、薬物乱用防止

教育で、様々なプログラムが開発されている

(Table.7)。いずれのプログラムにも、動機

(motivation)、スキル(skills)、意思決定(decision 

making)のいずれかの要素が組み込まれている

が、3 つの要素全てを網羅しているものは少な

い。そこで、3 つの要素が組み込まれ、大麻使

用に効果のある Project Towards No Drug Abuse 

(TND)プログラム(Fig. 2)に着目し、このプログ

ラムの指導に用いられているテキストの内容

およびその効果について調査を行なった(20)。

なお TND プログラムは、米国 Public Health 

Institute所属の根本博士により、カリフォルニア

州サンフランシスコの学校において実際に使

用されていることが確認されている。 

TNDプログラムは、南カリフォルニア大学で

の 20 年以上に渡る研究に基づいて開発された

もので、14 歳から 19 歳までの高校生を対象と

した、全 12回の授業形式で構成されている。基

盤となる理論は「動機-スキル-意思決定モデル」

で、これら 3つの要素に介入することで、薬物

の誤った使用や他の問題となる行い（暴力や危

険な性行動など）の予防・減少が達成できると

する理論である。具体的には、動機では、薬物

使用が悪いことだと思わなかったり、薬物使用

の効果について作り話を信じていたり、健康に

価値を見出していなかったり、薬物使用への興

味を持っているといった動機を持っている場

合、薬物の誤った使用が起こりやすいので、プ

ログラムを通して薬物乱用についての誤解を

正す情報や動機を変える情報を与えることで、

このような動機を変えていくことを目指す。ま

た、対話スキルや低リスクグループと繋がるた

めのセルフコントロールスキルの欠如、および、

動機とスキルから得られる情報を考慮できる

合理的な意思決定の欠如も誤った薬物使用を

起こしやすいので、スキルや意思決定について

もプログラムを通して学び、身に付けることを

目指す。全 12回の授業概要をTable.8および Fig. 

2 に示す。各授業は対話形式となっており、生

徒間や生徒と教師の間においての議論によっ

て進行する。 

授業を行う教師は、特別な資格を有する者で

はなく、学校の教師が担当することが想定され

ている。ただし、プログラムの効果を得るには

プログラムの忠実な実践が不可欠であるため、

TND トレーナーによる訓練に参加して指導を

受けた教師が実践することが推奨されている。 

TNDプログラムは、これまでに 7つの実験的

試験によって厳密に効果が検証されており、過

去 30日以内の大麻、アルコール、タバコ、ハー

ドドラッグ（コカインや幻覚剤、興奮剤、吸入

剤、その他の薬物）の使用の減少や男子学生に

おける暴力や武器の所持の減少といった効果

が得られることが確認されている。一方で、本

プログラムの生徒による自己学習には効果が

ないことが示されており、プログラムを用いた

教育機関での薬物乱用防止教育が、若者の薬物

乱用の抑止に有用であるということが示され

ている。 
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D. 考 察 

 

米国では、33州および D.Cにおいて大麻を医

療目的で使用することを認めている。しかし、

適応症の数、個人の所持量や使用方法などは州

単位で異なっており、全州で統一がなされてい

ないことが明らかになった。適応症の中で、が

ん治療や HIV/AIDS 治療に伴う食欲不振や吐き

気止めなど特定の症状、多発性硬化症等に起因

する痙縮の抑制に対する効果は認められてい

るので、これらが米国における医療用大麻の使

用拡大に寄与していると考えられる。しかしな

がら、他の適応症に関しては、臨床上の有効性

に関する検討が不足しており、更なる研究が必

要であると考えられる。 

大麻を嗜好品として使用を認めている州で

は、大麻の売買は課税対象となっており、州の

財源となっている。大麻関連製品を取り扱うこ

とは、税収の確保という観点から新規の産業と

して影響力があると考えられる。また、大麻販

売から得られた税収が、未成年や女性に対する

大麻使用の有害性について啓発活動に使われ

ている(6-8)。特に、未成年を対象とした薬物乱

用防止教育では、大麻に特化したプログラムが

開発されているわけではないが、対象者の動機

付け、社会スキルの向上、意思決定能力の向上

を組み込んだプログラムが効果を発揮してお

り、プログラム受講者の大麻使用者数の減少を

報告している(Table.7)。以上のことから、米国に

おける大麻規制の緩和は、必ずしも大麻の安全

性を背景にしたものではなく、大麻の流通量や

社会情勢が影響していると考えられる。 

嗜好品における大麻の使用は、年齢制限、所

持・栽培量や使用可能な場所に厳しい制限と違

反した場合の罰則が設けられている。しかし、

コロラド州では、2012年に大麻の所持や栽培が

一定の制限下で合法化されているにもかかわ

らず、2013年以降逮捕者の大幅な減少は認めら

れていない。特に、逮捕者の 70%以上を未成年

が占めており、未成年への乱用防止政策の厳し

い現実が明らかになった。また、大学や職場で

の大麻の使用が蔓延しており、日本からの留学

生や社会人が容易に大麻に手を出すことが無

いよう我が国の関係機関が協力して啓発して

いく必要がある。 

コロラド州では、大麻製品使用による救急搬

送事例件数の増加などの健康被害の発生が確

認されている。また、大麻使用に関連した交通

事故の増加などの社会問題も発生している。し

たがって、未成年の大麻使用防止教育、家庭内

での大麻製品の管理の徹底、大麻影響下におけ

る自動車運転の抑止はきわめて重要な課題で

ある。大麻規制を緩和することで大麻使用者は

増加することから、今後も新たな公衆衛生上の

問題が発生する可能性がある。米国では厳格な

規則のもと大麻の使用を認めているが、コロラ

ド州から見た実態は、必ずしも規則が守られて

いるとは限らない状況である。引き続き、世界

的な大麻規制の変化を注視し、我が国でも大麻

使用に関する健康被害および社会生活に対す

る影響などを含む総合的な検証が必要であろ

う。 

 

E. 結 論 

 

米国における医療用大麻法およびレクリエ

ーション用大麻法は、その運用は厳格なルール

が定義されている。特に、嗜好品として認めて

いる州では、罰則規定など厳しい規制を設けて

青少年での使用には警戒している。一方で、必

ずしも大麻の規制が守られているわけではな

く、様々な公衆衛生上の問題も発生している。

世界的な大麻規制の変化を注視し、我が国でも

大麻使用に関する健康被害および社会生活に

対する影響などを含む総合的な検証が必要で

あろう。 
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Table.1 米国 33州および D.C.におけるMedical marijuana lawsの比較 

 

2019 年 11 月時点における米国 33 州および D.C.の医療用大麻の管轄サイトより運用方法の情報を

収集した。各州は、医療用大麻法が合法化した順となっている。基本的な年齢は 18歳以上だが、す

べての州で親の同意があれば 18歳未満でも患者登録は可能である。適応症の数は、制度の見直しに

よって増減する可能性がある。所持量は大麻草の量を表しており 1ozは約 28.35gで換算される。大

麻加工製品は製品の種類ごとに所持量の規制がある。喫煙は、大麻草の加熱吸引のことであり、ヴ

ェポライザー等の使用については別に規制される場合がある。喫煙の可否が定められていても、使

用可能な場所は基本的に自宅のみである。大麻影響下における自動車の運転操作は禁止されている。 
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Table.2 米国 13州における Cannabidiol (CBD)の取り扱いの比較 

 

2019年 11月時点における米国 13州の管轄サイトよりカンナビジオール(cannabidiol, CBD)の運用方

法の情報を収集した。各州は、CBDの使用が許可された順となっている。基本的に患者の対象年齢

は定めていなかった。管轄に患者の登録を必要としない州も一部あるが、基本的に大学や FDAの実

施する治験登録は必要となっている。CBDについては 2019年 11月時点で上限値は定まっていない

が、delta9-tetrahydrocannabinol (THC)は 0-5%未満と厳しい基準がある。CBDの入手方法は臨床研究

に参加することで処方される場合が多いが、一部の州では CBD 製品について規定されていなかっ

た。CBDの医療目的使用のみを認めている州において大麻の所持・使用は違法行為である。 
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Table.3 米国 11州および D.C.における医療用とレクリエーション用の大麻規制の比較 

 

2019年 11月時点での医療用大麻法と嗜好品大麻法を管轄する州のサイトより法律名、法案が可決

した年、大麻使用可能な対象年齢、大麻の所持量、大麻の購入かかる税金の規定を調査した。D.C.

では、嗜好品としての大麻の商業取引は禁止されており、税金に対する規定は定まっていない。バ

ーモント州とイリノイ州では大麻の店舗販売はまだ始まっておらず、税金の規定は検討中となって

いる。使用可能な場所はすべての州で共通して自宅などプライベート空間のみとなっていた。 

  



-53- 

Table.4 コロラド州における大麻関連犯罪の逮捕者数（個人） 

 

Impacts on Marijuana Legalization in Colorado, Oct. 26, 2018, p19-27よりコロラド州の大麻関連の犯罪

で逮捕された人数、性別、犯罪の種類、逮捕場所を調査した。犯罪の種類と逮捕場所に記載されて

いる「その他」の項目については、詳細な内訳は発表されていないため不明である。 
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Table.5 コロラド州における大麻関連犯罪の違法栽培・販売に関与する組織の摘発数 

 

Impacts on Marijuana Legalization in Colorado, Oct. 26, 2018, p31よりコロラド州の大麻関連の犯罪で摘

発件数、犯罪の種類を調査した。 
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Table.6 大麻食品の THC含有量と州で共通のシンボルマークの規定 

 

レクリエーション用の大麻規制を調査することで作成した。参照した規制を以下に示す。 

アラスカ州：Chapter 17.38 - Statutes (effective 2018/7/25) and 3 AAC 306 - Regulations (updated 2019/8/21). 

Available at: https://www.commerce.alaska.gov/web/amco/MarijuanaRegulations.aspx (Accessed December 

19 2019). 

コロラド州：Official state information on the laws & health effects of retail marijuana. Available at: 

https://www.colorado.gov/pacific/marijuana (Accessed December 19 2019). 

カ リ フ ォ ル ニ ア 州 ： CDPH Regulations for Cannabis, DPH-17-010. Available at: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CEH/DFDCS/MCSB/CDPH%20Document%20Library/DPH17010_Fina

lClean.pdf (accessed December 19 2019). 
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Fig.1 コロラド州における大麻摂取後の救急搬送数 

Colorado Department of Public Health and Environment Monitoring Health Concerns Related to Marijuana 

(https://www.colorado.gov/pacific/marijuanahealthinfo/poison-center-data)より公開されている大麻摂取後

の全年齢および 9歳未満の救急搬送数。(A)乾燥大麻、食品およびその他の形状の大麻製品摂取に

よる救急搬送者数、(B)0-9歳未満で救急搬送された大麻の摂取形態の分類。 
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Fig.2 薬物乱用防止教育のプラグラム内容。(A) Project Towards No Drug Abuse (TND) Teacher’s Manual 

3rd Editionの表紙、(B) TNDプログラムテキスト中に収載された全 12回の授業概要  
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Table.7 米国の薬物乱用防止教育 

 

文献 17より薬物使用に効果がある教育プログラムを抜粋 
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Table.8  TNDプログラム全 12回の授業の概要 
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令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス政策研究事業：H29-医薬-指定-009） 

 

危険ドラッグ等の乱用防止のより効果的な普及啓発に関する特別研究 

分担研究報告書 

 

大麻／フィトカンナビノイドの有害 

性と有益性 

に関する調査研究 

 

分担研究者：山本経之                     （長崎国際大学大学院薬学研究科 薬理学研究室） 

研究協力者：山口 拓、福森 良      （長崎国際大学大学院薬学研究科 薬物治療学研究室） 

 

【研究要旨】 

国外において大麻・大麻関連製品の合法化が進むに伴って、国内ではその安全性に関わる誤っ

た情報が流布されている現状がある。本年度は大麻と大麻由来の生理活性を有する植物成分（フ

ィトカンナビノイド）に焦点を当てて、その使用時の有害性について、「1.大麻喫煙の薬理」、「2.

精神疾患に対する大麻の作用」、「3.大麻の短期・長期使用による有害作用」、「4.胎生期間／幼児期

における大麻の影響」という観点から近年の報告を中心に調査した。一方、昨今のフィトカンナ

ビノイド自身やフィトカンナビノイドをリード化合物とする医薬品開発が国内外で進められて

いる現状を踏まえ、フィトカンナビノイドを含めた大麻由来医薬品開発の現状とその問題点を「5.

大麻の医薬品としての有益性」として考察した。 

大麻に関わる国内の諸問題は、特に娯楽目的や商業目的の使用において合法化された諸外国と

は社会的背景や見解を異にするもので、本邦独自の問題として対応すべきである。したがって、

科学的根拠に基づいた最新の学術的情報を精査･総括し、大麻の有害性ならびに有用性との相反

する二面性、さらには大麻が有する「グレーゾーン」を科学的に評価することには重要な意義が

あると同時に、大麻乱用防止を含めた薬物乱用防止教育の今後の方針のみならず、行政および法

制度における発展的な方策の決定にも新たな指針を与えるものと考えられる。 

 

A. 研究目的  

国外において大麻・大麻関連製品の合法化が

進むに伴って、国内の大麻にまつわる「大麻は

他の乱用薬物よりも危険性が低い」、「大麻は外

国で医薬品として使われているから安全」など

の誤った情報が流布されている現状を踏まえ、

本年度は大麻および大麻由来の生理活性を有

する植物成分（フィトカンナビノイド）に焦点

を当ててその有害性について、最近の報告を中

心に調査した。また、フィトカンナビノイドを

含めた大麻由来医薬品開発の現状とその問題

点についても考察した。 

B. 研究方法 

「大麻、マリファナ、THC，CBD」のキーワ

ードをリストアップの上、PubMed 等のタイト

ルから動物での薬理研究論文ならびに臨床研

究論文から大麻の依存および胎生期間／幼児

期における有害性および大麻の医薬品として

の可能性に関する下記の最新の５編の総説論

文と２編の原著論文を中心に精査し、５項目の

カテゴリーに分けて総括する。 
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1) Cannabis and mental illness, a review. Eur Arch 

Psychiatry Clin Neurosci. 269(1):107-120. 2019 

2) Behavioral Characterization of the Effects of 

Cannabis Smoke and Anandamide in Rats. PLoS 

One. 11;11(4):e0153327. 2016 

3) A 21st Century Problem, Cannabis Toxicity in a 

13-Month-Old Child. J Emerg Med. 56(1):94-96. 

2019 

4) The cannabis paradox, when age matters. Nat Med. 

6;23(6):661-662. 2017 

5) Cannabis Therapeutics and the Future of 

Neurology. Front Integr Neurosci. 18;12:51. 2018 

6) Targeting Cannabinoid Signaling in the Immune 

System “High”-ly Exciting Questions, 

Possibilities, and Challenges. Front Immunol. 

10;8:1487. 2017 

7) Prenatal THC exposure produces a 

hyperdopaminergic phenotype rescued by 

pregnenolone. Nat Neurosci. 22(12):1975-1985. 

2019 

 

1. 大麻喫煙の薬理  

2. 精神疾患に対する大麻の作用  

3. 大麻の短期・長期使用による有害作用 

4. 胎生期間／幼児期における大麻の影響 

5. 大麻の医薬品としての有益性 

 

 

C. 研究結果・考察 

1. 大麻喫煙の薬理 2） 

これまでの動物実験による報告から、高用量

の THC投与(Aung et al., 2000)及びエンドカンナ

ビノイドのアナンダミド投与 (Khanolkar et al., 

1996) では、動物の自発運動量は減少する。ま

た THC の長期投与では、依存性が形成される

ことも明らかとなっている(Sjoden et al., 1973, 

Fride et al., 1993, Aceto et al., 1995)。 

一方、ヒトにおける大麻の使用は主に喫煙で

用いられるが、カンナビノイド類を使用した動

物試験では、ほとんどが注射で用いられている

(Agrawal et al., 2009)。また、大麻には多くの異

なるカンナビノイド類が含まれ、中でも THCの

作用は多くの報告がある。さらにカンナビジオ

ール(CBD)や他のフィトカンナビノイドは、

THCの作用を相加的、相乗的に増強または拮抗

的に作用する可能性も示されている(Ashton, 

2001)。しかしながら、混合物としての大麻の脳

に及ぼす作用に関する研究は、極めて少ない。

Adriaan らは、ヒトの大麻喫煙を模倣するため、

大麻タバコから生じる煙にラットを曝露し、大

麻喫煙の関わる動物実験を行っている。この時

の、大麻煙曝露後のラット血清中 THC 濃度は

225 ng/mL であり、これはヒトにおける大麻喫

煙後の濃度と同程度であった。さらに、大麻煙

曝露ラットでは対照群とくらべて、カンナビノ

イド CB1受容体（CB1受容体）拮抗薬リモナバ

ン投与により、禁断症状と考えられる行動が多

く観察された（体の震え、頬の振戦、瞬目、前

足のふらつき、性器舐め、身繕い、頭部振戦、

眼瞼下垂、ティースチャタリング、苦悶、あく

び）。 

大麻煙の曝露直後では、オープンフィールド

試験における自発運動量の増加が短時間誘発

されたが、その後は対照群とくらべて自発運動

量が長時間にわたって減少する二相性の作用

が認められた（図１）。また、ラットの立ち上が

り回数も同様に長時間減少が見られた。リモナ

バンの前処置により、大麻煙曝露による自発運

動量の減少は抑制され（図１A）、立ち上がり回

数の減少も抑制された。しかしながら、高用量

のアナンダミド腹腔内投与では、自発運動量及

び立ち上がり回数が減少したが、リモナバンの

前処置では抑制されなかった（図１B）。 

オープンフィールド試験では、フィールド中

央部への滞在時間は大麻煙への曝露により増

加し、不安の低下が認められる。一方、高架式

十字迷路試験でのオープンアームの滞在時間

は、大麻煙を曝露しても変化が認められない。

この様に両データに相違があり、一定の評価を

与えることが困難である。 

さらに、大麻煙への長期曝露後の動物にアナ

ンダミドを腹腔内投与して、大麻煙の長期曝露

が内因性カンナビノイドの作用に交差耐性を

もたらすのかどうかの検討も行っている。しか
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しながら、大麻煙への長期曝露は、アナンダミ

ドの自発運動量および立ち上がり回数の減少

作用に影響を及ぼさなかった (Adriaan et al., 

2016)。 

この様に、外因性カンナビノイドと内因性カ

ンナビノイドが必ずしも同一の作用態度をと

る訳ではないことが明らかとなった。 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．大麻煙曝露（A）アナンダミド投与（B）

による自発運動量の変化とCB1受容体拮抗薬リ

モナバンの作用 

Horizontal beam breaks： 

水平ビームの遮断回数（移動距離を示す） 

 

 

2. 精神疾患に対する大麻の作用 1）  

欧米諸国における大麻の合法化は、精神障害

におけるリスクに対する認識の低下と共に大

麻使用の増加を起こしている(Compton et al., 

2016, Piontek et al., 2013,)。これまで大麻および

その成分の精神疾患に対する治療薬としての

可能性が指摘されている反面、統合失調症、気

分および不安障害、パーソナリティ障害、外傷

後ストレス障害等の精神疾患患者の方が一般

集団よりも大麻使用障害が遥かに強いとの報

告もある(Buckner et al., 2008, Bujarski et al., 2016, 

Charilaou et al., 2017, Hasin et al., 2016,)。 

 

統合失調症 

フィトカンナビノイドの THC は用量依存的

に精神病発症リスクの増加と関連しており、精

神病が発症する可能性は大麻の常用者で 2 倍、

大量使用者で 4 倍高い(Di et al., 2009, Marconi et 

al., 2016)。更に、18 歳までに大麻の使用者は非

使用者に比べ統合失調症と診断されるリスク

が 2 倍も高かった。更に、大麻の慢性的使用者

は、非使用者に比べて 6 倍ものリスクがあった

(Andréasson et al., 1987)。多くの報告から、大麻

使用は精神病の早期発症、症状重症度の増加、

再発率の上昇、入院期間の長期化、疾患および

生活の質の全般的に不良な転帰と相関してい

ることが明らかにされている(D’Souza et al., 

2005, Foti et al., 2010, Manrique-Garcia et al., 2014, 

Patel et al., 2015, Van Os et al., 2002)。 

 

大うつ病性障害（MDD） 

大麻の使用は、MDD の診断を受けるリスク

の増加と相関している。一方、大麻の使用開始

が早いことは MDD 発症までの期間がより短い

ことと相関し(Schoeler et al., 2018)、また慢性的

な使用はこの関連性を更に強く示唆している

(Horwood et al., 2012, Rasic et al., 2013)。 
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表 1 精神疾患における大麻の治療上の有益性と有害性に関するエビデンスの評価 
 

 

診断名 治療上の有益性 有害性 今後の研究 

 

統合失調症 

（SZ） 

 

SZ に対する大麻、特に CBD

の治療的役割を裏付けるエビ

デンスはごくわずかあり、疑

わしい 

 

大麻使用は、精神病の転帰

不良およびリスク増加と強

い相関（用量依存性）がある

ことが示されている 

 

SZ の不均一な集団における

CBD の効果を判定するために

は、更にランダム化比較対照試

験が必要である。それに加えて、

CBD と THC の併用効果を検討

する更なる無作為化比較対照試

験が必要である。 
参考文献 (Boggs et al., 2018, Iseger et al., 2015, 

Leweke et al., 2012, McGuire et al., 

2018) 

(Andréasson et al., 1987, Marconi et 

al., 2016, D’Souza et al., 2005, Foti 

et al., 2010, Patel et al., 2015, Van Os 

et al., 2002) 

 

 

大うつ病性障害 

（MDD） 

うつ病において、大麻の有益

な影響を示す明確なエビデン

スはない（関連性がないこと

を示す試験のみ） 

大麻使用は、うつ病の経過

に対して有害な影響を示す

エビデンスが多く、特に青春

期での使用開始と関連して

いることが示唆されている 

どの大麻製剤が、どのような頻

度で、いつの使用開始が、有害性

と関連しているか、を調査する

縦断的前向き比較対照試験が必

要である 
参考文献 (Østergaard et al., 2017, Danielsson et 

al., 2016, Feingold et al., 2016) 

(Horwood et al., 2012, Rasic et al., 

2013, Baggio et al., 2014, Bahorik et 

al., 2017, Moitra et al., 2016, 

Schoeler et al., 2018) 

 

 

双極性障害 

(BD) 

使用直後の急性的な症状緩

和を除けば、大麻使用による

治療効果のエビデンスはない 

大麻使用は、BD のリスクの

増加と BDの転帰等の有害性

と関連している。しかし、統

計的に有意ではないとの所

見もある 

どの大麻製剤が、どのような頻

度で、いつの使用開始が、害と関

連しているか、を調査する縦断

的前向き比較対照試験が必要で

ある 
参考文献 (Hjorthøj et al., 2015, Ratheesh et al., 

2015, Sagar et al., 2016) 

(Cougle et al., 2015, Østergaard et 

al., 2017, Kim et al., 2015, Van Laar 

et al., 2007, Zorrilla et al., 2015) 

 

 

外傷後 

ストレス障害 

 (PTSD) 

大麻使用による治療効果の

エビデンスはごくわずかであ

が、主に睡眠に関連した有益

性が報告されている 

大麻使用による有害性が報

告されているエビデンスは

ごくわずかである。PTSD に

対する大麻の長期的影響は

依然として不明である。 

治療効果を確証するためには、

より症例数の多い無作為化比較

対照試験が必要である 

有害性を明らかにするには、縦

断的前向き試験が必要である 
参考文献 (Fraser, 2009, Cameron et al., 2014, 

Roitman et al., 2014, Jetly et al., 2015) 

(Manhapra et al., 2015, Tull et al., 

2016, Wilkinson et al., 2015, 

Earleywine et al., 2014) 

 

 

全般性不安障害 

(GAD) 

自己報告による報告にもか

かわらず、不安障害に対する

大麻の治療上の有益性を示す

明確なエビデンスはない 

大麻使用と不安障害または

不安症状の間に、正の関連が

あるとの報告と、逆に統計的

に有意な関連がないとの報

告が存在し、統一的見解がな

い。 

特定の大麻製剤と不安の転帰

および不安発症のリスクとを関

連付けるためには、無作為化比

較対照試験および縦断的前向き

試験が必要である 

参考文献 (Government of Canada., 2017, 

Bergamaschi et al., 2011) 

(Cougle et al., 2015, Degenhardt et 

al., 2001, Guttmannova et al., 2017, 

Danielsson et al., 2016, Scholes-

Balog et al., 2016) 

 

    

エビデンスの評価 

 

評価 1：最小限のエビデンス 

症例報告や後ろ向き研究 

評価 2：疑わしいエビデンス 

症例対照研究や横断的研究 

評価 3：強いエビデンス 

無作為化比較対照試験 

Lowe et al., (2019) の表 1を引用改変  
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不安障害  

大麻の不安に対する有益な効果が比較的最

近の 2017年に報告された(Government of Canada., 

2017)が、大部分の報告は大麻使用が不安障害・

不安症状の誘発に関連があるという有害性を

指摘している。大麻使用によって、広場恐怖症、

社会不安障害（SAD）(Cougle et al., 2015, Tournier 

et al., 2003)、全般性不安障害（GAD）(Degenhardt 

et al., 2001)との間の関係が裏付けられているが、

これらの 2 つの因子間に有意な関連はないと

い う 報 告 も あ る (Degenhardt et al., 2001, 

Guttmannova et al., 2017)。逆に、大麻使用者では、

非使用者に比べて不安症状が増強されている

との報告もある (Duperrouzel et al., 2018)。一方、

幼児期と思春期での大麻使用の影響を調査し

た研究では、不安症状および不安障害の発症リ

スクが増加し、大麻の使用開始が早いほどその

リスクが高くなっている(Copeland et al., 2013, 

Degenhardt et al., 2013, Hayatbakhsh et al., 2007)。し

かし、小児期の喫煙などの有意な交絡因子を調

整した後では、大麻使用と不安障害発症との間

に有意な相関がないことを述べている研究も

ある (Danielsson et al., 2016, Gage et al., 2015, 

Scholes-Balog et al., 2016, Zvolensky et al., 2008)。こ

のように、これまでの報告では、不安に対する

大麻の確固たる治療上の利益は示唆されてい

ない反面、かかる疾患の発病（有害性）を指摘

する報告もなく、統一された見解がなされてい

ない。したがって、大麻と不安障害・不安症状

の転帰および不安発症リスクとを関連付ける

ためには、無作為化比較対照試験および縦断的

前向き試験などの詳細な臨床研究が今後必要

となる。 

 

外傷後ストレス障害（PTSD）   

近年、PTSD 患者の大麻使用は増加している 

(Kevorkian et al., 2015)が、PTSD の治療としての

大麻使用に関するデータに明確な結論は出て

いない。PTSD 患者が摂取する大麻は不安に関

連した症状のためではなく、主に不眠症を伴う

症状に対処する手段として使用されている

(Bonn-Miller et al., 2014, Fraser, 2009)。しかし、

PTSD 患者への大麻使用は、睡眠の質および身

体的健康状態に関してかなり不良であること

が明らかにされている(Metrik et al., 2016)。これ

らの報告から睡眠に関連した大麻の有益性が

報告されているものの、有効性、忍容性を全体

的に考慮した治療効果としては懐疑的である。 

一方、PTSD 症状に対する大麻使用の有害性

に関する報告はごくわずかである。PTSD 症状

の重症度と大麻の毎日の使用との間に強い正

の関連が示されている(Dworkin et al., 2017)。し

かしながら、PTSD 症状の重症度に関して、大

麻使用者は PTSD 症状を発症している可能性

が高く、負の感情が増大している。この症状は、

大麻退薬後に改善している (Lee et al., 2018, 

Manhapra et al., 2015, Tull et al., 2016, Wilkinson et 

al., 2015)。さらに、PTSD 患者のみならず PTSD

の診断までには至らないが PTSD の基準を満

たす人は、同時に大麻を使用している場合、大

麻の離脱症状および大麻への渇望が増大する

ことを経験する (Boden et al., 2013)。総じて

PTSD に対する大麻の潜在的な有害性(Cougle 

et al., 2011, Grant et al., 2016, Metrik et al., 2018, 

Villagonzalo et al., 2011)と治療上の利益に関す

る作用は、まだ統一した見解がなされていない。

特に治療上の利益の大部分は睡眠に関連した

転帰の改善(Cameron et al., 2014, Earleywine et al., 

2014, Greer et al., 2014, Roitman et al., 2014)、ある

いは PTSD への転帰と大麻使用と間には関連

性がないことが示されている(Johnson et al., 

2016)。 

PTSDに対する大麻の長期的影響は依然とし

て不明で、今後は PTSD に対する治療効果を確

証するためのより症例数の多い無作為化比較

対照試験や有害性を明らかにするための縦断

的前向き試験が必要である。 

 

以上の結果から、娯楽目的の大麻使用は治療

上の利益よりも害の方が多いことが示唆され

る。また、大麻喫煙と精神疾患発症との関連性

をより正確に理解するには、大麻使用の状況

（例えば、使用頻度、THC 含有％および



66 

 

CBD/THC の含有比率）に留意した詳細な調査

が必要である（表１）。 

 

3.  大麻の短期・長期使用による有害作用 1）  

短期使用による有害性 

大麻の急性使用は、認知機能の障害を受ける

可能性がある。これには、短期記憶、運動協調

と制御、実行機能の障害や判断力の変化等があ

る(Bossong et al., 2012, Crean et al., 2011, Meier et 

al., 2012, Solowij et al., 2002)。さらに THC の含

有量の高い大麻を多量に使用した場合には、妄

想症または精神病を引き起こす可能性が指摘

されている(Curran et al., 2016, Volkow, 2014)。 

 

長期使用による有害性（依存症） 

長期的影響に関しては、大麻使用に伴う主要

なリスクは依存症である。大麻使用者の約

8.9%が生涯の曝露後に依存症を発症する

(Lopez-Quintero et al., 2011)。そのうえ、慢性使

用者のほぼ半数が中止後に、睡眠障害や悪夢か

らの不快気分や悪心等を含む強い離脱症状を

経験する(Budney et al., 2004)。注目すべきこと

は、大麻の使用が他の違法薬物への使用に進む

ことにも関連している。これは大麻の使用頻度

の増加や使用開始時期が早いことによって強

まり(Fergusson et al., 2006)、他の物質使用障害

や薬物関連の有害性へのリスクが高まること

になる。 

一方、大麻の急性使用は、神経薬理学的には

報酬の伝達系（例えばドパミン作動性報酬回路）

の活性化を引き起こし（ポジティブな気分状

態）、その慢性・頻繁使用は報酬回路の機能低

下・退薬による感情症状の悪化につながる。更

に視床下部・下垂体‐副腎皮質系およびコルチ

コトロピン放出因子（CRF）を刺激し、ストレ

ス反応を活性化させる（ネガティブな不快状

態；アロスタシス；恒常性の維持）(Koob et al., 

2001)。薬物依存症は、薬物による快感を恒常的

に維持する為にとられるアロスタシスと考え

られている。また大麻の退薬／離脱時のリバウ

ンド効果と呼ばれる不安・抑うつ・不眠症状の

出現は、その症状の緩和・軽減の目的で大麻の

再使用が引き続き起こるとも考えられる。大麻

使用から大麻使用障害を起こす過程の一方で、

大麻が退薬に伴う精神症状を改善すると言う

パラドックスが起こることになる。 

実証されている大麻喫煙のもう 1 つの長期

的な有害作用は、気道および肺の炎症による慢

性気管支炎の症状を発現するリスクである

(Volkow et al., 2014)。この点、大麻を気化しての

使用は、呼吸の問題が少ないとされている

(Earleywine et al., 2007, 2010, Gieringer et al., 2004)。 

 

4. 胎生期間／幼児期における大麻喫煙の影響 3,7） 

出生前（胎生期）における大麻の影響 

悪心・嘔吐を適応とした医療用大麻の使用が

一部の国で承認されているが、妊娠中の使用に

ついては法規制やその警告がなく(Volkow et al., 

2017)、医師や医療従事者が、妊娠中の大麻使用

リスクについて妊婦に助言することもないと

されている(Volkow et al., 2017, Jansson et al., 

2018)。しかしながら、大麻は、特に“つわり”な

どの妊娠に関連した疾患に治療薬として妊婦

に推奨できる場合があること(Dickson et al.,  

2017)が示されたことから、安全性を無視した誤

った情報をもとに使用されている現状がある。 

出生前（胎生期）の大麻曝露は、これまでの

臨床的エビデンスから、出生して成長後に運動

亢進、衝動性の亢進、注意持続の欠如、依存性

薬物に対する感受性亢進 (Morris et al., 2011, 

Huizink, 2014, De Genna et al., 2018)、および精神

病発症の脆弱性(Fine et al., 2019)を含む、多くの

行動異常および認知障害の素因となることが

示されている。特に、これら全ての精神神経障

害は、ドパミン作動性神経伝達の機能不全と関

係していることが報告されている(Volkow et al., 

2004, Grace, 2016)。しかしながら、胎生期の大

麻曝露がどのように神経調節系の成熟に影響

するかについては不明であった。 

Frau らは、妊娠したラット母獣に大麻活性

成分 THCを曝露した胎生期 THC曝露モデルを

作製して、出生した仔獣について解析した。そ

の結果、出生仔の腹側被蓋野における興奮性神

経から抑制性神経へのバランスの異常によっ
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てドパミン作動性神経系の抑制制御力の低下

が引き起こされていた(Frau et al., 2019)。すな

わち、ドパミン作動性神経が過剰に興奮してい

る状態であり、成長後の THC への急性曝露に

対する行動感作やドパミン遊離の増強、聴覚驚

愕反射によるプレパルス抑制障害、危険回避行

動の低下（衝動性の亢進）が認められることも

明らかとした(Frau et al., 2019)。特にこれらの

異常性は雄に特徴的に認められている。このよ

うに胎生期9-THC 曝露モデルから出生した仔

獣に認められた様々な異常性は、統合失調症の

病態生理と類似しており(Grace., 2016)、胎生期

に大麻曝露の経歴がある出生児が成長後に

THC 誘発性の精神病を発症しやすい大麻使用

者となる可能性が高い臨床研究(Compton, 2009)

と相関する。したがって、胎生期における大麻

曝露の経歴は、幼児期の早い段階で精神病的状

態となりうるリスク因子として考えられる 

(Fine et al., 2019)。 

一方、Frauらは、米国食品医薬品局（FDA）

が承認し、大麻使用障害、統合失調症、自閉症、

双極性障害にて臨床試験中の薬剤である神経

ステロイドのプレグネノロンが、胎生期 THC曝

露モデルから出生した仔獣に認められたドパ

ミン作動性神経の過興奮反応やそれに伴う行

動異常を正常化させたことから、妊娠中に大麻

曝露を受けた出生児に対する治療アプローチ

が可能であることも明らかにしている(Frau et 

al., 2019)。いずれにしても、臨床研究および動

物研究から明らかにされた多くの先行研究に

よって、胎生期の大麻曝露は出生後の成長過程

に著しい影響を及ぼし、精神神経系への異常を

もたらすことから、妊娠期における大麻および

大麻関連製品の摂取や受動喫煙などの意図し

ない大麻曝露は厳しく避けるべきであること

が考えられる。 

 

出生後（乳幼児期における）の大麻の影響 

小児における大麻中毒は、その摂取ルートと

して、育児中の養育者による大麻喫煙時の副流

煙のみならず、ヘンプシードミルク、ヘンプシ

ードオイル製品の長期使用や食用マリファナ

製品（特にキャンディーに類似の食品）の乱用・

誤用によって、長期に曝露されことによって生

じる。場合によってはそれらのカンナビノイド

製品には高い濃度の THC を含んでいる可能性

がある。このようなヘンプ製品や食用マリファ

ナ製品などが法的に認められている国では、子

供の健康補助食品として人気が高まっている。

このカンナビノイド製品の THC 含有量に関し

ては厳格な規制にもかかわらず、THC が法的

限度値以上に含まれている可能性があること

も明らかされていることから(Yang et al., 2017)、

成人のみならず小児におけるカンナビノイド

製品の摂取においては厳格な注意が必要であ

る。 

吸入された大麻の作用は、成人の場合、摂取

後数分以内に発現し、15～30 分以内に頂点に達

し、摂取後 4時間まで持続する。経口摂取され

た大麻は作用するのが遅く、作用の開始までは

30 分～3 時間の範囲で、摂取後 12 時間まで持

続する(Grotenhermen, 2003)。しかしながら、小

児は大麻濃縮物のバイオアベイラビリティが

高く、体重が少ないため、幼児の大麻摂取では、

少量の摂取にもかかわらず、血清中 THC 濃度

は高くなる。このように大麻成分の幼児･小児

における作用発現は成人とは異なり、幼児･小

児の意図しない大麻中毒は、眠気、倦怠感や運

動失調、異常な精神・神経状態から呼吸障害、

より深刻なケースでは脳症および昏睡に至る

までという広範囲に及ぶ可能性が考えられて

いる。 

乳幼児期の大麻中毒は稀であるが、脳画像検

査や腰椎穿刺などの侵襲的で費用のかかる診

断検査をさらに行なうことを避けるためにも、

大麻中毒が疑われ、精神状態に変化が見られる

幼児では、カンナビノイド検出のために迅速な

尿のスクリーニング（尿ガスクロマトグラフィ

ー質量分析による確認試験）が有用であると報

告されている(Levene et al., 2019)。さらに、該当

する幼児のみならず、世話をしている親や養育

者の医薬品およびレクリエーショナルドラッ

グの摂取履歴を詳細に調査することも必要で

ある。 
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5. 大麻の医薬品としての有益性 5,6,）  

多発性硬化症治療薬としての臨床応用 

エンドカンナビノイドシステムはカンナビ

ノイドCB2受容体を介する免疫抑制用がある為、

自己免疫疾患である多発性硬化症(MS)の治療

薬としての開発が期待された。更に、エンドカ

ンナビノイドシステムは中枢レベルで筋緊張

を制御することも明らかになり(Baker et al., 

2003)、大麻のMS治療薬としての可能性が精力

的に検討された。現在では、大麻製剤である

Nabiximols(Sativex®)が、MS に伴う痙縮への適

応を有する治療薬として米国をはじめとした

30ヵ国で承認されている。また、カナダではMS

に伴う中枢性神経因性疼痛(Rog et al., 2005)のみ

ならずオピオイド抵抗性の癌性疼痛(Johnson et 

al., 2010) に対する適応も承認されている。 

 

抗けいれん薬としての臨床応用 

フィトカンナビノイドの抗けいれん作用は

以前より明らかにされており、マウスにおける

抗けいれん作用の ED50は、THC で 80 mg/kg、

CBDで 120 mg/kg、THCの前駆体であるテトラ

ヒドロカンナビノール酸 A (THCA-A)で 200 

mg/kgである(Karler and Turkanis, 1979)。けいれ

ん発作の閾値はエンドカンナビノイドシステ

ムの調整を受け、さらに THC の抗けいれん作

用は鎮静作用を示すよりも低い用量で現れる

ことも明らかとされている(Wallace et al., 2003)。 

現在では、THC を除去した CBD 抽出物

(Epidiolex®)が、乳幼児期に発症する難治てんか

んであるDravet症候群及び小児期に発症する難

治性のてんかん Lennox-Gastaut 症候群(LGS)の

治療薬として、米国食品医薬品局の承認を取得

している。また CBDは、少量の THC、THCA、

及び大麻のテルペノイド成分であるリナロー

ルを併用することで、治療効果が増強される可

能性も示唆されている(Russo, 2017, Sulak et al., 

2017, Pamplona et al., 2018)。 

 

アルツハイマー病治療薬としての臨床応用 

エンドカンナビノイドは、タンパク質ミスフ

ォールディング、神経炎症、興奮毒性、ミトコ

ンドリア機能障害及び酸化ストレスなどアル

ツハイマー病(AD)による疾患の発症に関与す

る可能性が示唆されている(Aso and Ferrer, 2014, 

Ahmed et al., 2015)。THCは、神経保護性抗酸化

作用に加えて、Aβの凝集を抑制する(Eubanks et 

al., 2006)。認知症患者を対象とした 6 週間の臨

床試験においても、THC (Marinol®) 2.5mg を 1

日 2回投与した結果、体格指数(BMI)が増加し、

激越の改善効果が認められた (Volicer et al., 

1997)。 

CBD もまた、神経保護性抗酸化物質であり、

その作用はアスコルビン酸やトコフェロール

よりも強力である(Hampson et al., 1998)。また、

CBDは Aβの凝集を抑制し、また Aβを曝露し

た細胞では、活性酸素種（ROS）産生及び脂質

過酸化を防ぎ、カスパーゼ 3を減少することで

神経細胞のアポトーシスを抑制した(Iuvone et 

al., 2004)。 

 

パーキンソン病治療薬としての臨床応用 

パーキンソン病(PD)は、黒質の神経細胞細の

脱落に起因すると考えられており、AD と同様

に、タウタンパク質の蓄積が神経原線維変化を

発現させる(Lei et al., 2010)。Nabiximols は、パ

ーキン欠損ヒトタウタンパク質発現マウスに

て神経原線維変化を抑制し、ドパミン代謝、グ

リア機能及び酸化ストレスを改善するととも

に、不安様行動や自傷行為を減少させた

(Casarejos et al., 2013)。 

さらに、MacCallum と Russo は、その他の神

経・精神疾患に対しての大麻・カンナビノイド

類 の医薬 品開発 状況 も まと めている

(MacCallum and Russo, 2018; Russo, 2018：表２)。

それによると、大麻・カンナビノイド類は、睡

眠障害、(Russo et al., 2007; Babson et al., 2017)、

緑内障(Merritt et al., 1980)、下部尿路症状(LUTS; 

Brady et al., 2004; Kavia et al., 2010)、社会不安障

害 (Bergamaschi et al., 2011)、トゥレット症候群

(Müller-Vahl et al., 2002, 2003)及び統合失調症
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表 2 大麻・カンナビノイド類の医薬品開発状況（MacCallum and Russo, 2018; Russo, 2018） 

(Leweke et al., 2012; McGuire et al., 2018) に対す

る臨床試験が進行中 (2018 年時点) である。 

 

 

疾患 薬剤 エビデンスレベル エビデンスの種類 

多発性硬化症（MS） nabiximols 決定的 第 III 相 RCT 

規制当局承認  

てんかん 

（Dravet、Lennox-Gastaut 症候群） 

CBD 

（Epidiolex®） 

決定的 第 III 相 RCT 

規制当局承認 

慢性疼痛 THC、nabiximols 高 第 II 相 RCT 

統合失調症 

（陽性症状及び陰性症状） 

CBD 高 第 II 相 RCT 

睡眠障害 THC、nabilone、

nabiximols 

中等度 第 II 相～ 

第 III 相 RCT 

緑内障 THC、大麻 中等度 第 II 相 RCT 

MS における下部尿路症状 

（LUTS） 

nabiximols 中等度 第 II 相 RCT 

トゥレット症候群 THC、大麻 中等度 第 II 相 RCT 

観察研究 

認知症 THC、大麻 低 観察研究 

パーキンソン病 THC、CBD、大麻 低 観察研究 

外傷後ストレス障害 （PTSD） 大麻 低 観察研究 

社会不安障害 CBD 低 第 II 相 RCT 

観察研究 

 

臓器移植における治療薬としての臨床応用 

エンドカンナビノイドシステムはヒトの体

内に広く分布し、複数のフィトカンナビノイド

と共にCB2受容体を介して免疫機能に深く関与

することが知られている。具体的には炎症、自

己免疫、抗腫瘍、並びに病原体免疫反応等を抑

制することで、病的免疫反応の発現を予防する

と考えられている (Maccarrone et al., 2015, 

Chiurchiù et al., 2015, Zhou et al., 2016, Cabral et al., 

2015, Acharya et al., 2017)。このことからカンナ

ビノイドシグナルが移植時の拒否反応に対す

る免疫抑制作用が期待され、複数のエビデンス

によって裏付けられている。一方、CB2 受容体

遺伝子欠損(CB2KO)マウスは野生型と比較して、

心臓移植拒絶反応が促進される。CB2KOマウス

の骨髄由来樹状細胞（BM-DC）は、炎症性サイ

トカインである IL-1β、IL-6 及び腫瘍壊死因子

の分泌亢進を示し、CB2 受容体が宿主対移植片

反応における治療薬の標的としての可能性が

示唆されている(Kemter et al., 2015)。また、CB1

受容体も、臓器拒絶反応の抑制における治療薬

としての可能性が指摘されている。 

THCは、マウスにおける皮膚移植片の宿主対

移植片反応を抑制し、リンパ節における T細胞

の増殖及び活性化を減少させる。この反応は、

CB1 受容体の選択的アンタゴニストを用いた

実験から、CB1 受容体の活性化を介したもので

あることが明らかとなっている(Sido et al., 2015)。 

一方で、CBDも臓器移植における有望な新規

治療薬としての可能性が、示されている(Lee et 
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al., 2016) 。 最 近 の 第 II 相 臨 床 試 験

（clinicaltrials.gov参照 ID：NCT01385124）では、

経口投与された CBD（300 mg/day）が、安全か

つ有効に臓器拒絶反応を改善することが示さ

れている(Yeshurun et al., 2015)。 

 

自己免疫疾患治療薬としての臨床応用 

エンドカンナビノイドシステムの異常は、自

己免疫疾患に関与する事が示唆されている。エ

ンドカンナビノイド合成酵素 PTPN22のミスセ

ンス Arg→Trp（R620W）多型は、1 型糖尿病、

関節リウマチ、若年性特発性関節炎、全身性エ

リテマトーデス、グレーブス病、重症筋無力症

などの発症リスクと相関が認められている

(Pradhan et al., 2010)。さらに、CB2受容体の一般

的なジヌクレオチド多型により生じた Gln→

Arg置換（Q63R）は、CB2受容体を介したシグ

ナル伝達を抑制し(Sipe et al., 2005)、免疫性血小

板減少症(Mahmoud et al., 2013)及びグルテンに

対し異常な免疫反応が生じるセリアック病

(Rossi et al., 2012)の発症リスクを増加させる。

このような観点から、1 型糖尿病、関節リウマ

チ、潰瘍性大腸炎、クローン病等の自己免疫疾

患において、エンドカンナビノイドシステムを

活性化する薬物、またはフィトカンナビノイド

の応用が検討されている(Lee et al., 2016, Gui et 

al., 2015, Li et al., 2001, Marquéz et al., 2009, Wright 

et al., 2008) 

 

抗悪性腫瘍薬としての臨床応用 

医療用大麻は、緩和治療を目的として、様々

な悪性腫瘍患者においての使用が増加してい

る(Birdsall et al., 2016)。これに加えて、エンドカ

ンナビノイドシステムおよびフィトカンナビ

ノイドは、in vitro試験系においてがん細胞の増

殖抑制作用、アポトーシス促進作用及び血管新

生阻害作用等により抗腫瘍効果を示す可能性

が報告されている(Coke et al., 2016, Nikan et al., 

2016, McAllister et al., 2015, Javid et al., 2016, 

Tegeder., 2016)。また、Scottらは、THC と CBD

の併用は、THC または CBD の個別使用にくら

べて、HL60 白血病細胞への障害作用が増強さ

れることを明らかにしている(Scott et al., 2017)。

しかしながら、前述のとおりエンドカンナビノ

イドシステムは免疫反応を抑制するため、in 

vitro で示された抗腫瘍作用は、必ずしも in vivo

の臨床的効果と結びつかないという報告もあ

る(Pokrywka et al., 2016, Ladin et al., 2016)。 

 

 

D. 結 論 

世界的な大麻合法化の波を受け、THC の効力

が高く CBD の濃度が低い娯楽目的の大麻の使

用は増加しているのが現状である。これに呼応

して妊婦の大麻喫煙も増加し、新たな問題を提

起している。THC 含有量の高い大麻は精神疾

患を患う有害性が指摘されている半面、純粋な

CBD は治療上有益である可能性も指摘されて

いる。この点を見据え、Hill は大麻を完全に良

いとも悪いともいえないグレーゾーン(Hill et 

al., 2015)と評している。また一方で記憶に関す

る同一の指標の中にも、THC が記憶の障害と

記憶の改善を起こすとの相反する報告がなさ

れているが、それは CB1受容体活性化に基づく

記憶障害が年齢依存性であると考えられる点

に留意する必要がある。即ち、THC は若齢動物

では記憶障害が、または老齢動物では記憶の改

善が認められている(Bilkei-Gorzo et al., 2017)。

現状では大麻の薬理作用の特殊性から有害性

も有益性もあるとの認識の上に、大麻の実像を

鮮明に捉えるには大麻／フィトカンナビノイ

ドの成分比率・使用年齢・使用頻度・使用状況・

性差等に留意したきめ細かい更なる調査研究

が期待される。 
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【これまでの調査研究の総括】 

 

近年増加傾向にある大麻乱用を念頭に、大麻

／THC／CBD の脳への機能的／解剖学的側面

から見た作用を最近の基礎・臨床の論文を基に

調査研究した。 

 

平成 28年度 

大麻の常習により、脳の精神的機能に変容を

起こすだけでなく、内側側頭皮質、側頭極、海

馬傍回、島、眼窩前頭皮質等での灰白質体積の

減少と言う脳の形態学的変化も起こすことを

指摘した。この大麻の作用は、大麻使用の時期

によって異なることも明らかにした。即ち、青

少年期の大麻乱用は成人期での大麻使用に比

べて、統合失調症を初めとする精神疾患の発症

リスクが増加し、重篤かつ持続的な悪影響を及

ぼすことが基礎ならびに臨床実験から明らか

にされている。更に、大麻乱用は青少年期に構

築される脳・神経系の正常な発達と成熟にも障

害を起こす可能性があることを強調した。これ

は、青少年の脳が成人の脳に比べて大麻曝露の

影響を受けやすいことを意味している。 

 

平成 29年度 

青年期の大麻使用者は、非使用者と比較して

注意機能、記憶、情報処理速度、視空間機能お

よび実行機能を要する作業能力が低い傾向に

ある点を指摘した。また青年期の大麻使用者で

は、海馬、前頭前皮質、および扁桃体容積の減

少が認められ、特に恐怖と関連する否定的感情

への過敏反応と関連することを明らかにした。

一方、大麻離脱症候群は高頻度の長期使用を突

然中止した後の 24-48 時間以内に発現し、その

発現には大麻の反復使用によるカンナビノイ

ド CB1 受容体のダウンレギュレーションが関

与することを明らかにした。また大麻使用は

ニコチン依存症を含むアルコールおよび薬

物使用障害の有病率／罹患率を増大させ、

そのリスクは使用頻度に比例して大きくな

る点を明らかにした。これとは別に、「大麻

使用により社会に及ぼす影響」ならびに「医療

用大麻の有用性」についても新たな知見を述べ

た。 

 

平成 30年度 

大麻により誘発される精神疾患、大麻による

機能的・組織的障害、大麻の嗜癖関連作用、大

麻／カンナビノイドからの医薬品開発への可

能性、の観点から更に調査研究を実施した。そ

の中で特に、青少年期での大麻摂取は統合失調

症の発症リスクを増大させ、脳機能の発達過程

に重大な影響を与える点と青少年期における

大麻摂取が重度の大麻依存症や持続的な認知

機能障害と関連している点を強く警告した。更

に小児のてんかん発作治療薬や多発性硬化症

治療薬など大麻／カンナビノイドの医薬品と

しての開発の現状を総括し￥たが、大麻／カン

ナビノイドの用量設定の問題を残している点、

また幻覚作用を持たない CBD の医薬品への応

用に関してはCBDの用量設定の問題及びTHC-

CBD 配合剤ではその適切な用量比を確定する

問題を残している点を指摘した。 

 

令和元年度 

諸外国での大麻・大麻関連製品の合法化が進

む点を考慮に入れ、大麻の胎生期間／幼児期お

よび若年期における大麻喫煙の影響を中心に

具体的に論じた。更に医療大麻の最も新しい開

発状況を解説した。 

 

この様に大麻／フィトカンナビノイドの有

害性と有益性を検討したが、大麻の薬理作用は

１）曝露期間 (短期間・長期間)、 ２）摂取量 (少

量・多量)、 ３）摂取時・退薬時、 ４）摂取時

期(胎生期、幼児期、青少年期、成年期) および 

５）摂取状況（正常／病態）等によって大きく

変容するので、この点に留意した更なる調査研

究が今後望まれる。 
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令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 H29-医薬-指定-009） 

危険ドラッグ等の濫用防止の効果的な普及啓発に関する研究 

 

分担研究課題 

危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発の方法に関する調査研究 

 

分担研究者：鈴木順子（北里大学 名誉教授） 

研究協力者：大室弘美（武蔵野大学 客員教授）、漆畑 稔（ 公社）日本薬剤師会 顧問）、徳永恵子 

      （宮城大学 名誉教授）、今津嘉宏（芝大門いまづクリニック）、藤田幸恵・大島紀美子・高

橋千佳子・唐澤淳子（ 一社）地域医療薬学研究会）、大島耐之（名城大学薬学部 教授）、 

      村田正弘（NPO 法人 セルフメディケーション推進協議会会長） 

 

＜調査研究概要＞ 

調査研究１ 2019年現在の薬物情勢の分析と第五次薬物乱用防止五か年戦略における 

広報・啓発・教育の方向性 

非常に変化の速い薬物情勢に関して、薬物犯罪の構造変化に着目し、薬物濫用防止のた

めに必要な視点と取組の方向性を検討した。また、第五次薬物乱用防止五か年戦略のビ

ジョン、指向性、プランを解析し、薬物情勢の検討と併せて地域の啓発、地域教育にど

のような取組が求められるかを検討した。 

 

調査研究２ 共助体系による薬物濫用防止を軸とした地域の生活衛生安全向上活動推

進を目的とした広報・啓発の取り組み  

薬物濫用防止を中心とする地域の公衆衛生向上に向けた土壌形成を目的として組織した 

研究会をベースとして、活動を行った。 

年次統一ポリシーを「地域の生活者の安全・安寧を確保するための共助職種・共助機関 

の役割と活動」として、薬剤師を中心とした共助職種向けの広報・学習の機会を 2回設定

するとともに、地域住民及び共助職種を混在させての啓発セミナーを 2回実施した。ま

た、関連組織・団体の集会の共催、後援、企画参加を推進し、共通のコンセンサス形成、

連携関係構築を図った。 

更に、これと並行して、さまざまな講演、メディア、広報紙掲載などの機会において薬 

物濫用防止に関する資料提供、広報を行うとともに、薬剤師等共助職種が薬物乱用防止等

を中心とした地域住民の教育・啓発を実施するために必要な素養の検討、及び人材育成の

ための教育企画・教育資材の検討を開始した。 
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                 報 告 

 

調査研究１  

2019 年現在の薬物情勢の分析と第五

次薬物乱用防止五か年戦略における

広報・啓発・教育の方向性 

 

A. 目的  

薬物濫用防止に係るさまざまな対策を、

どのような指向性とどの程度の緊急性をも

って実現していかなければならないかとい

う命題に即して、薬物情勢についての分析・

検討を行うとともに、第五次薬物濫用防止

五か年戦略の指向性と想定される対策等と

の整合性を検証する。 

 

B．方法 

１ 2019 年現在における薬物犯罪につい

て薬物の種類と青少年の犯罪関与の動向、

及び外国人の関与の動向を分析し、今後、

啓発・地域教育を行っていく上で必要な

視点を抽出する。 

２ 第五次薬物濫用防止五か年戦略の指向

性を明らかにするとともに、啓発・地域教

育にどのように反映すべきか検討する。 

 

C．結果・考察 

１  2019 年現在における薬物犯罪

の状況・傾向の分析 

 

１ 分析資材 

警察庁組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 

平成 30 年における 組織犯罪の情勢 【確

定値版】 平成 31 年３月 

令和元年上半期における 組織犯罪の情勢 

【暫定値】 令和元年 9 月 

２ 分析結果 

１）薬物事犯（検挙人員）数の年次推移及び

検挙者の内訳（組織暴力団、外国人） 

表１ 薬物事犯（検挙人員）数の年次推移及び検挙

者の内訳（組織暴力団、外国人） 

■ 覚醒剤事犯について 

覚醒剤事犯検挙人員数は平成 26 年以降、

1 万人前後の微減あるいはほぼ横ばい傾向

といえるが、相変わらず薬物事犯中では最

大数となっている。暴力団関係者の占める

割合は平成 28 年以降 50％を切ってはいる

が、覚醒剤事犯中では最大数であることは

変わりない。 

覚醒剤事犯における外国人の構成比率は

5％～7％程度で推移しているが、平成 30 年

上半期に比べて令和元年上半期の構成比率

が 8.8％と跳ね上がっており、外国人の本邦

訪問が増えている現状においては警戒すべ

き現象といえる。 

■ 大麻事犯について 

大麻事犯の検挙数が年々増加しているこ

とはすでに指摘されているところであるが、

暴力団構成員の比率が若干低下傾向にある

こと、外国人の比率が７～８％の間で推移

していること、大麻事犯の検挙事由が主に

「所持」であること等を考慮した場合、大麻

が個人の生活レベルに入り込み、蔓延しつ

つある可能性が示唆される。 

■ 麻薬・向精神薬事犯について 

絶対数では覚醒剤事犯、大麻事犯に比べ

て少ない（1000 件未満、400 人前後）が、

平成 26 年以降増加傾向にあり、暴力団構成

員の比率が低下傾向にあるのに対し、明確

に外国人の比率が増大し 30％を超えてい
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る。合成麻薬、コカイン、ヘロイン共に外国

人による犯罪が多いが、平成 30 年では、特

にコカインに関係する検挙人数が平成 26

年比で 3 倍を超えている。（平成 26 年：61

名 → 平成 30 年：197 名） 

 

２） 薬物事犯の年齢層別構成と再犯率 

■ 覚醒剤事犯について 

平成 30 年上半期の総検挙人員数：4,635

名に対し令和元年上半期の総検挙人員数は

3,970 名、665 名の減少であった。20 歳代

以上のすべての年齢層で検挙人員数が減少

しているのに対して、20 歳未満の層では 41

名から 42 名となっており、減少がみとめら

れないこと、並びに大学生（20 歳以上も含

む）では 3 名から 12 名へと大幅に増加し、

個別の事件なのか、集団的摘発があったの

かは不明であるが、平成 30 年全年の検挙数

に迫る数字となっており、大学生の薬物使

用に対する禁制意識の低下が懸念される。 

また、検挙人数が微減、横ばいであるとは

いっても、再犯率は非常に高く、平成 21 年

の 58.0％から順当に増加し、平成 30 年で

は 66.1％となっている。平成 30 年、令和元

年の各上半期においても、再犯率はそれぞ

れ 66.5％、66.7％と高い水準であった。 

■ 大麻事犯について 

図１ 人口 10 万人当たりの大麻事犯検挙人員の推移 

平成 30 年では全年代層で検挙人数が増

え、最多年齢層は 20 歳代である。20 歳未

満の検挙者は平成 26 年比で 5 倍超

（ 80 名→429 名）、 20 歳代でも 2 倍

を超えた（ 658 名→1521 名）。このう

ち、生徒・学生の検挙員数は平成 26

年において  

中学生 3 名、高校生 18 名、大学生

27 名、合計 48 名であり、平成 30 年

においては中学生 7 名、高校生 74 名、

大学生 100 名、合計 191 名であった。

高校生、大学生については、平成 26

年以降、一度も実数として減少した

ことはない。  

なお、平成 30 年上半期の生徒・学

生の大麻関連検挙人数は中学生 1 名、

高校生 34 名、大学生 46 名、合計 81

名であったのに対し、令和元年間半

期においては中学生 4 名、高校生 51

名、大学生 60 名、合計 111 名となっ

ている。  

更に、平成 21 年以降、いわゆる初

犯者率は順当に低下しつつあり、平

成 21 年の 84.8％から平成 30 年では

76.6％となっており、検挙人数の増

大に対して再犯率が隠れた形で高ま

っている可能性を示唆している。  

 

３）我が国への違法薬物の供給  

表２  薬物事犯別密輸入検挙人員の推移及び

検挙者の内訳（組織暴力団、外国人）  

■ 覚醒剤の違法供給 

 わが国への覚醒剤の密輸入は、従来から

主たる国内覚醒剤の供給源であり、平成 30

年では、覚醒剤関連検挙人数 9,868 名のう

ち密輸入事由の検挙人数は 157 名（1.6％）

であった。覚醒剤密輸入に関わる検挙員数

のうち、平均的に 90％弱が暴力団構成員、

外国人によるものである。特に外国人によ

る密輸入が高率（65％～75％）である。一

方で平成 28 年以降、組織暴力団や外国人の

関与は漸減傾向にあり、邦人個人又はいわ

ゆる組織暴力団とは認識されていない国内

第三勢力による密輸入が増加している可能
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性が示唆される。 

 また、覚醒剤は大麻と異なり国内密造が

困難なことから、単純に考えれば 2％弱の

ものが持ち込んだ覚醒剤を残りの 98％の

人員が流通させ、所持し、使用していること

になり、完成された流通ルートがあること、

使用誘引の筋道が確立されていることは明

らかである。 

■ 大麻の違法供給 

 わが国への大麻の密輸入は、国内大麻供

給源としては、覚醒剤に比べて低率である。

平成 30 年の大麻事犯検挙人数は 3,578 名、

うち密輸入犯の人数は 63 名（1.8％）であ

った。大麻密輸入に組織暴力団、外国人が関

与している率は平均的に 60％であるが、年

次によって波があり、大麻の密輸入に邦人

個人又はいわゆる組織暴力団とは認識され

ていない国内第三勢力が関与している割合

が少なくないことが示唆され、覚醒剤の場

合とは様相が異なっている。厚生労働省な

どが警告している情報によれば、近時、大麻

の形態が多様化し、大麻ワックスや大麻ク

ッキーなど、警戒感を希薄化させるような

製品が増えているため、個人による持ち込

みが増えている可能性があると推測される。

また、覚醒剤とは異なり、大麻は国内での違

法栽培による供給もあり得ることから、大

麻違法栽培に組織暴力団等が関与するケー

スもあり、海外からの多様な製剤の持ち込

み、国内違法供給の両面での流通拡大が懸

念されている。 

■ 麻薬・向精神薬等の違法供給 

 麻薬・向精神薬等の密輸入検挙人数は平

成 28 年を底として増加傾向にあったが、平

成 30 年に 92 人に跳ね上がった。平成 26

年以降、麻薬・向精神薬等の密輸入に組織暴

力団、外国人が関与している率は平均的に

55％であり、平成30年では64％であった。

外国人の関与している割合は組織暴力団の

5 倍～10 倍であり、麻薬・向精神薬等の違

法持ち込みは外国人によるものが主力であ

ると推測される。 

 しかし、平成 30 年の麻薬・向精神薬事犯

人数は 415 名であり、実にそのうちの 22％

が密輸入に関わっていること、更にその半

数近くは外国人でも組織暴力団構成員でも

ないことには逆に留意が必要である。 

 

３ 2019 年現在における薬物犯罪の状況・

傾向に関する考察  

2019 年現在の薬物犯罪情勢とこれまで 

の統計から見える傾向を、覚醒剤、大麻、麻

薬・向精神薬といった薬物種類別に、①犯罪

者数の動向及び年齢別構成、②組織暴力団

及び外国人の関与の動向、③外国から国内

への供給（違法輸入）の傾向の 3 視点から

分析した。 

 この前提として、2020 年の東京オリンピ

ック・パラリンピックを直接のトリガーと

して外国人の本邦訪問が飛躍的に増大する

可能性が高いこと、すでに政府の方針「観光

立国」に基づき、外国人の訪問が 10 年前に

は考えられなかったスピードで増加しつつ

あることなどがある。 

文化や生活常識の異なる人々を受け入れ

る態勢が、ハード面でもソフト面でも不十

分であることは否めない。特に異文化交流

ならぬ「日本の社会常識とは相いれない異

文化の浸透」、端的に言えば「大麻使用は文

化」といった主張に対して、これまでは一部

の国内勢力による主張だったものが、直接

に大麻使用が許容されている外国人との接
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触の中で、「大麻もそう悪いものではない」

というムードが醸成されていった場合、ど

れだけそれに抵抗できるのか、全くの未知

数である。 

図２ に「令和元年上半期における外国

国籍の薬物事犯に関する主たる統計値」 

を示した。 

東アジア地域出身事犯では、「覚醒剤事犯」

が多い。一方、アメリカ出身事犯では、突出

して「大麻事犯」が多く、「麻薬・向精神薬

事犯」の占める割合も高い。ブラジル出身事

犯では薬物犯罪総数が多く、覚醒剤事犯と

大麻事犯がほぼ同程度であり、麻薬・向精神

薬事犯も見られた。ペルー出身事犯では、覚

醒剤事犯、大麻事犯、麻薬・向精神薬事犯そ

れぞれへの分散が見られた。 

 現在、懸念されるのは、収益目的の違法薬

物持ち込みだけでなく、そもそも犯意の薄

い層による違法薬物の持ち込みの増加＝生

活感覚・文化の持ち込みである。そのような

意味では、国内・国際的に違法性が常識とな

っている「覚醒剤」以上に大麻、麻薬・向精

神薬について生活の水際で警戒を強めなけ

ればならない。犯罪件数が少ないため、図２

には提示しなかったが、西欧イギリス、フラ

ンス、ドイツなどからは、覚醒剤の持ち込み

は極めて少なく、大麻、違法麻薬・向精神薬

の持ち込みがほぼ同レベルで発生しており、

現実的な「モノの持ち込み」以上にアメリカ

を含めた、大麻使用、麻薬使用のゆるさとい

った感覚がそのまま持ち込まれることも想

定される。 

わが国では、若年層を中心に異文化に対

するあこがれが強く免疫が低い。適正な知

識や評価力、批判力がないままに、「違法薬

物使用」のハードルが下がっていく可能性

を現実的なものとして考えていく必要があ

る。 

今後は薬物犯罪の取締り強化と薬物犯罪に

関する報道の強化、こうした背景による 

リアリティのある広報と啓発が随時実施で

きる体制が必要とされていると考えられる。 

 

 

２ 第五次薬物乱用防止五か年戦略にお

ける広報・啓発・教育の方向性 

 

１ 趣 意 

 平成 30 年から実施されている第五次薬

物乱用防止五か年戦略の構成と構造、強化

点等を分析し、2019 年現在における薬物犯

罪の状況・傾向の分析と合わせて、薬物濫用

防止の適正な啓発・教育、特に生活的部面で

の意識変容に向けた取り組みに反映させる。 

 

２ 分析資材 

・第四次薬物乱用防止五か年戦略 

・同 フォローアップ  

・第五次薬物乱用防止五か年戦略 

・同 フォローアップ 

 

３ 経過と結果、小察 

厚生労働省は、平成 30 年 8 月、第五次薬

物乱用防止五か年戦略の公表に先立ち、「強

化した主な事項」、「新設した事項」について

発表した。 

【強化した主な事項】 

（１）密輸対策の強化 

■ 強化の理由 

・覚醒剤の押収量が２年連続で１トンを超

えていること 

・国境を越えた人・物等の移動の活発化 
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■ 主な取組   

○ 国内外の取締機関と連携した早期の情 

報入手 

○ 税関の検査機器など取締りに必要な 

資機材の整備と体制の強化 

 

（２） 巧妙化・潜在化する密売事犯への対 

策強化 

■ 強化の理由 

・インターネット上の匿名性の高いウェブ 

サイトの利用等の増加 

■ 主な取組  

○ 協力事業者等からの通報やサイバーパ

トロールによる密売情報収集 

○ 海外の取締機関からの密売手口対策に

関する情報収集 

 

【新設した事項】 

（１）未規制物質等※への対応（※日本で規

制されていない薬物や使用形態が変化した薬物）

■ 新設の理由 

・覚醒剤の類似物質や麻薬フェンタニルの

類似物質などの流通 

・大麻ワックスなど使用形態の変化した大

麻の流通  

■ 主な取組   

○ 海外の取締機関や国連からの薬物情報

の収集と取締の強化 

○ 新しい乱用薬物等の毒性の評価、鑑定

手法の研究とその活用 

 

（２）向精神薬を悪用した凶悪事件発生防

止のための監視や取締り 

■ 新設の理由 

・向精神薬を悪用した凶悪事件（殺人・殺

人未遂など）が多発 

■ 主な取組  

○ 国内外での向精神薬の悪用などの乱用

情報や依存実態の把握 

○ 向精神薬を取り扱う事業者における管

理や不正流通の有無について徹底した監

視や取締の実施 

 

以上から、第五次薬物乱用防止五か年戦略

は、海外からのヒト、モノの流入増加を意識

した密輸対策、IT を利用した巧妙な密売対

策（情報対策）、未規制物質の取締、向精神

薬不正使用による事件を意識した取締など、 

目標３   

薬物密売組織の壊滅、末端乱用者に対する 

取締りの徹底及び多様化する乱用薬物等に 

対する迅速な対応による薬物の流通阻止 

目標４   

水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止 

目標５    

国際社会の一員としての国際連携・協力を

通じた薬物乱用防止 

に重心を置いた計画建てとなっている。 

 図４に厚生労働省から出された『第五次 

薬物乱用防止五か年戦略（概要）』を示す。 

このような全体ビジョンが 

目標１  

青少年を中心とした広報・啓発を通じた国 

民全体の規範意識の向上による薬物乱用未 

然防止、 

目標２  

薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な 

社会復帰支援による再乱用防止にどのよう 

な影響を与え、どのような戦略構想に進化 

しているのかについて、研究課題となって 

いる目標１を中心に戦略経過に即して比較 

検討する必要がある。 
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【目標１に関する検討】 

表 3 に第四次薬物乱用防止五か年戦略、第

五次薬物乱用防止五か年戦略の目標 1 に関

する記載の比較対照を示す。 

 

＜第五次薬物乱用防止五か年戦略における

目標 1 に関する変化＞ 

目標１は、薬物乱用の未然防止を目的とし

た教育や啓発による意識向上をはかる諸施

策が記載されるものである。 

１） 目標１そのものの記述にみられる 

変化 

 第五次薬物乱用防止五か年戦略では、タ

ーゲットを「青少年を中心とした国民全体」

とし、家庭、地域社会から更に具体的な行動

者としての個人を意識したものとなってい

る。また、規範意識向上のための働きかけと

して、啓発のみならず新たに広報を明記し

た。 

基本的な考え方として以下のように特記さ

れている  

■ 特記事項① 

『薬物乱用を未然に防止するため、特に青

少年を中心に薬物乱用の危険性・有害性を

正しく認識させるべく、学校等と連携した

薬物乱用防止教室の開催等を通じた積極的

な広報・啓発が必要不可欠である。』  

小 察 

青少年に着目して、従来からある「薬物乱

用防止教室」の中に、積極的な広報を含め

る。現在、薬物情勢は非常に変化が激しく、

情報の氾濫が著しい。情報の適否の判断力 

が低く、影響されやすい層に随時適正な情

報を提供していく姿勢（広報）とは、前もっ

て結論を与えることではなく、適正な判断

に到達するための材料を与えることであり、

薬物乱用防止に対する青少年の考え方や判

断力を育てる上で適時・適正な広報は極め

て有用であると考えられる。 

■ 特記事項② 

『啓発対象年齢層に応じて、薬物乱用に関

する基礎知識、薬物の具体的な危険性・有

害性、薬物乱用への勧誘に対する対応方

法等、より理解しやすい手法を検討しな

がら、効果的な啓発を実施する必要があ

る。』 

小 察 

 啓発においては、国民全体をターゲット 

とする場合、『啓発対象年齢層に応じて』と 

いう着眼は必要不可欠である。年齢層の違 

いは、大枠では社会背景の違いをも包含す 

るものであり、啓発手法として採用可能な 

方法は局面において異なる。また啓発のア 

プローチ（切り口）や内容のレベルもおのず 

と異なってくる。これまで、手法と内容アプ 

ローチ、レベルの不一致や対象の錯綜は少 

なからずあったと考えられ、今後は各啓発 

活動の実施タイミングや実施主体も含めた 

連携に基づく体系化が求められる。 

■ 特記事項③ 

『現在、青少年を中心に乱用が拡大してい

る大麻や、今後流通しうる乱用薬物につ

いて啓発を強化する必要がある。』 

小 察 

グローバル化の進展に伴い新たに流入する

可能性が高い多様な大麻製品、あるいは合

成麻薬向精神薬、未規制物質に対する啓発

及び取締強化の必要性は飛躍的に大きくな

っている。 

 

２）目標１のプラン構成の変化 

■ 新設プラン 



88 

 

（４）海外渡航者に対する広報・啓発活動の

推進 

新設意義：  

我が国と諸外国における薬物乱用状況には

大きな違いがあり、海外渡航者が渡航先に

おいて、興味本位で薬物を使用することを

防止するとともに、 「運び屋」への勧誘に

応じることの危険性について、十分に注意

喚起を行う必要がある。   

（６）広報・啓発活動による効果検証の推  

  進 

新設意義：  

各種広報・啓発施策の実施による効果を検

証し、より一層効果的な施策を実施する。 

 

３）各プランにおけるオペレーション視点

と方略の変化 

＜プラン（１）～（３）について＞ 

 目標１では、6 プラン中 3 プラン（（１）、

（２）、（３））において対象別・部面別の方  

略をきめ細かく設定している。 

■ プラン（１） 

主に学校教育部面を想定して、小学校、中

学校、及び高等学校における薬物乱用防止

教育の内容充実、大学生に対しては、啓発資

料の作成と入学時ガイダンスにおける利用、

などアプローチを変えた「教育充実」を図っ

ている。 

小 察 

「研修等を通じた指導方法・指導者の資質

向上」を独立的オペレーションとして掲げ、

薬物乱用防止教育全般、薬物乱用防止教室、

他啓発・教育を担うことのできる人材育成、

資質向上を計画している。『薬物乱用防止指

導員の育成と資質向上を図る』ことがこの

オペレーションに明記され、広範な人材育

成を強化策としている点で特徴的である。 

■ プラン（２） 

学校教育の場にいない少年を焦点として、

有職者であれば、社内において薬物乱用防

止講習会を実施する、また、有職無職を問わ

ず、薬物乱用防止啓発読本を作成し、配布す

るなどの方略を提示している。更に、広報・

啓発の手段としてインターネットを掲げ、

従来の「街頭キャンペーン」以上に近時の生

活事情に密着した手法を取り入れている。 

小 察 

 街頭キャンペーンは、啓発手法としてベ

ーシックに随時実施されるべきものであり、

対象を街頭にいる少年に限定するものでは

ないと考えられ、その特性を最大活用する

ためにもオペレーションから一段上位のプ

ランレベルに引き上げ、体系的なキャンペ

ーン実施と効果の測定、成果の共有を図れ

る態勢にすべきである。 

■ プラン（３） 

家庭・地域社会を焦点として、目標を「薬

物根絶意識の醸成」と「（薬物乱用）未然防

止」の二重建てに構え、広報・啓発機会を提

供する環境条件整備を行うものとした。 

小 察 

第五次薬物乱用防止五か年戦略では、プ

ラン（３）に相当の力点を置いているのが特

徴であり、以下の 5 つのオペレーションが

提示され、第四次薬物乱用防止五か年戦略

の成果も踏まえたオペレーション組み換え

のもとで、それぞれ同等のオペレーション

ウェイトをもって実施していくことが企図

されているものと考えられる。 

オペレーション：家庭や地域における薬物

乱用防止に関する広報・啓発の推進 

小 察 



89 

 

本プランは過去においては、主に厚生労

働省、文部科学省、警察庁の所管するところ

であったが、新たに法務省の参画を得て、

『“社会を明るくする運動”の一環として、

薬物乱用問題をテーマとした 地域住民を

対象とする講演会、住民集会、ケース研究等

を実施するとともに、地域における研修会

及び講演会などへ講師を派遣する』が加わ

り、広範囲にわたる多角的でアグレッシブ

なプラン構造となった。 

 このオペレーションを構成するキーワー 

ドは、『薬物乱用防止啓発資料の作成・配布 

等』『地域住民対象講演会、住民集会、ケー 

ス研究等の実施と講師派遣』、『啓発講座「依 

存症予防教室」実施』であり、重層的な構え 

となっているのであるが、課題は常に、末端 

の実施担当者（地方行政）及び協力機関・団 

体における一部の過負荷と混乱、実施意図 

の放散、想定される協力者の締め出しや情 

報的分断が発生する可能性という点にあり、 

計画を空洞化させないためにも、プラン水 

源における意思一致と情勢変化を睨んだ随 

時の再評価、オペレーション再構成が求め 

られるものと考えられる。 

また、本プランには『未然防止』の観点か 

ら、「インターネットを通じて青少年へ伝 

わる有害情報への対策としてフィルタリ

ングの導入を普及促進する」が初めて明記

され、今般の情報氾濫、グローバル化の流

れに対応して、プラン（２）における「IT

等を活用した広報・啓発」と両輪をなす対

策が整備されようとしている。IT 情報の

フィルタリングは技術的にも作業上も非

常に負荷を伴うだけでなく、国民の法益・

権益に直接関わってくるため、プロバイダ

や関係業者との密接なやり取り、指導など

が必要とされる。 

簡単なことではないが、喫緊で必要なこ 

ととして、薬物乱用防止に関わる全てのも

のが立場に応じてどのような協力が可能で 

あるかを検討する場を設ける必要がある。 

 

オペレーション：関係機関・団体と連携した

情報共有体制の構築と活用 

小 察 

相談機関間の連携強化により迅速な情報

共有体制を構築するものとして、広範囲の

省庁横断的な取り組みが企画され、共同の

関係機関・団体にむけた啓発ポスターやチ

ラシの配布を行うものとしている。 

 また、このプランにおいて、初めて『薬剤 

師会等の薬物の専門知識を有する関係機 

関・団体と連携し、啓発活動を実施する。 

（厚生労働省）』が明示された。具体的には 

第五次薬物乱用防止五か年戦略フォローア 

ップによれば、「薬物乱用防止啓発訪問事業 

を実施するにあたり、薬剤師会等の専門知 

識を有する関係 機関・団体と連携して、専 

門知識に基づく啓発活動を実施した。」との 

アクション報告がなされているが、このプ 

ランはそもそも家庭や地域社会を焦点とす 

るものなので、薬剤師等の地域の共助職の 

キャパシティを十分に活用するためには、 

薬物乱用防止啓発訪問事業関係以外のアク 

ションの必要性を検討する必要がある。ま 

た薬剤師以外の生活衛生・保健に関わる職 

種との協働体制についても検討する必要 

があると考えられる。 

 

オペレーション：街頭キャンペーン等によ

る啓発の推進 

小 察 
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「街頭キャンペーン等」の意義が各部面 

でのアクションから一段引き上げられた。

第五次薬物乱用防止五か年戦略では、「広報」

が重視されているところから、街頭キャン

ペーン等の持つ 2 つの機能・効果のうち、

啓発に加えて改めて広報的意義に期待が寄

せられているものと考えられる。 

 街頭キャンペーン等が、関係省庁横断的 

に、かつ年間縦断的に展開されれば、常時、 

どのような生活背景を持つ人であっても、 

何らかの薬物乱用防止情報に接するという 

ことになり、危険情報の氾濫に対する抵抗 

性を作る基盤となるとともに、見守りの眼 

があることを意識する機会ともなる。さら 

に実施協力者にとっても、年間において体 

系的・多角的なキャンペーン等が計画され 

ている中にあることによって、自らの地域 

社会に対する責務を再認識し、意識を高め 

る機会ともなるといった相乗効果も期待さ 

れるところであり、今後、実施協力者を広く 

求めていくなどの工夫によって、地域安全 

の底上げさえ期待することができる。 

 また、手法として駅前や街頭でのキャン 

ペーン等、及び街頭ビジョン、交通広告媒体 

等の活用があげられているが、後者につい 

ては、公共機関、公共交通のみならず、周辺 

関係組織・団体にも拡大可能であればより 

地域住民が目にする機会が増えるものと考 

えられる。 

 

オペレーション：地域における相談窓口の

周知 

第四次薬物乱用防止五か年戦略における成 

果を受けて、その一層の進展のため関係省 

庁横断的にさまざまな機会を使って、地域 

住民に対する相談窓口の周知を図っている。 

オペレーション：薬物乱用少年の早期発見・

補導等の推進 

第四次薬物乱用防止五か年戦略においても

アクション化されていた事項であるが、特  

に予防的観点から「早期発見」、普段から見 

守りのためのアクションが加えられている。 

 

＜プラン（４）～（６）について＞ 

「広報・啓発」を主たるキーワードとして、

誰を対象にどのような効果を狙って、どの

ようなアクションを行うかを一連の流れと

して計画している。 

 

■ プラン（４） 

海外渡航者に対する広報・啓発活動の推進     

背景：我が国と諸外国における薬物乱用状

況には大きな違いがある。 

狙い：外国において興味本位で薬物を使用

することを防止する。 

対象：海外渡航者 

オペレーション 

○ 広報媒体等を活用した広報・啓発 

・ 財務省、外務省を含む関係機関横断的

に、ウェブサイト等を活用して、違法薬物

の危険性、海外での違法薬物の所持、密輸

等の危険性、大麻を原材料とする食品等

の持ち帰りに関する注意喚起及び政府の

取組の周知を図る。    

○ 関係機関・団体と連携した広報・啓発の 

推進 

・ 海外渡航関係事業者等に対し、渡航先に

おける薬物乱用の危険性や薬物乱用防止

に関するポスターの掲示、ウェブサイト

等の紹介を依頼する。 

小 察 

 海外渡航者に対する詳細丁寧な注意喚起 
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と我が国の取り組みの周知は、海外におけ 

るさまざまなリスク回避に有益なだけでな 

く、海外渡航をきっかけとして改めて国内 

の薬物に対する取り組みのありかたを学習 

する機会を与えることにもつながる。 

 近時、家族旅行や、小中高等学校の修学旅 

行など海外渡航経験年齢が下がっているこ 

とを考慮した場合、初めての海外渡航時、又 

は集団での海外渡航時にその時々の薬物情 

勢や海外の国情に応じた小講習を行うなど 

の機会を設定するのも有益ではないか、と 

考えられる。（ヒトの学びの効果は具体的な 

契機や事象に根差したもののほうが高い）。 

 

■プラン（５） 広報・啓発の強化    

背景：青少年を中心とした大麻事犯検挙者

の増加や、乱用薬物の種類・形態等の

めまぐるしく変化する現状 

狙い：青少年を中心とした国民全体に対し

薬物乱用の危険性・有害性を正しく

認識させる 

視点：科学的知見に基づくこと、各年齢層に

応じた広報・啓発の実施が必要とさ

れること 

オペレーション  

○ 科学的知見のさらなる活用促進   

・ 薬物の危険性・有害性等の科学的知見を

関係機関・団体と共有し、広報・ 啓発資

材に反映させ、内容の充実を図る。 

・ 違法薬物による死因については、医師に

よる死亡診断書・死体検案書へ の適切な

記載とともに、警察等の情報提供により、

適切に市町村と共有を図る。 

小 察 

科学的知見を高め、これに我が国の国情

と制度的組み立てを併せて我が国の薬物規

制の考え方を合理的に説明することが、例

えば「科学的知見のカット＆ペーストによ

る大麻解禁」といった圧力に対しては唯一

有効な方略である。すなわち、薬物規制は科

学的知見のみによるものでも、制度的組み

立てのみによるものでもなく、その両者の

止揚されたものである。 

 したがって、不断に両者の洗い直しを行 

い、情報共有を図りつつ漏れのない態勢を 

確保する必要があるものと考えられる。 

 

オペレーション 

○ ウェブサイト等のあらゆる広報媒体を

活用した広報・啓発 

・ 政府広報、ウェブサイト、啓発用ＤＶＤ

等を始めとしてより青少年の目に触れや

すい広報媒体を活用するとともに、薬物

の危険性・有害性等を強く印象付ける画

像等を用いるなど、手法を工夫し、内容を

充実させ、啓発活動を強化する。 

・ 「あやしいヤクブツ連絡ネット」を通じ

て、インターネット上で販売される薬物

等の関連情報を収集・提供するとともに、

薬物乱用の危険性・有害性等の周知を行

う。 

・ ウェブサイトや税関展示室等を活用し、

広く一般国民に対して税関における水

際取締対策等を広報する。  

小 察 

  青少年対象を想定した場合には、青少年

の実感に沿いやすい媒体の工夫は絶対的に

必要である。また、一方的な発信だけでな

く、情報収集にも益する媒体の使用といっ

た双方向性の場体活用や、税関展示室とい

った出入国の水際における印象付けに役立

つ工夫がなされており、情報の氾濫とグロ
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ーバル化に対応する積極的なアクションで

ある。 

 

・消費生活センター等の協力を得て啓発ポ

スターやチラシを配布する。 

小 察 

地域住民の生活に密着した消費者生活セ 

ンターの活用は、目標１の主旨を活かすも

のと考えられる。薬物の問題が、改めて生活

安全の問題であることを印象付けることが

できる。一方でポスター、チラシ等の配布対

象がどこ（誰）であるかによって、距離感が

変わってくることが考えられるので、配布

後どのように活かされているかなどを検証

していく必要がある。 

 

・ 自動車運送事業者に対し、監査や講習等

を通じ、薬物の使用禁止の徹底  を周知す

る。  

 

オペレーション 

○ 乱用薬物情勢に即した乱用防止のため

の啓発 

・ 効果的な啓発を実施するため、我が国の

薬物乱用情勢に即した啓発内容を関係機

関等と共有する。 

 

オペレーション 

○ 統一的な方針に基づく啓発の推進 

・ 関係府省庁と連携して、啓発方針等を明

確にするとともに、関係機関及び地方公

共団体に対して情報共有を行い、国・地方

等が一体となり啓発活動を推進する。  

 小 察 

 一般に縦割り行政という言葉に代表され

るように、１つの施策を実施する場合に関

係省庁間の連携がないと、アクションがピ

ンポイントになりやすく、取りこぼしや盲

点が起きる。 

そのために全体としての効果や成果を測

定できず、実感がないという結果に陥りや

すい。 

 また、国－都道府県－市区町村－現場と

いったカスケード構造では、段階を経るご

とに理解の程度やモチベーションレベルが

変化し、特に末端実施者・実施協力者におい

て施策の戦略的意義が希薄化し、戦術的目

標達成のみが自己目的化される傾向がある。 

 このいずれの場合であっても、「統一的な

方針」が明確にあること、それが縦にも横に

も共有されていることが問題解決の強力な

第 1 歩であることは疑いがない。 

第五次薬物乱用防止五か年戦略フォローア

ップによれば、 

・ 国と地方等が一体となって効果的な広

報啓発活動を推進するため、関係府省庁８

課長 による連名通知「各種運動・月間等に

おける薬物乱用防止に係る広報啓発活動の

充実強化について」を発出し、都道府県等の

関係機関に広報啓発活動強化を依頼した。 

・ 啓発担当者連絡会を開催し、関係機関間

で啓発方針に係る検討を実施した。 

等の実績が記載されており、今後、地域包括

ケア単位レベルでの底上げや、人材育成に

向けた浸透が期待される。 

 

■ プラン（６） 

広報・啓発活動による効果検証の推進     

各種広報・啓発施策の実施による効果を

検証し、より一層効果的な施策を実施する

ために、以下の取組を行う。  

オペレーション 
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 ○ 意識調査の実施 

 ・ 青少年を中心とした国民の薬物乱用に

関する意識調査を行うなどして広報・啓

発活動の効果を確認するとともに、意識

調査の結果を広報啓発活動に反映させる

など、広報・啓発施策の一層の充実を図

る。（厚生労働省、 警察庁） 

小 察 

薬物乱用防止五か年戦略において、広報・

啓発活動の効果検証がオペレーションとし

て提示されたのは画期的である。 

これまで、さまざまな地方行政の担当者

等にインタビューを重ねてきたが、「広報・

啓発活動は効果検証が困難であるため、ど

うしても取締や数値化できる施策に向きが

ちである」といった意見を耳にすることが

多かった。 

いやしくも、国民の租税を用いた施策の

展開ではあるので、効果を検証できない施

策には予算を割くことはできないという主

張は当然のことではある。しかし、統一的な

内容による意識調査を全国的に行うことが

可能であるならば、その結果及び結果の推

移をもって一定の効果検証は可能となる。

意識調査については前記のようにフォーマ

ット化する必要があり、また調査対象によ

るバイアスを可及的に排除できるような実

施基準が必要となるかもしれない。こうし

た活動を可能にする大前提が「統一的な方

針」であり、五か年戦略を通じてこの２つの

オペレーションのブラッシュアップが望ま

れる。 

 

 

 

 

調査研究２   

共助体系による薬物濫用防止を軸

とした地域の生活衛生安全向上活

動推進を目的とした広報・啓発の取

り組み  

 

A. 実施事項 

１ 一社）地域医療薬学研究会の広報・

啓発活動 

一社）地域医療薬学研究会（SSCP）は、2019

年 3 月の理事会において、次期 2019 年度

活動の年次統一ポリシーを「地域の生活者

の安全・安寧を確保するための共助職種・共

助機関の役割と活動」とすることを決定し、

主たる活動計画を策定した。 

 

■ 年次活動内容 

１ 地域の共助職種向けセミナー（主催） 

１）一般社団法人 地域医療薬学研究会

（SSCP） セミナー（2019 年度第 1 回） 

日時： 2019・６・８（土） 13 時～17 時 30 分

（於：北里大学白金キャンパス） 

テーマ：『アプローチ次第で患者は変わる、くら 

しが変わる』 

プログラム： 

リード：「『予防』を焦点とした地域包括ケア体制の

構築」 

SSCP 代表理事 北里大学名誉教授  

鈴木順子 

特別講演：「薬事行政の動向と薬剤師への期待」 

安川 孝志 先生   

厚生労働省 医薬・生活衛生局総務課

薬事企画官／医薬情報室長 

教育講演：「2040 年～2060 年の課題と薬剤師の生

き残り」 

藤田 道男 先生 
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（一社 次世代研究所代表・医

薬ジャーナリスト） 

リレーセッション： 

報告とヒント「アプローチ次第で患者は変わる、暮 

らしが変わる」 

○ 医の立場から   

「居宅療養患者の爪白癬治療を通して」 

 今津 嘉宏（芝大門今津クリニック院長） 

○ 看護の立場から   

「褥瘡ケアに目をむけてみませんか？」                    

徳永 恵子（宮城大学 名誉教授） 

○ 薬・介護の立場から  

「地域の情報拠点を目指そう」 

 ヒロ薬局 塚本 久美 

 

モニター報告 

しあわせです感謝グループ 代表 

薬剤師 久田 邦博  

 代表理事 鈴木順子先生からは、地域包

括ケア体制で一番大切なのは予防であると

紹介があった。「地域包括ケアシステムの全

体像」において、医療の領域に薬局が記載さ

れているが、実際には医療だけではなく介

護も生活支援・介護予防にも薬局は関わっ

ているはずとの言及があり、健康サポート

薬局はこの全体像すべてに関わっているこ

とを実感できた 

 特別講演の安川孝志先生からは調剤技術

料 1,8 兆円に見合った業務をしているの

か？ 医療・介護関係者、行政に理解されて

いるのか？ 患者や住民に信頼される薬剤

師になっているのか？院内に比べて院外は

負担がかかるが見合う業務になっているの

か？と手厳しい質問が会場内に投げかけら

れた。地域住民に対し薬局の機能が理解さ

れるという課題への取り組みはまだまだで

ある。一人一人の薬剤師が自信を持ち自然

体で住民生活に関りをもつことができるよ

うになる必要を感じた。 

 教育講演の藤田道男先生は薬剤師は誰か

ら報酬を得ているのかを考え、基本の「キ」

から見直し、意識と行動を変える必要性を

訴えた。地域における薬局の存在の必要性・

重要性を地域住民の立場から考えていくこ

とが必要であり、藤田先生が提案されたよ

うにマニフェストを掲げ地域で選ばれる薬

局総選挙に臨む覚悟が求められる時代と感

じた。 

 最終セッション「報告とヒント」では、医

の立場から：今津嘉宏先生からは患者さん

に対してチームが「資格という壁」を作ら

ず、出来ることを出来る人が行う「真の一

丸」について提言された。看護の立場から：

徳永恵子先生からは患者さんに対し必要な

ことは、医師と対立しても尻込むことなく

考え方を変える努力を継続する重要性を示

された。薬・介護の立場から：塚本久美先生

からは情報を聞かれるのを待って応えるの

ではなく積極的に薬局から最新の情報を発

信する具体的な事例について紹介された。3

名からは切り口は異なるものの住民を中心

に置いた地域医療のあり方について学ぶこ

とが出来た。 

 住民を中心とした地域医療において薬

局・薬剤師の存在価値は入手した情報を薬

学的な知見から他職種とは異なる関わりを

持つことであり、専門家として多職種との

合意形成を図ることであり、そして、地域住

民、行政、医療・介護関係者にその存在価値

を訴求していくことが重要であることを改

めて考えさせられたセミナーであり「アプ

ローチ次第で患者は変わる、暮らしが変わ
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る」というテーマにふさわしい内容であっ

た。今回は実質第 1 回ということもあり豪

華な講師陣を数多くお招きしたため会場内

でのディスカッションタイムをあまり取る

時間が無かったが、この研究会は「白熱教

室」スタイルで意見交換する場であるよう

要望したい。この研究会は今後発展し続け

ると考えるが、ずっと一会場で開催するこ

とを期待する。 

 

２） 一般社団法人 地域医療薬学研究会 

SSCP セミナー（2019 年度第 2 回） 

開催日時:：2020 ・2 ・16（日）13 時～17 時 50

分（於：北里大学白金キャンパス） 

テーマ：『変化の中から新たな生活価値の創造へ』 

オブジェクト： 

「観光立国を目指す日本、2020 東京オリンピッ

ク・パラリンピックを契機に外国からの訪問者は

飛躍的に増えると予想されます。私たちは、生活文

化・常識が異なる人々を迎え入れる準備ができて

いるでしょうか？ 

 自然災害が多発し、なかなか生活復興ができな

い日本、私たちはそれぞれの地域において、健康・

健全な住民生活のためにどのような貢献ができる

のでしょうか？ 

 そして、このタイミングで大きく変わろうとし

ている我が国の薬事システム、医薬品医療機器等

法（薬機法）改正や保険改定、私たちはこうした変

化に内在する要請や期待にどのように応えていく

のでしょうか？ 

 これらの問いかけは、それぞれ無関係なもので

はありません。 

 ここから私たちと地域コミュニティの新たな価

値創造を展望してみましょう。」 

プログラム 

特別講演：「薬機法の一部および調剤報酬改定と薬 

局を取り巻く環境の変化」 

漆畑 稔 先生  （公社）日本薬剤師

会 相談役  SSCP 副

代表理事） 

教育講演：「在宅緩和薬物療法と薬局・薬剤師の役

割～ドラッグクライシスを見据えて」 

加賀谷 肇 先生 （湘南医療大学 特任

教授、 

（一社）医薬品適正使用・乱用防止推進会議  

副代表理事） 

報告とヒント：   

「処方箋を手放した カウンセリング薬剤師」           

   下川 麻里 先生（おくすり舎 代表）             

総括とワーク：「薬剤師のリテラシー」   

  鈴木 順子 （SSCP 代表理事、北里大学名誉 

教授）  

 

２ セミナー共催、パッケージ派遣 

１）一般社団法人 企業福祉・共済総合研究

所会員 株式会社メディアラート 

  健保・人事・薬局合同セミナー  

（2019・06・05）  

対象：薬局、製薬会社、健康保険組合 

テーマ：「人生 100 年時代を生き抜くための “人づ

くり・健康づくり”」   

リード講演： 鈴木 順子 

薬物濫用防止活動関連資料、チラシ等の配布、会場

内展示 

モニター（武蔵野大学客員教授 大室 弘美） 

 

２）NPO 法人 セルフメディケーション協

議会 学術フォーラム 2019 協賛 

 市民セミナー （2019・10・05） 

 対象：一般市民、薬剤師等共助職混成 

 プログラム： 

 講演＆ワーク 「災害時に出来ること～くすり



96 

 

と助け合い」 

 実施責任者：大島紀美子、 

プロデュース：鈴木順子、  

管理：唐澤淳子、高橋千佳子 

 モニター 大島 耐之（名城大学薬学部教授） 

 薬物濫用防止活動関連資料、チラシ等の配布、会

場内展示 

 

３）みなと区民まつり 市民インタビュー 

調査 

  荒天のため中止 

 

４）一社 中性脂肪学会 第 3 回学術集会 

協賛市民対象 アフタヌーンセミナー１  

セミナー演者：今津嘉宏、唐澤淳子、鈴木順子 

展示ブースでの展示、啓発  

 

５）一社）全国薬剤師・在宅療養支援連絡会 

南関東ブロックフェスティバル 

（2020・01・19） 

 モニタリング参加、総括講演 鈴木順子 

資料等提供 

 

２ 単独で行った広報啓発活動 

１）製薬会社 WEB ページにおける広報、

誌上講演企画 

研究年度中、3 テーマを掲載。 

うち、1 テーマを国立精神・神経医療研究セ 

ンター 精神保健研究所 薬物依存研究部  

心理社会研究室室長 嶋根卓也氏に、1 テ 

ーマを日本緩和医療薬学会監事 加賀谷  

肇氏に依頼することを決め、取材・記事作 

成・編集を株式会社メディファームに依頼、 

監修を行うものとした。 

２）薬系大学広報紙（父兄向け）への関連記 

事掲載 医療創生大学「薬学ブレティン」  

３）Class A Net work  [chief editor’s  

interview]  関連記事掲載   

４）神奈川県薬剤師会倫理研修会 

（2019・08・25） 

講演：鈴木順子 

 依頼配布： 

薬物濫用問題に関する広報資料 

５）分業を考える会 （2019・09・04） 

 講演：鈴木順子 

 依頼展示・配布：薬物濫用問題に関する会

場内掲示用ポスター、資料 

６）医療創生大学 拡大特別講義（イグナイ 

ト教育・医療倫理学） 

 （2019・10・07）、（2019・12・23） 

 講演：鈴木順子、馬瀬八尋 

 依頼配布：薬物濫用問題に関する広報資 

      料 

７）医療・医薬品情報研究会 第 235 回研 

究会 （2020・02・16） 

講演：鈴木順子 

依頼配布：薬物濫用問題に関する広報資料 

依頼展示：薬物濫用問題に関する会場内掲

示用ポスター 

 

B．結果・考察 

一社）地域医療薬学研究会を介した諸活

動の目標は、第 1 に、地域の薬剤師・薬局

が調剤中心の業務体系から地域の健康、健

全な生活、公衆衛生の向上といった薬事衛

生活動をも重点化することの必要性、必然

性についてコンセンサスを作ること、続い

て、こうした薬事衛生活動にはどのような

局面があるかなどについての認識形成・共

有を図ることである。 

一連の法改正の意義や社会情勢の変化の

全体像がつかめないままに、現場的対応を
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迫られてきた末端の薬剤師には、少なから

ずモチベーションの低下も見られ、薬事衛

生活動が主務であることのコンセンサスを

作ることとモチベーションの向上は表裏一

体のものとしてファシリテートしていく必

要があった。 

 こうした考え方に基づき、本年度は、東京

におけるセミナーを 2 回、地方におけるセ

ミナー、ワークショップを 2 回実施した。

なお、当初、地方セミナーは調査活動を含め

5 回計画していたが、予定地域での災害発

生などの影響で、うち 3 回を中止した。 

 東京でのセミナーは主に薬剤師を中心と

する共助職を対象として、行政の方針と動

向、近時の共通の課題等についての講演と

ディスカッション、及び相互協力と連携を

企図した医、薬、看護、介護の地域における

取組の紹介と課題の掘り下げといったプロ

グラム構成を基本とした。 

地方セミナー＆ワークショップは形式を薬

剤師等当該地域の共助職と地域住民の混成

として、「地域住民の健康と健全なくらし」

を背景とした課題を取り上げ、地域住民の

生活改善ニーズの掘り起こしと、共助職種

がどのような支援ができるかの自覚的他覚

的明確化、及びリアルな相互認識づくりを

図った。 

 現在、薬事部面では法制度改正が一応の

決着となり、先行する健康サポート機能に

関する体制つくりも進行しているものと考

える。 

 しかし、こうした薬事衛生活動にどのよ

うな部面が想定されるか、その想定される

部面での活動について、何を目標に、どのよ

うな場とツールを用いて活動するか、につ

いては、あまり具体的な方略は見当たらな

いのが現状である。特に、薬物濫用問題につ

いては、日常的に生活ベースで取り組むべ

き課題とはほとんど認識されていない。こ

のような現状につき、この 1 年、さまざま

な場と局面で小調査を繰り返した。この調

査はそれぞれ場と局面、回答に影響を与え

る要因の存在などにおいてバラバラである

ため、統計的意味は低いと思われるが、現実

と本音が見えてくる点で興味深い。 

 

総有効回答数 253 

Q1  薬局・薬剤師が日常業務やその延長線

にあるもの＊として、薬物濫用問題に何らか

の配慮や介入を行う必要があると思います

か。 

 ＊日常業務やその延長線にあるもの：学校薬剤

師活動、キャンペーン活動等を含まない 

 

 A1 思う  58 名：23％       

A2 思わない 64 名：25％     

A3 わからない、考えたことがない 

        131 名：52％ 

          

Q2 「思う」と回答された方、その理由を

自由に書いてください。 

 回答  

○ ポリファーマシー、残薬問題も誤用や

濫用と同じ   16 名 

○ 一般用医薬品や、健康食品等の使用に

懸念がある   16 名 

○ 健康づくりという点で取り上げるべき

課題       9 名 

○ 禁煙活動をやるのであれば、薬物濫用

についても同じ  8 名 

○ 薬物濫用は「薬原性伝染病」のようなも

のだから    7 名 
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Q3 「思わない」と回答された方、その理

由を自由に書いてください。 

 回答  

○  現在の業務で多忙、余裕がない                

23 名 

○ 医療とは関係ないので薬局業務ではな

い           14 名 

○  知識がない、方法がわからない                

10 名 

○ 好ましいことではないが個人責任では 

ないか          7 名 

○ 警察などの取締で解決すべきこと               

6 名        

○ 学校薬剤師活動やキャンペーン参加で

やることはやっている   4 名 

 

この回答状況をみると、主に近時の薬局業

務のありかたについての理解の程度、薬局

体制の現実を軸に、思う、思わないに分かれ

ており、いまだ薬局業務に対する考え方が

浸透しきれていないこと、薬局体制整備の

遅れなどがあると考えられ、また、この変化

の時期に業務管理・労務管理体制が追い付

いていない薬局の組織的未熟さにも根源が

あると思われ、「思わない」群で、思わない

理由が薬物濫用防止の是否や社会的価値に

迫るものではないところがむしろ問題であ

ろうとも考えられる。今後も、薬局・薬剤師

が地域の薬事衛生に関わることは日常臨床

としての位置づけにあること、その地域課

題の 1 つとして薬物濫用防止があること、

薬物濫用防止という視点で住民の生活に関

与していくことで得られる社会的利益など

について地道に体系的な啓発を行っていく

必要がある。 

 また、知識がない、方法がわからない、と

いった訴えは、非常に重要なテーマを内包

している。 

 薬物濫用防止を考える場合には、科学的

側面と倫理性、社会的ロールモデルに応じ

た対応が要求されるものと考えられる。薬

物濫用防止には、国家レベルでの戦略があ

り、これを最終的にある地域で生活する生

活者の生活常識として浸透定着させ、適正

な行動がとれるレベルにまで持ち上げるこ

とまで考慮しなければならない。 

 流動する地域社会にあっては、とりわけ、

行政が主体となった広報啓発が効果を発揮

するためには、「常時」の「多角的アプロー

チ」によるコンセンサス形成と行動変容の

確保が必要である。大きくは健康づくり、地

域づくりのコンセンサス形成といってもよ

い。 

 このような場合、戦略・計画末端における

実行者はそのまま地域のキーパーソンであ

る必要があり、かつ末端実行者は、顔の見え

る関係による住民側キーパーソンの育成と

地域全体への波及を考えていく必要がある。

そして、実施側キーパーソンは、住民側キー

パーソンその他の住民と国、地方行政の施

策をつないでいく必要がある。このような

末端における取組によって薬物濫用防止の

土壌を形成し、それによって国、地方行政な

どが行う各施策の効果を向上させることは、

これからのコンパクトコミュニティの公衆

衛生にとっては必要なループになると考え

られる。 

なお、実施側末端キーパーソンには、薬物濫

用防止に係る統一的な方針とビジョン、科

学的知見、法制度、倫理、利用できる社会資

源、アプローチ方法、などについての一定の
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素養が必要であると考えられる。薬物濫用

防止活動は多角的に実施されるものである

が、自らの立場性に応じて不要な混乱をき

たすことなく、目標とビジョンを共有し、一

連の計画に即して矛盾や誤謬なく実施し、

目標に到達するための基礎的条件ともいえ

る。 

 薬物濫用防止教育に「教育」という視点で

先行する学校薬剤師、地域の薬物乱用防止

指導員などの指導の機会を作ること、ある

いはさまざまに提示される教育資材などを

利用した地域の薬剤師を中心とした共助職

の「薬物濫用防止」にむけた人材開発が次段

階の課題となる。 

 

参考文献書籍等 

１ 薬物乱用防止教室推進の手引き 

公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター 

２ 薬物乱用防止マニュアル Q&A「ダメ。ゼッタイ。」 

公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター 

３ 児童および青少年のくすり教育プログラムガイド

（くすり教育教本） 

一般社団法人 くすりの適正使用協議会 

４「医薬品」に関する教育の考え方・進め方指導者用解説

書小中高付き 公益財団法人 日本学校保健会 

５喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導参考資料 

公益財団法人 日本学校保健会 
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令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業：H29-医薬-指定-009） 

 

分担研究報告書 

 

大麻乱用防止を目的とした啓発資料の作成 

 

分担研究者：鈴木 勉 （星薬科大学薬学部） 

 

 

研究要旨 

 近年大麻の乱用が特に欧米を中心に増加し、大麻規制の緩和なども行われている。わが国におい

ても大麻の生涯経験率が 1.2%と増加している。そこで、大麻に関する知識を啓発し、多くの人々

に大麻の作用やその危険性を理解して貰う必要がある。そのためには、啓発用資材が必要となるの

で、大麻とは何か、大麻の有害性と有益性の基礎と臨床、合成大麻、危険ドラッグ、医療用大麻、

世界の大麻事情などを分かりやすくまとめた啓発用の本を作成することを本研究の目的とした。 

 

A. 研究目的 

 

 最近、わが国においても薬物乱用の拡大、かつ

低年齢化が報告されている。また、大麻による

検挙者数も年々増加し、2017 年には 3,000 名を

超えている 1)。このような状況を改善するため

には、薬物乱用、特に大麻に関する乱用防止教

育の充実と共に、取締りの強化などが重要と考

えられる。しかし、覚せい剤の乱用防止教育に

比べ、大麻の乱用防止教育が十分とは言い難い。

そこで、このような薬物乱用防止教育に資する

教材を作成することは大変意義のあることと考

えられるため、「大麻問題の現状」と題した小冊

子を作成することとした。 

 

B. 研究方法 

 

 小冊子「大麻問題の現状」の目次と執筆者の

草案を平成 30 年１０月４日に作成した。本草

案に対して、班員から意見を募り、修正を重ね

た。６回の修正を重ねて、「大麻問題の現状」の

目次と執筆者を決定した。 

 

C．研究結果 

 

 小冊子「大麻問題の現状」の目次と執筆者を

以下のように決定した。 

 

発行に際して（厚生労働省 医薬・生活衛生局 監 

 視指導・麻薬対策課） 

 

I 大麻とは (花尻(木倉)瑠理，緒方 潤，田中 

 理恵)  

1. 植物学からみた大麻 

2. 大麻の成分について 

3. 国際条約での規制 

4. 大麻に関する国内の法律 

 

II 大麻・フィトカンナビノイドの有害性と医薬品 

 としての応用：基礎と臨床（山本経之，山口 拓， 

 福森 良） 

1. はじめに 
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2. 大麻/THCの作用 

3. カンナビジオール(CBD)の作用 

4. 大麻の依存性とその特性 

5. フィトカンナビノイドの医薬品としての

有用性 

6. おわりに 

 

III 大麻による有害作用：臨床的特徴 （舩田正彦， 

 松本俊彦） 

1. はじめに 

2. 検索方法 

3. 大麻成分とその急性作用 

4. 大麻の慢性使用による影響 

5. 大麻使用と精神病の関連 

6. 心臓血管系と自律神経系への影響 

7. 呼吸器への影響 

8. 大麻使用と他の薬物乱用 

9. 青少年の大麻使用 

10. おわりに 

 

IV 大麻草由来成分やその類似成分を用いた医薬品 

 （鈴木 勉） 

1. はじめに 

2. ナビキシモルズ（サティベックス®）の臨床 

3. ドロナビノール（マリノール®）の臨床 

4. ナビロン（セサメット®）の臨床 

5. おわりに 

 

V 大麻と危険ドラッグ（舩田正彦） 

1.  はじめに 

2.  危険ドラッグとは 

3.  危険ドラッグの種類とその健康被害 

4.  危険ドラッグの包括指定 

5.  危険ドラッグと大麻 

6.  おわりに 

 

VI 世界の大麻事情 

1. 米 国（冨山健一，舩田正彦） 

1.はじめに 

2.米国の州における嗜好用の大麻使用の

規制 

3.大麻に関する規制と違反時の罰則 

4.コロラド州に見る大麻合法化の社会的

状況 

5.まとめ 

2. カナダ（鈴木 勉） 

1.はじめに 

2.カナダの「改正大麻法」 

3.今後の課題 

  4.おわりに 

3.  欧 州（花尻(木倉)瑠理，緒方 潤） 

 1.はじめに 

 2.産業用途の大麻について 

 3.嗜好用途の大麻について 

 4.まとめ 

 

VII 大麻草およびその成分の医療での活用 

1. 米 国（舩田正彦，冨山健一） 

1.はじめに 

2.医療用大麻 (medical marijuana) 

3.まとめ 

2. カナダ（鈴木 勉） 

1.はじめに 

2.カナダの医療用大麻 

3.おわりに 

 3.  欧 州（花尻(木倉)瑠理） 

1.はじめに 

2.欧州における医療向けの大麻関連製品  

3.まとめ 

  

VIII 大麻問題に関する施策と教育啓発の現状 

 （鈴木順子） 

1. はじめに 

2. 本邦における大麻問題の現状 

3. 政府の薬物乱用防止５カ年戦略 

4.  国および地方自治体の薬物乱用防止に係
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る啓発・教育施策 

5.  代表的な関係団体等の取り組み 

 

あとがき（井村伸正） 

 

D. 考察 

 

 先進諸国にける大麻の生涯経験率は米国で

41.9%、フランスで 32.1%、ドイツで 25.6%、

イタリアで 21.7%、英国で 31.0%と非常に高

く、欧米における大麻乱用の深刻さが伺える。

一方、日本における大麻の生涯経験率は 1.2%

と先進諸国に比べれば、低い値を示している。

しかし、中枢刺激薬の生涯経験率が 0.4%、

MDMA が 0.1%であり、大麻の生涯経験率が

最も高い。したがって、大麻の乱用防止教育は

ますます重要となるので、その適切な教材が必

要となる。そこで、小冊子「大麻問題の現状」

を作成するために、まず目次を議論して内容を

決定した。研究班の班員が各項目を担当し、研

究成果と大麻に関する情報をまとめて小冊子

「大麻問題の現状」とした。本冊子の体裁は

A5判、130頁以内、並装、カバーなしとした。

本冊子を 2020年 3月末までに作成して、厚生

労働省関係、教育関係に配布して大麻の乱用防

止教育に広く活用することを目指す。 

 カナダでは平成 30 年に大麻法が改正された

ので、平成 29−30 年度は改正前後のカナダ・バ

ンクーバーを訪問し、大麻関連施設を視察した。

また、大麻に関連する資料を入手して、翻訳し

たものを資料として提出した。 

 

E．結論 

 

 本研究班の一部の成果と大麻に関する情報を

まとめて小冊子「大麻問題の現状」として出版

する。本冊子の体裁は A5判、130頁以内、並

装、カバーなしとして 2020年 3月末までに作

成して厚生労働省関係、教育関係に配布して大

麻の乱用防止教育に活用する。 

 

F．参考文献 

 

1) 嶋根卓也：薬物乱用・依存状況等のモニタ

リング調査と薬物依存症者・家族に対する回復

支援に関する研究。平成29 年度 厚生労働科学

研究費補助金（医薬品・医療機器等レギュラト

リーサイエンス政策研究事業：H29-医薬-一般-

001）研究報告書 (2018) 
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